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６月２２日は

学校歯科医の日

平成２４年度 歯・口の健康に関する図画・ポスターコンクール
小学校の部 最優秀賞 髙梨貫太朗さん（鳥取県・小４）の作品

昭和６年（１９３１年）６月２２日，

日本で初めて各学校に学校歯科医を置くことが

「学校歯科医及幼稚園歯科医令」により

制度化されたことを記念しています。
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暦の上では処暑を過ぎたというのに全国的に異常な暑さが続いて
おり，８月１２日には高知県四万十市において４１℃を記録し，何年か
ぶりの日本記録更新というニュースも飛び込んできました。一方，
局地的な豪雨も多くの地域で見られ今まで考えられなかったような
短時間での降水量を記録し各地に甚大な被害を及ぼしております。
いわれています地球温暖化の影響か，また長いスパンでみた気候変
動なのかわかりませんが，異常には違いなく暑いのもさることなが
ら豪雨に見舞われ被害が出た地域の方々には心よりのお見舞いを申
し上げます。
さて，日学歯もこの７月より新執行部による会務が始まっており
ます。「も」というのは公益法人制度改革の関係でして，事業年度
は４月より始まっておりますが，執行部は７月からと，この時期的
なずれがどうもしっくりとこず，聞けばおおかたの団体で困惑をし
ているようでありまして近い将来この問題はなんとかしなければな
らない一つの課題と思われます。そういったことで事業の後追いの
形で新執行部における各種委員会委員の選出を急いでおりますが，
若干遅れ気味で事業遂行上いささか手間取っている現状があり，そ
のあたりを今追いつくべく体制整備に急いでいるところです。
そんな中で会員の先生方にご報告できるよいニュースは「一般社
団法人」への移行の内諾が内閣府から得られたということです。そ
れにつきまして年度途中の移行は事務的，財政面での問題がありま
すので理事会に諮りましたところ全員の賛同をいただき，来年（２０１４
年）４月１日移行登記をすることと決定をいたしました。組織とし
ての年来の懸案事項がこれで決着をいたしました。
次に事業に関してですが，資質の向上を目指して行ってきた基礎
研修も順調に推移し今期からは新たな試みとして専門研修が始まり
ます。詳細はもうご存じのことと思いますが，三分野について仙
台，熊本，東京と三ヵ所で開催されることになっており，その第一
回である仙台につきましては８月２９日現在定員６０名に対し５６名の受
講希望者があり，順調なスタートを切れると大変嬉しく思っている
ところです。引き続き残り二分野にも多数のご参加をお願いする次
第です。さらに，今までの事業に加えて新たな三部門のモデル事業
も始まります。今後の日学歯の方向を示すものとして力を入れてい
きたいと思っております。
最後に，第７２回全国学校歯科保健研究大会が１０月１７・１８日の日程
で，くまモンの熊本県で開催されます。日学歯のメインイベントで
す。多数の会員のご参加を心よりお願い申し上げます。
事業の充実，財政面の健全化を掲げ新執行部がスタートいたしま
した。会員の皆様におかれましてはどうかご理解，ご協力をいただ
ければ幸いです。

社団法人 日本学校歯科医会

会長 清水 惠太

新
執
行
部
が
ス
タ
ー
ト
し
ま
し
た
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小学校における
学校歯科保健を考える

※役職は座談会開催日現在のものです。

㈳日本学校歯科医会
広報担当常務理事 土屋 松美

司 会

㈳日本学校歯科医会
会長代行 金森 市造

愛知県名古屋市立吹上小学校
養護教諭 加藤 和美

東京都台東区立金竜小学校
校長 牛島三重子

千葉県千葉市立越智小学校
学校歯科医 馬場 俊郎

日本大学 名誉教授
㈳日本学校歯科医会 常務理事

赤坂 守人

出 席 者
小学生期は，「幼児期に始まる基本的な生活習慣の確立を図り

ながら，さらに健康課題に対しては自律的に取り組むことができ

るように支援すること」（学校歯科保健参考資料『「生きる力」をはぐ

くむ学校での歯・口の健康づくり』より）が学校保健関係者に求めら

れています。とりわけ，小学校で過ごす６年間における児童の心

身の発達・発育は著しく，低学年・中学年・高学年という発達段

階を考慮しながら，歯・口の健康づくりを行うことが重要です。

近年，子どもたちのむし歯罹患率は減少しているものの，咀嚼

や口腔機能の未発達，歯肉炎の増加などが指摘されていることか

ら，食育を含むよりよい生活習慣を身につけるための指導，また

子どもたちの食物アレルギーや外傷とも関係する学校管理下での

安全管理・安全教育への対応は喫緊の課題であり，関係者が連携

しながら取り組む体制づくりも求められています。

＜校種別座談会シリーズ＞第４回は，小学校における歯科保健

活動の課題や関係者との連携の在り方等に関する意見交換を行

い，小学生期の「歯・口の健康づくり」について考えました。

社団法人日本学校歯科医会

● 校種別座談会 シリーズ Ⅳ●①集特

平成２５年６月４日
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■司会（土屋） 本日は，日本学校歯

科医会（以下「日学歯」とする。）会誌

１１４号の座談会にお集まりいただき

ましてありがとうございます。座談

会の進行を務めます，広報担当常務

理事の土屋と申します。よろしくお

願いいたします。はじめに，会誌の

発行責任者でもあります，本会会長

代行，金森市造よりご挨拶申し上げ

ます。
■金森 こんにちは。金森と申しま

す。

この座談会シリーズは，校種別に

開催しております。学校歯科保健に

ついて校種別に考えることによっ

て，内容が特化され，濃くなるので

はないかという発案で，特別支援か

ら始めまして，高等学校，中学校と

参りました。そしてようやく小学校

でございます。入学したての時は乳

歯列であったのが，卒業する時は永

久歯列となり，体重も２倍，３倍に

なる子どももいます。栄養問題，し

つけの問題も含め，生涯を考えるう

えで一番大切な年代だと思っており

ます。先生方には，今日の座談会で

この年代の課題について語っていた

だき，学校歯科保健がさらに重みを

増していけばと思っております。限

られた時間でございますけれども，

最後まで貴重なご意見を賜りまし

て，学校歯科保健に貢献していただ

きたいと思います。よろしくお願い

申し上げます。
■司会 ありがとうございました。

それでは，ご出席の先生方に，日学

歯とのかかわりなども含めまして，

自己紹介をお願いしたいと思いま

す。まず，学識者の立場でご出席い

ただきました，本会常務理事でもあ

ります赤坂守人日本大学名誉教授，

お願いいたします。
■赤坂 赤坂です。どうぞよろしく

お願いいたします。

私は，平成７年ごろから日学歯の

各種委員会に参加しておりました。

中でも，特に私自身が学校歯科保健

について学ぶことができた場は，

「全日本学校歯科保健優良校表彰」

の実地審査でした。審査に際し，多

くの調査票を読むことで，学校歯科

保健という分野を知ることができま

した。大学人というのは，どちらか

というと，学校保健の現場がよくわ

からない面があります。私の専門は

小児歯科と障害児歯科で，今まで

ずっと子どもにかかわってはきたわ

けですけれども，臨床ですので，診

断や治療，個別的な保健指導には携

わっても，集団として，あるいは教

育として，という視点は，まったく

わかっていませんでした。学校歯科

にかかわった初期のころを思い起こ

しますと，非常に反省することが多

いと思います。ただ，いろいろな経

験を通して，何とか子どもたちにつ

いて，長いスパンで別のサイドから

学ぶことができたという点で，日学

歯にかかわってきたことを大変幸い

に思います。
■司会 ありがとうございました。

続きまして，学校歯科医として千葉

県千葉市立越智小学校を担当されて

いる馬場俊郎先生，お願いいたしま

す。
■馬場 馬場と申します。本日はよ

ろしくお願いいたします。

私は，あまりよい学校歯科医では

ないかもしれません。年間を通し

て，学校での健康診断以外は本当に

数回だけしか学校に通わない学校歯

科医です。今日は一般的な学校歯科

医だと思って話を聞いていただけれ

ばと思います。「これから何をして

いけばいいのか」ということを考え

てはいるのですが，なかなか実行で

きなかったということがありまし

て，ぜひいろいろなご意見をうかが

いたいと思っております。

私が担当している越智小学校は，

千葉から九十九里に向かって１５分く

らい電車に揺られたところにあるの

ですが，数年前，帰宅時に１年生が

電車に轢かれて亡くなったという非

常に痛ましい事故がありました。今

日の座談会でも，テーマに「学校安

全」が出てくると思いますが，学校

として，下校後まで児童をどのよう

に指導していくかということを考え

させられました。平成１３年からは学

校評議員を８年間務めました。学校

は本当に大変だなと思います。今日

は，学校で取り組んでいる活動の資

料をお持ちしましたので，ご覧に

なっていただければと思います。よ

ろしくお願いします。
■司会 ありがとうございます。次

に，校長先生でいらっしゃいます，

東京都台東区立金竜小学校の牛島

三重子先生です。よろしくお願いい

たします。
■牛島 こんにちは。金竜小学校校

長，牛島三重子と申します。よろし

くお願いいたしします。

日学歯とのかかわりは，たくさん

ございます。以前，地域別で開催さ

れていた「学校歯科保健研修会」

で，学校保健と歯・口の健康につい

て１コマ頂戴して，講師として学校

歯科医の先生方にお話をさせていた

だきました。

私はもともと養護教諭でしたが，

東京都教育庁体育部体育健康指導課

■出席者自己紹介と日学歯とのかかわり
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指導主事をしていた関係から，東京

都で歯と口の健康のリーフレットや

パンフレットを作る時にも，お手伝

いをさせていただきました。

金竜小学校の前は，江東区立南砂

小学校で校長をしておりました。そ

の時，歯・口の健康教育をはじめ健

康教育を推進していたことから，学

校保健に関する都の表彰や文部科学

省の表彰も頂戴しております。ま

た，全国学校保健研究大会が一昨年

でしたか，静岡で開催された折，

「南砂小学校の歯と口の健康」とい

う発表をさせていただきました。

現在，金竜小学校では，「健康教

育」，「安全教育」，「食育」，「体育」

の四本柱に教職員が一丸となって取

り組んでおりまして，昨年度は東京

都健康づくり優秀学校として表彰さ

れました。私事で恐縮ですが，東京

都学校歯科保健功労者表彰もいただ

きました。
■司会 ありがとうございます。そ

れでは，今日，一番遠方からおいで

いただきました，愛知県名古屋市立

吹上小学校の養護教諭，加藤和美

先生，よろしくお願いいたします。
■加藤 名古屋市から参りました，

吹上小学校の加藤和美と申します。

本年度の名古屋市養護教諭会の会長

を務めております。名古屋市では，

名古屋市学校歯科医会の先生方が年

に１回，夏休みに，養護教諭を対象

にした研修の場を設けてくださって

います。私はこれといった経験はあ

りませんが，今日は，小学校でずっ

と養護教諭をしてきたという立場

で，勉強させていただければと思い

ます。よろしくお願いいたします。
■司会 ありがとうございます。そ

れでは，日学歯会長代行，金森市造

です。
■金森 私は大阪から参りました。

昭和４７年に学校歯科医となり，２校

ほど小学校を担当しておりました。

当時は小児歯科の黎明期で，正しい

歯科知識の普及をするのは子どもの

時だと認識しましたので，自分自身

でも子どもを中心にした診療所を開

きたいと思いました。学校歯科医の

経歴は，そのころから今日に至って

います。現在は，私立の中学校と公

立の高等学校を担当しております。

先ほど申し上げましたように，小

学校は，学校歯科保健が花咲き，実

がなる一番大切な時期だと思ってお

りますので，今日の話には非常に興

味を持っております。よろしくお願

い申し上げます。
■司会 申し遅れました。私は，開

業当初から幼稚園と保育園の３園を

担当しております。また，８年ほど

前に神奈川県立旭陵高等学校の学校

歯科医になりました。日学歯とのか

かわりは，第７２回全国学校歯科保健

研究大会が神奈川県で開催されまし

た折にお手伝いをさせていただいて

からのご縁でございます。短い時間

ではございますが，どうぞよろしく

お願いいたします。

■近年の学校保健をめぐる動向

…………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………

関係法規の改正，
中央教育審議会答申等にみる
学校保健のキーワード
■司会 小学校の話に入る前に，学

校保健分野での法改正などもありま

したので，近年の学校歯科保健をめ

ぐる情勢について，学識者のお立場

から，赤坂先生にご解説をいただき

たいと思います。どうぞよろしくお

願いいたします。
■赤坂 この会誌の主な読者は，日

学歯の会員です。学校関係の先生方

には「釈迦に説法」という形になり

ますが，小学校は担当する会員も多

く，義務教育のスタートという点で

も大変大事な時期で，学校歯科医も

児童に長期間かかわりを持ちます。

そこで，現代の学校保健の考え方，

在り方，理念のようなものを少しお

話ししたいと思います。

ご存じだと思いますが，教育の憲

法といわれている教育基本法が平成

１８年に改正になりました。その後，

中央教育審議会の答申（「幼稚園，小

学校，中学校，高等学校及び特別支援学

校の学習指導要領等の改善について」）

が平成２０年に出されました。この中

に，私たちが関係している学校歯科

保健の，ある意味での重要な理念が

含まれていると思います。そして，

その答申に従って，学校関係者のバ

イブルのような「学習指導要領」で

赤坂守人
日本大学 名誉教授
㈳日本学校歯科医会 常務理事
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も，体育・保健を非常に充実させて

おり，その方向性が提示されている

わけです。さらに学習指導要領の改

訂に続いて，学校保健法が一部改正

になりまして，学校保健安全法と改

称されて内容も変わり，また学校給

食法も同じ時期に改定されました。

このように教育全体を含め，近年，

健康教育全般にわたり非常に大きな

変革期が訪れたことから，われわれ

学校歯科医としても，この理念を

しっかりと頭に入れておく必要があ

ると思います。その上に，学校歯科

保健の土台がしっかりしていない

と，やはり現場の先生方との連携が

うまくいかなくなると思います。

さて，こうした法改正と同時に，

近年学校歯科関係ではどのような動

きがあったかといいますと，ご存じ

のように，平成７年に現在の健康診

断の内容がほぼ導入されました。そ

して平成１８年には『児童生徒の健康

診断マニュアル（改訂版）』（図１）

が作成されており，委員として私も

加わっておりました。もちろん平成

７年にも健康診断マニュアルが作成

されたのですけれども，個々の診断

の内容に関する記述は少なかったの

です。平成１８年の改訂版には，今の

学校保健安全法の骨格になるものが

すでに提示されておりますし，この

時初めて「発達障害」という言葉も

記載されています。

学校歯科保健に直接関係するもの

では，文部科学省から『「生きる力」

をはぐくむ学校での歯・口の健康つ

くり』が平成１６年に発刊され，平成

２３年に改訂されました（図２）。学

校関係者には，この冊子が一番よく

読まれているだろうと思います。平

成１９年には，学校歯科医にとって重

要な『学校歯科医の活動指針（改訂

版）』が作られていますが，なるべ

くこの冊子とかい離しないような内

容となっています。

さて，もう一度振り返って，大事

なキーワードをそれぞれの法律から

拾ってみたいと思います。まずは，

教育基本法に従って，先ほど申し上

げた中央教育審議会の答申が非常に

大事な点を指摘しています。『変化

の激しい社会を担う子どもたちに必

要な力は，基礎・基本を確実に身に

付け，いかに社会が変化しようと，

自ら課題を見つけ，自ら学び，自ら

考え，主体的に判断し，行動し，よ

りよく問題を解決する資質や能力，

自らを律しつつ，他人とともに協調

し，（中略）生きるための健康や体

力などの「生きる力」である』（答

申より引用）と提言しています。こ

のあたりに「生きる力」という言葉

が非常に強調されてきたと思いま

す。

学習指導要領には，かなり具体的

な現在の学校保健課題が述べられて

おります。まず第一点は，「児童生

徒の発達を考慮しながら，運動を通

じて体力を養う」という課題です

ね。続いて「食育の推進を通して，

望ましい食習慣を身につける」とい

うことです。それから「食習慣を中

心とした健康的な生活習慣を形成す

ることが必要である」と同時に，

「児童の安全・安心に対する懸念が

広がることから，安全に関する指導

の充実が必要である」とも述べてい

ます。こうした現代的な健康課題に

対応して，学校関係者にとって大事

なことは，学校において，どちらか

というと専門的な役割を担う養護教

諭や保健主事だけにかかわらず，学

校関係者全体が理解をしながら活動

に当たるということであろうと思い

ます。それと同時に，家庭との連

携，家庭の理解が大事であるという

ことが加わっています。さらに「地

域に」という言葉も入ってきており

ます。このようなキーワードが，現

代の学校歯科保健を形作っていると

言えると思います。

保健分野で大事な学校保健安全法

ですが，やはり一番大事なことはメ

ンタルヘルス，心の問題ですね。そ

れから生活習慣，そして学校管理下

の事故に対する対応，安全管理だけ

ではなく安全教育の充実，教育審議

会が述べている「心身の健康を守

り，安全・安心を確保するための学

校全体としての取り組み」，これが

特に安全教育では最も重視されてい

る点だと思います。そして，学校関

係者の役割の明確化も非常に重要な

点ですね。学校関係者はそれぞれが

チームとして活動するわけですが，

図１ 『児童生徒の健康診断マニュアル
（改訂版）』
（公益財団法人日本学校保健会）

図２ 『「生きる力」をはぐくむ学校での
歯・口の健康づくり』（文部科学省）



8

もっと学校の中の役割を明確にした

組織づくりが提唱されています。

最後に，この学校保健安全法の特

色として，「学校内外の地域の医療

機関との連携，体制づくり」が非常

に重要だということが挙げられると

思います。

学校保健安全法の中では，今日

の，非常に多様化かつ深刻化してい

る子どもたちの保健に対応していく

ために，学校関係者自身による健康

相談，保健指導，健康観察がかなり

明確にされてきています。今まで

は，学校歯科医の職務の中には，

「歯・口の健康のための保健指導や

健康相談」というように，「歯・口

の」という言葉が入っていました

が，学校保健安全法では「歯・口

の」という言葉は取り払われまし

た。どういうことかと言うと，これ

からの歯科保健活動は，歯・口の視

点だけでは対応できない，心と全身

を含めた指導や相談が大事であると

いうことです。どうも歯科医という

のは，狭く考えがちです。もちろん

専門分野の視点は大事ですが，私た

ちはもっと広い視点で，社会を含

め，子どもたちの健康全体を考えな

さいということが示されているのだ

ろうと思います。
■司会 ありがとうございました。

それでは，小学校における学校歯科

保健の話に入っていきたいと思いま

す。小学生の６年間は，ほかの校種

に比べましても長く，それだけ心身

の状態も大きく変化する時期でもあ

りますので，発達段階を踏まえた健

康づくりが大変重要になってくると

思います。今，法改正についてお話

しいただきましたが，小学生期の

歯・口の特徴や健康課題には，どの

ようなものが具体的に挙がってくる

のでしょうか。

……………………………………………

………………………………………………………………

小学生期における
歯・口の健康づくりの課題
■赤坂 学校保健安全法，学習指導

要領の中でも指摘されていますけれ

ども，小学校期は，保健管理の面を

含めて，非常に長い期間，子どもと

かかわることができる時期であり，

ほかの学校種と違った，非常に大事

な時期だろうと思います。

小学校期は，身体的には割に安定

した成長をしているわけですね。疾

病も，幼児期あるいは思春期に比べ

ると安定した時期です。ところが，

顎・口腔系は，先ほど金森先生が言

われたように，非常に激しく変化す

る時期なのです。人間特有の「歯が

入れ替わる」というダイナミックな

変化もあります。人間は，幼児期に

かなり脳が発達したあとで，いよい

よ頭部の下，顔面のほうの発育が始

まります。そして生涯，永久歯でい

ろいろな内容の雑多な食物を食べる

ための備えを，顎骨や筋肉の発育な

どのさまざまな変化でみることがで

きます。

精神的にも，どちらかというと非

常に安定した時期です。ただし，学

校関係者の先生方はよくご存じだと

思いますが，「小１プロブレム」（小

学校入学直後の児童に見られる問題行

動。授業中に騒いだり，歩き回ったり，

集団行動がとれず，学校生活に適応で

きない状態が続くこと。）と言われる

ように，最近はどうも，かつてに比

べると，家庭での子どもの自立が遅

れているようです。そういう点で，

学校関係者，特に保健関係者は悩む

と思います。また，思春期の低年齢

化が医学的には問題になっていま

す。かつて思春期のスタート期は中

学校でしたが，現在は小学校のうち

にかなりの女児が思春期を迎えま

す。そういう意味でも，この６年間

は，心理的にも身体的にもかなり複

雑な時期になっているかと思いま

す。

そして，近年では学校関係者にさ

まざまな課題が投げかけられ，非常

に多忙になっているようです。そう

いう点を考えますと，これからお話

しすることが何だか申し訳ないよう

な気がして，いつも引いてしまうの

ですけれども，小学生の特性として

はそんなことがあるかと思います。

具体的な歯科保健の課題は，この

『「生きる力」をはぐくむ学校での

歯・口の健康づくり』の中に非常に

詳しく出ております（図３）が，主に

四つの点が指摘されるかと思います。

課題の一つ目は，従来のむし歯，

そしてこれからは，特に歯肉炎が問

題になります。また，歯列咬合・顎

関節の異常も問題になっています。

これらの問題を理解し，かつそれが

健康や機能にどのように影響してい

るか，明らかにするということが一

つの課題だと思います。

二番目は，基本的な生活習慣とし

て，清潔が保たれているかというこ

とが挙げられると思います。口の中

を清潔にするということです。特に

風邪の予防なども含め，口の「うが

い方」が重要です。病気の予防と同

時に，全身の健康に影響するという

点で重要になってくると思います。

そして，望ましい食生活を送るため

の食育が挙げられます。その中に

は，咀嚼を中心とした機能の問題が

含まれます。

三番目に，歯・口の健康を切り口

とした全身の健康づくりの展開があ

ります。この視点で健康を考えてい

ただくと，子どもたちの健康行動が

変わり，健康に関心を持つように

なってくると思います。

最後が，体力の低下に伴う，口腔

領域の外傷の安全管理問題です。学

習指導要領にも載っている「生涯に

わたる安全教育」を重視することが

必要だと思います。
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以上が小学生期に重要な歯科保健

課題です。
■司会 ありがとうございます。そ

れでは，赤坂先生のお話を踏まえま

して，実際に学校歯科医としてご活

躍の馬場先生のお話をうかがいたい

と思います。子どもたちの歯・口の

状態を実際にご覧になって，どのよ

うにお感じになられますか。

……………………………………………………………………

……………………………………………

……………………………………………………………………

子どもたちの歯・口の状況：
実感する健康格差，
調査上の数値とのギャップも
■馬場 現在私は，都会というより

は，ちょっと外れた田舎のほうで子

どもたちを診ています。健康格差と

いうのか，口の中の状態にかなり格

差があるように思います。むし歯は

全然なくて生活習慣もすごくいい子

どもと，保護者の目が行き届いてい

なくてむし歯がたくさんあるような

子どもとの差が大きくなっているよ

うな感じがします。１１月に就学児健

康診断を行いますが，その時々の年

代によってもかなり差があるような

感じがするのです。ですから，「こ

の学年は，むし歯がすごく多い学年

になってしまいますよ」というお話

を学校でしています。その就学児健

康診断の時に，６年間の歯科の目標

を保護者に話す時間を毎年設けてい

ただいており，「６年間かけてこん

なことをしたい」という学校歯科医

としての希望を話しています。学校

保健統計調査でDMFの数値を見て

も（表１），全体的にむし歯は少な

くなったのですが，それよりも自分

の担当校は多いのです。毎年出てく

る速報値があまりにも少なすぎて，

本当にこんな数値になるのかな，と

いう感じを受けています。ここ数年

間，よけいにそんな感じがするので

すけれども，いかがでしょう。

歯肉炎に関しては，GOの問題も

ありますが，非常に判定がしにくい

面があります。それに，歯肉炎は増

えているような感じがしますね。本

校では，必ず歯科健康診断の日のう

ちに染め出しを済ませて，秋の健康

診断までの間に注意点の改善を学級

担任にお願いしています。
■司会 ありがとうございました。

「歯・口の健康づくり」には，生活

習慣や食生活が大きくかかわってい

ますが，小学生期は生活習慣を確立

する時期でもあります。そこで，牛

島校長先生にお聞きしたいと思いま

す。よりよい生活習慣を身につける

ために，先ほど先生から「四本の

柱」というお話が出ていましたけれ

ども，小学校ではどのような支援を

行っていらっしゃるのでしょうか。

⑹ スポーツや運動等での歯・口の外傷予防の大切さや方法の理解
⑸ 自律的な歯・口の健康的な生活習慣づくりの確立
⑷ 歯周病の原因とその予防方法の理解と実践
⑶ 第二大臼歯のむし歯予防と管理
⑵ むし歯の原因とその予防方法の理解と実践
⑴ 咀嚼と体の働きや健康とのかかわりの理解
高学年
⑺ 休憩時間等での衝突・転倒等による歯・口の外傷の予防
⑹ 歯の形と働きの理解（歯の交換期）
⑸ 自分に合った歯・口の清掃の工夫
⑷ 歯肉炎の原因と予防方法の理解
⑶ 上顎前歯や第一大臼歯のむし歯予防と管理
⑵ 規則的な食事と間食の習慣の確立
⑴ 好き嫌いなく，よく噛んで食べる習慣の確立
中学年
⑺ 休憩時間等での衝突・転倒等による歯・口の外傷の予防
⑹ 食後の歯・口の清掃の習慣化の自律
⑸ 自分の歯・口を観察する習慣付け
⑷ 歯の萌出と身体の発育への気付き
⑶ 第一大臼歯のむし歯予防と管理
⑵ 規則的な食事と間食の習慣付け
⑴ 好き嫌いなく，よく噛んで食べる習慣づくり
低学年

（課題）

図３ 小学生期の歯・口の健康づくりの課題
『「生きる力」をはぐくむ学校での歯・口の健康づくり』（文部科学省）から引用

０．３９０．４１０．４６０．４９０．５５０．６９１．１３１．３５未処置歯数

むし歯
（う歯） ０．６９０．７６０．８１０．８７０．９６１．５５３．００３．３５処置歯数

１．０８１．１８１．２７１．３７１．５１２．２４４．１３４．７０計

０．０２０．０２０．０３０．０３０．０２０．０４０．０４０．０５喪失歯数

１．１０１．２０１．２９１．４０１．５４２．２８４．１７４．７５計

平成２４年平成２３年平成２２年平成２１年平成２０年平成１４年平成４年昭和５９年区 分

（本）
表１ １２歳の永久歯の一人当たり平均むし歯（う歯）等数
「平成２４年度 学校保健統計調査速報」（文部科学省）より

馬場俊郎
千葉県千葉市立越智小学校
学校歯科医
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■子どもたちの生活習慣を培う小学校での支援

………………………………………………………

…………………………

………………………………………………

生活振り返りカードや
保健調査で
早期発見・早期対応
■牛島 本校の校務分掌には，生活

指導部と保健指導部という部があり

まして，生活習慣を培うために，生

活の振り返りカードなどを本人と家

庭に記入させ，それをもとに振り

返って直すという取り組みを行って

います。カードを見ると，規則正し

い生活習慣がなかなか身につかない

お子さんと，家庭の管理がしっかり

していて，規則正しい生活ができる

お子さんの二極化が見られます。中

には提出物がなかなか提出されない

ご家庭もあります。

もう一つ，本校では「早寝，早起

き，朝ごはん，元気に外遊び」とい

うキャッチフレーズを，校長の講話

や朝の担任の学級指導で活用してい

ます。また，朝の授業の前に健康観

察があり，その時に，朝食事をきち

んと摂ったか，排便があったか，睡

眠が十分取れたか，などを必ず担任

に調べさせます。何日か続けて状態

がおかしいと気がついた時は，担任

は養護教諭に連絡し，ご家庭に必ず

連絡を取るという対応をとっており

ます。
■赤坂 牛島先生，この振り返り

カードというのは，一人の子どもに

ついて，小学校入学時からずっと６

年生まで継続されているのですか。
■牛島 断片的です。振り返りカー

ドを実施するのは１学期に１回，１

週間なり２週間なりの生活をつける

という状況です。毎日行うのは，な

かなか難しい面があります。生活習

慣の振り返りとともに，子どもたち

のさまざまな悩みなどを調べるアン

ケートを取ったりもしています。

早期発見，早期対応にもなります

し，カードをつけることで，自分の

生活のリズムがわかります。保護者

の方にもコメントをいただくことに

なっています。養護教諭がすべての

子どもたちのカードを集約して，

ちょっと課題があるな，という子ど

もに関しては，担任あるいは保護者

と連携して保護者会や個人面談で役

立てています。
■司会 連携が取れていますね。

次に，養護教諭の加藤先生にお話

をうかがいます。低学年，高学年で

は，取り組みも変わってくると思い

ますけれども，歯・口の健康づくり

として，どのような活動を行ってい

らっしゃいますか。

……………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

歯・口の健康づくりの実践：
家庭での歯みがきテストや
外傷予防に関する歯科講話
■加藤 本校では３年生を対象に，

テスター錠を使った歯みがきテスト

を毎年行っています。テストは１時

間で終わってしまいますが，その時

限りの指導ではなく，保護者の方の

協力を得ながら継続的な指導を行う

ことができるように努めています。

歯みがきテスト実施直後は，子ども

たちの歯みがきに対する実践意欲が

高まっているので，その機会をとら

えて，後日家庭でも歯みがきテスト

を実施することを伝えています。保

護者の方には，何日か置いて実施依

頼のお手紙を配付します。その際，

学校での歯みがきテストの結果の

カードも添え，保護者の方が自分の

お子さんの歯の清掃状態を確認でき

るようにしています。共働きのご家

庭も多くなっているので，金曜日に

持ち帰らせ，金・土・日曜の３日間

に親子でテストに取り組んでいただ

いています。３年生ですと，歯みが

きテストを行っても，どこにみがき

残しがあるのかわかりづらい部分も

ありまして，養護教諭と担任の二人

体制で個別に指導は行っております

けれども，１時間の枠の中では十分

な指導ができない場合もあります。

親子でみがき残しがある箇所をじっ

くり確認してもらうことで，継続的

な指導につなげることができるとよ

いと思っています。

５年生については，本校の学校歯

科医の先生にご協力いただき，毎年

１０月ごろに歯の講話を１時間行って

いただいています。内容は，むし歯

の予防，歯肉炎の予防，学校歯科医

の役割などについてです。今年は，

先ほどお話が出ましたけれども，歯

の外傷についても取り入れてくださ

いました。学校歯科医の先生がプレ

ゼンテーションを用意してくださっ

て，歯肉炎のスライド，歯肉炎が改

善されたスライドなどを実際に見せ

てくださいます。専門家の立場から

加藤和美
愛知県名古屋市立吹上小学校
養護教諭
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お話をしてくださるので，子どもた

ちも真剣に聞いています。歯科医の

先生だからこその資料もありますの

で，子どもたちにとっても関心，興

味が深い講話だと思っています。子

どもたちに「歯科医の先生に質問は

ありますか」と尋ねますと，自分の

歯の悩みを相談したりしています。

５年生ですと，保健学習で「けがの

予防」を学習しますので，講話の内

容と保健学習の内容がリンクしてい

て，ありがたいと思っています。
■司会 ありがとうございます。牛

島先生，加藤先生に現場でのお話を

いろいろお聞きしたところですけれ

ども，子どもたち一人ひとりの健康

課題や日々の健康状態というもの

は，学校歯科医にとっては子どもた

ちに接する機会が少ないということ

もあって，把握しづらいところもあ

ります。そこで，保健調査，健康観

察が非常に重要になってきますが，

学校歯科医の立場としては，そう

いった情報を得て活用できるのが理

想的だと思います。馬場先生，資料

なども踏まえてお話しいただければ

と思います。

■子どもたちの健康状態を把握するための取り組み

……………………………………………

…………………………………………………………

………………………………………………

歯・口だけでなく
体全体について記録する
健康ファイルの活用
■馬場 今日は「健康ファイルの活

用について」という資料（図４）を

持ってきました。本校では１年生の

時から健康ファイルというものを作

りまして，歯と口だけでなく，体全

体を通して，健康に関した授業を

行ったりしています。私は歯科医な

ので，健康診断の前に必ず口腔内写

真を撮っています。最初は，６年生

が卒業する時に差し上げられるよう

にということで始めたのですけれど

も，口だけに特化したものですと，

先ほど赤坂先生からお話があったよ

うにどうしても限界があり，資料と

して物足りないものになってしまい

ます。たしかに成長の記録としては

面白いものがあるのかもしれません

けれども，学校教育の中では，それ

だけだとやはり足りないと思って，

今は健康にかかわるすべての内容を

入れてファイルしています。ところ

が，ちょうどこれを始めた時に，個

人情報保護法ができまして，「健康

ファイルの中身を他人が見てはいけ

ない」という保護者からの意見があ

り，現在は職員室の中にファイル棚

を作っていただいて，そこに入れて

管理をしています。ファイルの活用

に制限ができてしまいました。本当

にそれがいいことかどうか，私には

よくわかりません。

もう一つ，「保健調査票」（図５）

というものがあります。千葉市で

は，平成７年に健康診断票が変わり

ましたので，ちょうどその時に，保

健調査をどのようにしていけばいい

のかということで，すべての学校で

同じものを使って行えるように作り

ました。○×で記入するようになっ

ていて，保護者のコメントも書ける

リーフレットなのですが，歯・口だ

けではなく体全体のこと，生活習慣

も含めた調査ができるようになって

います。それを持って健康診断を行

うようにしています。そういう意味

では，すべての校医が同じもので情

報の共有化ができると思っています。
■司会 先ほど，「あまりよい学校

歯科医ではない」とご謙遜されてい

ましたが，とてもしっかりした活動

をされていますね。
■赤坂 馬場先生に２点聞きたいの

ですが，健康ファイルの管理は養護

の先生がされているのですか，それ

とも学校全体が，保健主事も含めて

いろいろな人たちが加わって行って

いるのですか。
■馬場 基本的には，学級担任が管

理しています。
■赤坂 すると，学級担任は個々の図４ 健康ファイルの活用について（千葉市立越智小学校）
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子どもたちの健康状態がわかってい

るということでしょうか。それはす

ごいですね。
■馬場 私からは，「ばらばらの情

報をとにかくかき集めてください」

というお願いをしました。この記録

も，最初は口腔内写真を撮って貼り

付けて，お渡しするだけのことしか

していなかったのです。そうした

ら，周りの先生方がいろいろ努力し

てくださって，このような形になり

ました。
■赤坂 もう１点聞きたいのです

が，この保健調査は歯科健康診断，

あるいは歯科健康診断の将来の事後

措置としての保健指導に役立つ，歯

科に特化したものではなく，全科の

内容が入っているものなのですね。
■馬場 全科です。内科から耳鼻

科，全部含めた調査です。
■赤坂 保健調査の例題が『児童生

徒の健康診断マニュアル』にも出て

いますが，歯科は６～７項目くらい

ですか。
■馬場 １０項目あります。
■赤坂 歯科だけでですか。千葉市

独自で作られたのですか。
■馬場 そうです。その中の一部分

が歯科に関する内容で，最終ページ

には保健調査内容の注意点が記載さ

れています。
■司会 小学生だからこそ６年間続

けてできる取り組みですね。ありが

とうございました。最初，歯科だけ

のお話かと思いましたが，先生の資

料を拝見すると，いろいろなことが

わかります。

それでは，加藤先生にお聞きした

いと思います。馬場先生から保健調

査のお話が出ましたが，それぞれ家

庭の状況も異なりますし，学校歯科

医にもいろいろな方がいらっしゃい

ます。健康相談などのやり取りの中

でご苦労もおありではないかと想像

しますが，いかがですか。

………………………………………………………………………

……………………………………………………

事前に行う歯科アンケートを
歯科健康診断に活かす
■加藤 保健調査に関しては，名古

屋市も歯科に関するアンケート（図

６）を行っています。「ある」に○

が付いている児童については，歯科

健康診断直前に担任がそれを子ども

たちに持たせ，直接学校歯科医の先

生に見せて，○の付いている項目を

重点的に診てもらう時間を取ってい

ます。

先ほど生活習慣の話がありました

けれども，学校歯科医の先生方は，

歯・口の様子から，虐待の可能性も

視野に入れて健康診断を行ってくだ

さっています。当校でも，未処置の

むし歯が多い児童などを，特に注意

して診てくださっています。むし歯

の治療に行かない（行けない）子ど

もに対しては，子どもに直接「治療

に行きなさいよ」といってもかわい

そうなので，学級担任を通じて，保

護者の方に早めに治療に行っていた

だくよう，個別に指導しています。
■司会 ありがとうございました。

神奈川県でも，十年ぶりに子どもの

健康手帳が改訂になりました。教育

委員会や養護の先生方と何度かやり

取りしましたが，馬場先生が紹介さ

れたようなファイルは，さらに具体

的で素晴らしいですね。

図５ 千葉市の保健調査票（抜粋）

図６ 名古屋市の保健調査票（歯科アンケート）
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■子どもたちの安全と安心を確保するために

■司会 それでは，ここからは小学

生の安全教育のお話に触れていきた

いと思います。近年では，子どもた

ちの安全と安心を確保するというこ

とも，学校現場でとても重要な課題

になってまいりました。日学歯で

も，『スポーツ歯科と安全』（図７）

（日学歯広場▶P.６６）という冊子

を発行したばかりです。赤坂先生，

安全教育の視点から，小学校ではど

のような支援が求められているので

しょうか。

……………………………………………

……………………………………………………

…………………………………………………………

外傷発生時の記録
フローチャートの活用
第二次受入機関との連携
■赤坂 日本スポーツ振興センター

の統計では，「学校種別・障害種別

の給付状況」（表２）によると歯牙

障害が全校種で約２５％となっていま

す。今までは割に，安全の管理が中

心でした。もちろんこれも当然必要

ですけれども，今後は特に小学生か

ら，危険回避などの安全・安心教育

を重視する必要があると思います。

家庭との連携にもつながることだと

思います。日学歯では，先ほど紹介

された冊子のほかにも，平成２２・２３

年度の学術第３委員会で，安全教育

を中心とした答申を出しておりま

す。

安全管理上重要な点はいくつかあ

ると思いますが，やはり一番大事な

のは，外傷を受けた時の正しい記録

ですね。学校だけではなくて，当然

医療とのかかわりも出てきますか

ら，学校歯科医会や歯科医師会主導

で，地域として，口腔外傷あるいは

歯の外傷に関するリスクマネジメン

トあるいは記録表を作ることが大事

だと思います。保護者が就労してい

ることが多いので，後のいろいろな

トラブルを防ぐためにも，詳細な記

録をつけておくべきです。外傷時

は，つい気が動転していて，あとで

振り返ると，こういう診査が抜けて

いたということになるので，記録を

ちゃんと作っておくということが必

要だと思います。

二番目に大事なのは，外傷のフ

ローチャート，すなわち流れを常に

学校のどこかに貼っておいて，何か

あった時に，そのフローチャートに

従って処置がされているか，あるい

は診査が行われているかという確認

を行うことです。そういうことがな

いと，さっきの記録表と同じなので

すけれども，ついうっかり抜けてし

まうということが起こり，あとで保

護者の不信につながってしまうこと

にもなりますので，フローチャート

はやはり完備するということが肝要

です。

それから，大変大事なことは，緊

急の歯科医療機関と連携することで

図７ 『スポーツ歯科と安全 危機管理の考え方を踏まえた歯・口の安全の
ための教育と管理』（日本学校歯科医会）

１００．００３８１５０４２３２９１４９計

０．２６１０００１００そ し ゃ く 機 能 障 害

１．０５４００００４０せ き 柱 障 害

１．５７６０００４２０聴 力 障 害

２１．７８８３３０１２９２１２９外貌・露出部分の醜状障害

５．２５２００００１３４３胸 腹 部 臓 器 障 害

１１．２９４３０００３４７２精 神 ・ 神 経 障 害

１．８４７０００６１０下 肢 切 断 ・ 機 能 障 害

０．５２２１００１００足 指 切 断 ・ 機 能 障 害

２．３６９１００３４１上 肢 切 断 ・ 機 能 障 害

６．３０２４０００１５８１手 指 切 断 ・ 機 能 障 害

２３．３６８９０００５７２６６視 力 ・ 眼 球 運 動 障 害

２４．４１９３００３６９１４７歯 牙 障 害

率
（％）

計
（件）

保育所
（件）

幼稚園
（件）

高等専門学校
（件）

高等学校
（件）

中学校
（件）

小学校
（件）

学校種別
障害種別

表２ 学校種別・障害種別の給付状況
『平成２４年度 学校安全・災害共済給付ガイド』（独立行政法人日本スポーツ振興センター）より
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す。もちろんまずは学校歯科医に連

絡しますが，学校歯科医は抱え込ま

ないで，状況によっては，地域には

もっと専門性のある臨床家がいるわ

けですから，第二次受入機関はどこ

なのか把握し，緊急体制を十分に整

えておくことが必要だと思います。

最後に，現在，学校給食を中心と

した誤嚥事故が非常に増えています

ので，予防と緊急処置が重要になり

ます。これは咀嚼の問題に関係する

のですが，特に低年齢の子どもたち

には，今の食材，食の内容そのもの

が，非常に誤嚥，窒息しやすくなっ

ております。給食を食べている時の

姿勢などで十分防げるわけですか

ら，食育の一つととらえ，注意して

いただきたいと思います。誤嚥，窒

息が起こったら，学校歯科医や臨床

医を待っている時間はありません。

ファーストチョイス的な処置をして

おかないと，学校側は非難される可

能性があります。

今後，スポーツ外傷は大きな課題

になってくると思います。最近は保

護者が子どもに，塾に通わせるよう

な感覚で幼少時からスポーツをさせ

ることが非常に流行っています。子

どもに遊びが少なくなってくると，

関節系の成熟が弱ってきます。幼児

期や小学校期では柔軟性があるので

あまり症状が出ないのですが，中学

校，高等学校へ行ってストレスが加

わる時期になって顎関節症状が起

こってくることもあるので，子ども

たちの体力向上のためにスポーツは

大事ですが，それなりの対応が必要

になってきます。幼児期の準備的な

運動をどうするかによって，小学校

期のスポーツ外傷を予防できること

もあります。

またスポーツの内容によっては，

学校歯科医が提唱しているマウス

ガードを普及させ，指導者にもそう

いうものを認識してもらうことも必

要になります。ヨーロッパやアメリ

カでは，スポーツ指導者は必ずマウ

スガード装着を指導しています。私

たち歯科医も今後，子どもの年齢が

低いほど，あらゆるコンタクトス

ポーツを含め，マウスガード普及を

訴えていく必要があるだろうと思い

ます。
■司会 ありがとうございました。

子どもたちの安全ということで，た

くさんのお話が出ました。

牛島先生は，管理職というお立場

から，学校全体の安全・安心につい

て特に配慮しなければならないと思

いますが，危機管理としてどのよう

な対策を取られていらっしゃいます

か。関係者との連携も含めて，お話

をお聞きしたいと思います。

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………

学校管理者としての対応：
学校全体で行う危機管理と
緊急時の体制づくり
■牛島 まずその前に，赤坂先生の

お話を受けて，いろいろ思うことが

あります。まず１年生は，とても好

き嫌いが多いのです。それから，食

べるのが極端に早い子どもと遅い子

どもが多く見られます。遅い子ども

の食べ方を見ていると，しっかり噛

めていないのです。噛む習慣がない

のでしょうか。魚，和食，豆類を残

す傾向があります。嚥下の問題で

は，特別な支援を必要とする子ども

たちもおりますので，心配な点もあ

ります。

危機管理の問題では，歯には直接

関係ないかもしれませんが，食物ア

レルギーの問題で，東京都では先日

事故がありました関係から，アナ

フィラキシーを起こす子どもの管

理，特にエピペンⓇ（商品名：アナ

フィラキシー症状を緩和する補助治療

剤のアドレナリン自己注射液）を誰が

打つか，どこに保管するかというこ

とが非常に問題になっております。

本校では保護者に２本用意してもら

い，１本はすぐに使えるように子ど

もたちのランドセルに入れておき，

もう１本は職員室の校長の机のとこ

ろに，処方箋とともに置いておき，

いざという時の対応の注意書きなど

をいっしょにして保管しています。

東京都では，文部科学省での検討結

果を踏まえたアレルギーガイドライ

ンの冊子（図８，９）をもとに，

赤坂先生がおっしゃったフロー

チャート的なものを検討しているよ

うです。食物アレルギー，転倒，転

落，防犯防災，危機管理は全部同じ

だと考えております。ばらばらだ

と，学校としてはなかなか管理がで

きません。ですから，歯だけではな

くて，全体の危機管理として取り組

んでいます。役割分担を決めて，誰

がどういう時に何をするか，不在の

時にはどうするか，管理者に連絡を

取って救急車を呼ぶなど，そういっ

た体制づくりは各学校でできている

と思います。

一方，先ほど２５％という数字が出

ましたが，やはり歯のけがが一番多

いです。子どもが転んだ時，すぐに

ぱっと手が出なくて，鼻や口をけが

することが多い。その時に，保険適

用内では日本スポーツ振興センター

牛島三重子
東京都台東区立金竜小学校 校長
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の災害共済給付制度で給付金が出ま

すが，自由診療で行ってしまうとそ

の分は給付されません。保護者の方

への説明がないと，自由診療で治療

して「学校で起きた事故だから，治療

費は学校で全部出すべきだ」などと

いって，あとでトラブルになること

もあります。ですから初期段階で，

管理職や養護教諭から，「保険適用

内のものしか出ません，自由診療の

分は保護者のご負担になります」と

いうことを，記録とともに説明する

必要があります。
■司会 ニュースでも見ましたが，

学校では子どもさんのアレルギーに

合わせてお食事を分けているのに，

ちょっと食べてしまってアナフィラ

キシーショックが起きてしまったと

いうことがありましたね。それを聞

いただけでも，管理が大変だとい

うことは感じていました。今おっ

しゃったように，学校では系統立て

て対応されているのでしょうけれど

も，それでも大変ですね。
■牛島 AEDの問題ですとか，防

犯，防災，食物アレルギー，アナ

フィラキシーなどについて，本校で

は４月１日「金竜安全の日」とし

て，教職員全員が研修を行っていま

す。いつ，どこで，何が発生するか

わかりませんので，入学してからで

は追いつきません。しかも教員だけ

ではなく，支援員，講師，主事，給

食調理員，さまざまな職種の方が学

校におりますので，そういった方も

含めて研修会を行っています。
■司会 先生は管理職ということ

で，会社でいえば社長さんの立場で

学校全般の管理をされているので

しょう。大勢の先生がいらっしゃっ

て，いろいろな役割をもっておられ

ると思いますが，それを総括される

校長先生は大変ですね。

加藤先生にも教えていただきたい

と思います。気をつけていても，実

際にちょっとした事故が起こること

があると思いますが，養護教諭とし

てどのように対応されていらっしゃ

いますか。また，子どもたちにはど

のような安全教育をされているので

しょうか。

図９ 学校生活管理指導表（アレルギー疾患用：裏面）（公益財団法人日本学校保健会）
指導表は両面タイプで，裏面には食物アレルギーの欄が設けられている。

図８ 『学校のアレルギー疾患に対する
取り組みガイドライン』
（公益財団法人日本学校保健会）
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…………………………………………………………

…………………………………………

………………………………………………………………

養護教諭としての対応：
保護者との連携と
全職員への救急体制の周知
■加藤 養護教諭の立場から申し上

げますと，牛島校長先生のお話にも

ありましたように，保護者と連絡を

取り合い，教職員と連携しながら処

置に当たっています。本校では毎

年，年度初めには救急体制を職員に

周知しています。けがが発生した場

合には，私がけがの状況を保健日誌

に書き，けがの記録用紙を学級担任

に渡して書いてもらい，それを保健

日誌に挟んで，管理職に見せて情報

を共有できるようにしています。生

活指導面にかかわることでけがをし

た場合には，生活指導の担当にけが

の発生状況，けがの原因等を伝え，

「こういうけがが最近多いので，学

級のほうでこのような指導をしてく

ださい」などと，全職員でけがの予

防に努める体制を取れるように，私

から情報を提供しています。事故を

防ぐためには，養護教諭と管理職だ

けで情報を把握しているのではなく

て，先ほどお話がありましたよう

に，全職員の誰もがすぐ対応できな

ければならないととらえています。

本校では，来週あたりから水泳学習

が始まりますが，事前に保護者の方

に「水泳学習参加への健康確認書」

を提出いただき，それを私が一覧表

にまとめて，他の教職員に「配慮を

要する児童として，こういった子ど

もがいますよ」と㊙扱いで回覧して

います。

新１年生ですと，入学してから食

物アレルギー対応について校内で検

討したり，保護者との面談を行った

りする時間はなかなかとれないの

で，就学時健康診断の時に食物アレ

ルギーの有無を把握して，医療機関

に行っていただいています。その結

果を受けて，２月に教頭，学校栄養

職員，私と保護者で面談を行い，児

童一人ひとりのアレルギーの状態や

給食時の対応，救急体制等について

確認作業を行っています。そして，

年度初めの職員会議で共通理解を

図っています。

先ほどエピぺンⓇの話が出ました

けれども，保険適用内になってきた

ので，児童にエピペンⓇを持たせる

保護者の方も出てきました。名古屋

市の場合は，エピペンⓇを持参する

児童がいる学校に対しては，体験的

な講習会がありますので，該当児童

がいる学級担任には参加してもらっ

ています。
■司会 ありがとうございました。

小学校のお子さんの話でエピペンⓇ

の話が出てくるとは意外でしたけれ

ども，これからは大事になってくる

お話だと思いますね。

さて，万が一子どもたちが事故を

起こしてけがをしてしまったりすれ

ば，当然，学校歯科医のほうに連絡

が来るわけですね。かかりつけのお

医者さんに行くということもあると

は思いますが，学校歯科医のお立場

として，実際に子どもが外傷を負っ

てしまった場合，家庭，関係者とは

どのような連携を取っていらっしゃ

るか，馬場先生に教えていただけれ

ばと思います。

…………………………………………………………………

……………………………………

……………………………………………………………………

学校歯科医としての対応：
保護者に対して
客観的な立場で説明すること
■馬場 外傷の事例は結構多いと思

いますが，状況でかなり対応が変わ

ると思うのです。先ほど記録のこと

で赤坂先生がおっしゃったように，

まずどういう状況で起きたのかを知

るということが大切だと思います。

実際には，小学校高学年になると，

単なる事故ではなく，児童間のトラ

ブルによるけがや不注意で歯を折る

などの大きなけがもあります。状況

によって，ご家庭にはなるべく客観

的な立場でお話をしなければいけな

いと思うのです。それが一番難しい

と，私は感じているところです。単

なる事故で，例えば掃除用具につま

ずいて転んでけがを負ったなどとい

う場合は，なるべく早い時間に連れ

てきていただいたほうが，対応がう

まくいくことが多いと思います。そ

れが，保護者の方と連絡がつかな

かったりして，何時間も経ってしま

う場合もありますので，けがが起き

た時には早く連れてきていただくこ

とが必要だと思います。来院した歯

科医院でそれに対応できるかどうか

というのは，そこで診断します。ど

うしてもそこでは対応できないこと

も結構あります。一番ひどかったの

は，やはり顎骨の骨折です。

わたしたち大人が思っているより

も，子どもたちのほうが痛みに強い

というのか，ちょっと我慢してしま

うのか，よくわからないのですが，

結構重篤だと思っても，「大丈夫，

痛くない」などと言われてしまうこ

とがあり，「えっ」と思います。怖

いのでしょうね，子どもも。そうい

うところも含めて，最初の判断が大

事だと思います。
■赤坂 私から少し追加しますと，

牛島先生から話があったように，最

近の子どもたちは，防護的な反射が

鈍くなっていますから，一見大丈夫

そうに見える傷でも，学校歯科医だ

けでなく必ず学校医に報告をしてお

かないと，内出血などの問題は，あ

とで出てきますからね。歯の外傷，

顔面外傷の時は特に，学校医への連

絡，より専門性の高い他科との連携

が大事だと思います。歯科だけで終

わってしまうと，あとでいろいろな

問題が起こってきますから，その辺

の注意は必要だと思いますね。
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■学校保健に組織的に取り組むために

■司会 事故は予防するのが一番で

すが，小学生なら運動したいという

気持ちもありますし，押さえ込んで

ゲームだけさせているわけにもいき

ませんので，子どもがスポーツなど

でけがをしてしまったり，長期的な

観察が必要な場合も当然あると思い

ます。子どもたちの健康情報が，家

庭，学校関係者や校種を超えて引き

継がれるということも大事になって

きますね。また，現在の多様化する

健康課題に対応するためには，組織

的に取り組むこともとても重要だと

思います。

再度，牛島先生にお聞きしたいと

思います。保健以外にも学校に期待

されている課題が非常に多い中で，

先生方皆さん，多忙を極めていらっ

しゃると思います。学校保健に組織

的に取り組むためには，時間的な制

約ですとか，難しい部分もあるので

はないかと思いますが，その辺のご

苦労などがありましたら教えていた

だければと思います。

………………………………………………………

………………………………………………………………

……………………………………

多忙を極める教職員が
組織として取り組むための
機能性と機動性
■牛島 やはり学習指導要領の改訂

など，さまざまな対応が必要になる

ということで，学級担任は非常に多

忙になっております。本校では，勤

務時間が午前８時１５分から午後４時

４５分なのですけれども，ほとんど守

られていないというか，帰りは９時

や１０時になる職員もいます。そう

いった中で，いかに会議を減らす

か，能率的・効率的に行ったりする

にはどうしたらいいかということを

考えながら進めています。

組織的な対応といいますが，少な

い人数，組織といっても何十人の組

織ではなくて，機動性のある組織と

いうことを考えます。本校の校務分

掌では，生活指導，教務，保健給

食，研究推進の四つの部に分かれて

おりまして，それぞれが分担して業

務を遂行しています。その組織の中

で，主にけがなどに直接対応するの

は，やはり保健給食部といいます

か，養護教諭（保健主任兼任）が行

います。生活指導部は，生活安全，

交通安全，災害安全など，それぞれ

の災害に関することや日々の子ども

たちの様子を担当する部署なのです

が，その生活指導主任，管理職，保

健主任などが集まって，小さな組織

で動くようにすると機能的です。時

間がない中でも，すぐ集まれる方に

さっと集まっていただき，また緊急

の場合は，学級担任も呼び出してそ

の学級の補強に入ってもらい，対応

するということもあります。

組織的に健康教育なり安全教育な

りを進めるためには，年間指導計画

が必ず必要で，年度末の１月か２月

に前年度の反省を踏まえて評価をし

ながら，翌年の指導計画を作成しま

す。毎年同じ内容ではなくて，しっ

かり振り返り，評価して，計画を立

てることで，組織的に動けるという

こともあります。

学校保健や健康教育，安全を学校

全体で推進するためには，健康教育

をテーマに校内研究を行うことも有

効です。校内研究というと，教員は

どうしても教科の研究をしたがりま

すが，校内研究に健康なり，安全な

り，体育なりを入れると，教員はそ

れに特化して一所懸命，指導案作り

から授業研究を考えますので，健康

教育の推進にはとても有効です。私

は２校の校長を経験していますが，

研究にそういうことを入れると，教

職員全員でかかわってくれます。

それから，PTAの組織も，郊外

生活部，保健体育部という部があり

ますので，その部とも連携して取り

組むこともあります。
■赤坂 牛島先生，私たち学校歯科

医も非常勤の教員という立場でチー

ムの一人ですけれども，学校歯科医

の組織活動としては，どういうこと

が一番求められますか。また，何か

問題は感じますか。
■牛島 そうですね。やはり核とな

るのは学校保健委員会ですので，そ

こには学校歯科医の先生は必ず出て

くださいます。内科の先生も出てく

ださる時もあります。他の三師の先

生は，普段は診療をされていて，お

忙しい方が多いので，なかなか来て

いただけないのですが，コメントを

いただいたりします。学校歯科医の

先生を毎回校内の研究会にお呼びす

るというのは，なかなか難しいと思

いますが，学校保健委員会は年３回

あるので，そういう時に来ていただ

ければありがたいです。
■赤坂 年３回。先生のところはず

いぶん多いのですね。東京あたりで

は平均的には年２回くらいと聞きま

すが，大変ですね。
■牛島 大多数の学校では１回か２

回ですね。ただ，本校では就学児健

康診断に全員の先生方がお集まりに

なるので，３０分間は管理職とともに

ミニ学校保健委員会を開いています。

養護教諭は就学児健康診断で忙しい

ので，連携を取って，学校の状況で

すとか，健康課題ですとか，そう

いったところを話し合っております。

取り立てて場を設けるというより
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は，既存のものを活用しながら行っ

ています。
■司会 ありがとうございました。

学校内で関係者の方々が連携して

健康課題に対応するだけではなく

て，校種や地域を超えて外に広がる

保健活動も大事だと思います。

加藤先生にお聞きします。他校

種，あるいは地域と連携した学校保

健活動などを行われていらっしゃい

ますでしょうか。例えば，子どもた

ちの健康情報や健康教育などは，校

種を超えて引き継がれることはある

のでしょうか。

……………………………………………………

……………………………………………………

…………………………………………………………

研究会での情報交換，
学校での訓練を通した
他職種・保護者との連携
■加藤 名古屋の場合は，市内全１６

区の養護教諭が一つの研究テーマを

持って，３年間継続した研究の取り

組みを行っています。そういった研

究の取り組みを通して，小・中学校

の先生方と情報交換をして，「小学

校ではこういう指導をするので，中

学校の先生はこういう指導を」な

ど，いろいろ話し合ったりする機会

は持っています。その研究のまとめ

は１冊の研究集録として全校（小・

中・高・特別支援学校）に配付さ

れ，他校の健康教育の推進に向けて

も役立っているととらえています。

地域の方々との連携は，本校の例

ですと，保健所の保健師さん，小児

科医の先生をお呼びして喫煙防止教

室を行っています。安全に関して

は，夏休みに着衣泳を行っていま

す。水の事故への対処の仕方，「自

分の命は自分で守る」ということを

教える目的で，赤十字の方に外部講

師として来ていただいています。本

校では，交通訓練を年２回行ってい

ますが，２回目の交通訓練の時に

は，学校の職員だけではなくて，日

頃お世話になっている交通指導員や

PTAの方にも参加していただいて

います。学校の外で自転車を使った

訓練なども行いますので，安全面に

も配慮する意味で「ボランティア参

加のお願い」の印刷物を配付して，

保護者の参加も呼びかけています。

……………………………………………………………

…………………………

………………………………………………

学校歯科医との連携――
健康相談は
活用されているか？
■赤坂 健康相談について，加藤先

生にもう少し詳しくうかがいます。

昨年，文部科学省を含めて，膨大

な数の健康相談に関する調査が行わ

れました。その時に，学校医は健康

相談に応じているという結果が出ま

した。ところが，学校歯科医が健康

相談に応じている例は本当に少ない

ということがわかりました。今後も

学校ではいろいろな健康課題が起

こってきます。例えば歯科関係でい

いますと，CO，GOという経過観

察の子どもたちのリスクがありま

す。当然，虐待が疑われるような子

どもたちもリスクを抱えています。

それから重要なのは発達障害の子ど

ものリスク。これまでよりも少し個

別的な健康相談，保健指導が非常に

重視されてくる時代だと思います

（図１０）。今までは，養護教諭は「健

図１０ 健康相談に関する調査結果と課題
『学校保健の課題とその対応―養護教諭の職務等に関する調査結果から―』（公益財団法人日本学校保健会）より
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康相談活動」といっていたのが，ま

さに健康相談がすべての学校関係者

の職種に入ったわけです。学校歯科

医がするべき健康相談，これは健康

診断後の事後措置として行うわけで

すが，普段は学校関係者である先生

方が応じていると思います。健康相

談についてどういう悩みをお持ち

か，あるいは学校歯科医にどういう

ことを望むかということで，思って

いることがあればお話しください。

日学歯は今後，従来の集団的な健康

教育と同時に，個別的な健康相談と

いうのを充実させなければいけない

と思っているのですけれども，その

辺で何か学校歯科医にご進言いただ

けるようなことがあったら，聞かせ

ていただきたいと思います。
■加藤 現状ではやはり，学校歯科

医の先生方とは，歯科健康診断結果

からの健康相談になってしまいます。
■赤坂 健康診断時の相談が多いと

いうことですね。健康診断後の事後

措置としての相談はいかがですか。
■加藤 健康診断後はなかなか…。

先ほど，本校で行っている５年生を

対象にした歯の講話のことをお話し

しましたが，その講話の時に，疑問

に思っていることなどを質問という

形で先生にご相談しています。
■赤坂 先生方はおそらく日常，保

護者を含めて子どもたちからの相談

に応じていると思うのですよ。しか

し歯科的な専門性の問題について

は，健康診断の時に「この辺は学校

歯科医に聞いてみよう」ということ

が起こってくると思うのですね。そ

ういうコミュニケーション，連携

は，健康相談に関して行われている

のでしょうか。
■加藤 相談すれば，歯科医の先生

方は相談に乗ってくださるとは思い

ます。養護教諭会と名古屋市学校歯

科医会の役員の先生方とは，年に何

回かお会いします。学校歯科医会役

員の先生方と養護教諭会役員との協

議会がありますので，そういうとこ

ろで養護教諭の思いなどを聞いてい

ただければ，また学校歯科医の先生

方もいろいろご協力くださると思い

ますし，その先生方が各学校歯科医

の先生方に下ろしてくださるとは思

います。
■馬場 私からもお話ししてよろし

いですか。私も何度か健康相談を受

けたことがあるのです。「気になっ

ていること，何でもいいですよ」と

いう形で学校が設定してくださいま

した。何年か続けたのですが，結局

一番多いのは矯正の相談なのです。

お金がいくらかかるか，どのくらい

の期間がかかるか，それが一番多

い。私は，健康相談の時間は矯正の

相談のためのものではないと思って

いますが，保護者は目的も関心も

まったく違います。矯正されている

方がすごく増えているので，たぶん

普段から生活の中で気になっている

ことだとは思います。しかし，意識

の高い方々はそういうところに関心

がいきますが，そうではない方は相

談にもならないのではないかと思い

ます。
■赤坂 牛島先生はどうですか。校

長先生という立場で，学級担任や養

護の先生を見ていてどう思いますか。
■牛島 けがを負った時には，保護

者にすぐご連絡して，学校歯科医の

先生にご相談後，学校歯科医やかか

りつけ医などで治療に当たるという

対応をしております。近隣に歯科医

院がたくさんありますので，保護者

の方はむし歯や矯正の問題もすぐに

ご自分がかかっている歯科医院か，

本校は都内にありますので，場合に

よっては大学病院などを受診する保

護者もいます。養護教諭が学校歯科

医の先生にいろいろなご相談をする

のは，よくあることだと思います

し，「歯科の健康相談」として調査

すると，相談件数がもう少し多く出

たのではないかと思っています。も

し相談の場を設けるとしたら，学校

が行うとなるとなかなか難しいの

で，PTAの保健部の方に，PTA主

催の講座の一つとして，学校歯科医

による健康相談を入れていただける

とよいと思います。
■司会 ありがとうございます。

馬場先生，千葉県のほうでも各種

の委員をされていたということをお

聞きしていますけれども，地域の

リーダーとして活躍されている中

で，歯科保健の課題や悩みなどはご

ざいませんか。

…………………………………………………

……………………………………………………

地域歯科保健の状況
増加する非会員の問題
■馬場 そうですね。今回千葉県で

は，学校歯科医の定年制をしきまし

た。それが一番大きな話題だと思い

ます。今までは，８０歳を越えている

ご高齢の先生もいらっしゃって，な

かなか学校歯科医としてうまく機能

しなかったということがあったので

すが，７０歳定年を明確にしました。

その一方で，いろいろな条件があっ

て，学校歯科医をされる方が少なく

なってしまって，複数校を受け持た

土屋松美
㈳日本学校歯科医会
広報担当常務理事
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なければ学校歯科医が足りなくなっ

てしまうのではないかという懸念も

あります。その辺の割り振りが一つ

の問題です。学校歯科医制があると

いう認識のもとに担当を決めていま

すので，どうしても歯科医師会とい

う組織の中に入った人でなければ雇

用できない。会に入らない歯科医が

最近かなり増えてきていると聞きま

すので，組織力が下がった時には，

その問題はかなり大きな負担になる

のではないかと思います。それが喫

緊の心配です。実際に，千葉県の浦

安市などでは，歯科医師会に入って

いる歯科医がちょうど全体の半分く

らいなのです。ですから担当校の割

り当てをしていくと，一人の負担が

かなり増える可能性があります。か

といって，違う地区から応援しても

らうということは実際にはできない

ので，その地区でやっていくしかな

いのです。

■司会 ありがとうございます。地

域によってもいろいろな課題があり

ますね。

それでは，最後に赤坂先生，これ

までのお話を踏まえて，どのように

お感じになったか，お話しいただき

たいと思います。小学校における学

校歯科保健活動のポイントなどがあ

りましたら，教えていただければと

思います。

■反省点を明日からのよりよい活動に！

………………………………………………………

………………………………………………

……………………………………………………

健康は生涯の問題――
学校での健康診断は
何のために行うのか？
■赤坂 先生方のお話をうかがって

いると，学校がいかにいろいろな課

題を背負い，かつ期待されているか

ということがよくわかります。学校

関係の皆さん方のご苦労をあらため

て知りました。私たち学校歯科医に

も非常に格差がありまして，健康診

断だけをこなせばいいという人もい

れば，子どもたちの歯科保健を切り

口にしながら，何とかそこで全身の

健康に結びつけられれば，と一所懸

命取り組んでいる熱心な先生方もい

ます。しかし，今の学校の現状を外

から見てみますと非常に忙しそう

で，そういうことにブレーキがかか

るようなところもあります。ただ，

次世代を背負う子どもたちにとっ

て，健康の問題は重要です。学校で

は教科の学習重視，あるいは教育効

果の問題などがいわれていますけれ

ども，やはり生涯の問題ですし，日

本の教育の中で健康というものを教

えられる場は，まさに学校しかない

わけですね。そういう点では，私た

ちも期待しますし，国民も期待する

のだと思います。

また，私たち学校歯科医が反省し

なければいけないことがあります。

学校での健康診断の目的は今，ご存

じのようにスクリーニングですか

ら，結果は非常にばらついてくるわ

けですね。健康診断は臨床的な検査

と違って，そういうばらつきがある

のだという視点を持つ，もう一つ

は，健康診断を何のために行うかと

いえば，どのような健康教育の計画

と目的を持つかということを認識す

るためだという視点。この視点を，

どうも学校歯科医は忘れがちだと思

います。また保護者や学校関係者

も，この二つの視点を理解しないと

トラブルが起きます。学校における

健康診断は，あくまで振るい分けで

あるということ，また問題が起きた

時にどういうふうに臨床に振り向け

るかということと，学校教育をする

ための目的や方向を決め，学び，知

る一つの方法として行われているの

だということを，保護者も含めてき

ちんと理解しなければいけません。

学校健康診断に，臨床の場のような

高いレベルを期待をするのは違うと

いうことを理解してもらうことが，

これから必要になってくると思いま

す。

東京女子体育大学の戸田芳雄教授

が「口を見れば家庭の状況がよく見

える」とよく言いますけれども，た

しかに歯科から家庭や環境を理解す

ることはできます。時代は，歯周疾

患であったり，口臭の問題であった

り，QOLや機能を問題とする時代

に入ってきました。機能を考えるか

らには，生活習慣は切っても切り離

せません。学校保健も，もちろん歯

科も，目標がそちらのほうにいって

いるということを，もう一回認識す

る必要があるだろうと思います。

当然，学校歯科医が背負わなけれ

ばいけない問題点への自覚が必要で

あると同時に，今後は学校への理解

も必要です。やはり健康診断だけで

はなく，時間があれば学校へ行って，

先生方をはじめ学校関係者の方々

に，お邪魔にならない程度に接触す

ることで初めて，学校というものが

健康診断と違った形で理解されてい

くのだろうと思います。

先生方，本日はいろいろと教えて

いただきまして，ありがとうござい

ました。
■司会 ありがとうございました。

まだまだお話をうかがいたいのです

けれども，時間の関係もありますの
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で，最後に，今後の取り組みに向け

た抱負，また学校歯科医，日学歯に

期待することなどございましたら，

お話しいただいて終わりたいと思い

ます。

……………………………

……………………………………………………………………………………………………

学校現場が
学校歯科医に求めていること
■馬場 本校では，給食の時間の出

だしの５分間は，食事を黙って噛む

という取り組みをしています。「も

ぐもぐタイム」という時間なのです

が，学校全体が少し静かになりま

す。これから学校で，少しでも学校

歯科医がかかわって，学校側と連携

が取れればと思っています。

もう一つ，学校歯科医の研修会を

今盛んにしているのですけれども，

前回，金森先生が座談会の中でお話

されたように，私たち学校歯科医

は，教育法を学校で習ったというこ

とは決してないのです。専門職です

ので，専門的なことだけしか学んで

いません。ですから，学校でどんな

お話をしたらいいのか，いつも悩ん

でいました。でも金森先生が「思っ

たとおりに話しなさい」というコメ

ントをくださって，あれにはすごく

勇気づけられました。今は，もう

ちょっと気楽に話してもいいのかな

と思っています。どうしても教えた

いことがあるのに，実際には１時間

しか枠がなかったりしますので，な

かなかうまく伝えることができな

い。その辺が自分の課題かなと思っ

ています。
■牛島 皆さん，ありがとうござい

ました。とても勉強になりました。

学校歯科医さんは地域の方なので，

学校の応援団ととらえております。

学校歯科医さんに学校に足しげく来

ていただければ，学校が変わるよう

な気がしますので，ぜひよろしくお

願いしたいと思います。また，歯と

口を通して，健康や安全教育をさら

に考えていく糸口にしたいと思って

おります。安全教育，健康教育，体

力づくり，食育も含めて，今後とも

進めてまいりたいと思っておりま

す。ちょっとオーバーですけれど

も，金竜小学校がいろいろな面でモ

デルになれればと考えております。

日学歯さんには，以前，歯・口の研

究指定校や推進校などの認定があ

り，実際に指定を受けた経験がある

のですが，エリアだけではなくて，

いろいろな指定校の取り組みをして

いただけると各学校が燃えると思い

ます。今後ともよろしくお願いしま

す。ありがとうございました。
■加藤 名古屋のほうに帰りました

ら，名古屋市学校歯科医会の役員の

先生方にも，今日の座談会のことを

報告します。また各学校で，学校歯

科医の先生方に足しげく学校に通っ

ていただけるようになるといいなと

思っておりますので，よろしくお願

い申し上げます。本当に今日はいろ

いろ勉強させていただきましてあり

がとうございました。
■司会 ありがとうございました。

金森先生，本日の座談会，いかがで

したでしょうか。課題を解決するた

めに，日学歯にもいろいろとご要望

がありましたので，それを受けまし

て一言お願いしたいと思います。

…………………………………

……………………………………

…………………………………………………………

学校歯科医が
歯・口を通して
子どもたちに伝えること
■金森 冒頭でも申し上げましたよ

うに，小学校時代に学校歯科医が知

識や情報を伝えることによって，子

どもたちが生涯にわたって健康な身

体を持ち，そしてまた歯を通じて食

に対してありがたいと思う気持ちを

持ち続けることができると思いま

す。学校歯科医が小学校で活躍する

ことは，非常に多岐にわたって，子

どもの中に入っていける大きな機会

だと思っております。今後も小学校

の学校歯科医にしっかりとやってい

ただけたらいいなと思っております。

養護教諭や校長先生にいつも伝え

ていることですけれども，やはり学

校歯科医の立場を理解していただけ

なければ，われわれは活動，活躍す

る場を与えてもらえませんので，歓

迎していただければと思います。

「来てもらわなくてもいい」という

ような態度をされると，足しげく行

こうと思っても行けなくなります。

そんなことを大阪の学校歯科医会の

会合でずいぶん話しておりました

ら，手前味噌ですけれども，大阪教

育大学で９０分授業を２コマいただい

て，養護教諭課程の学生に学校歯科

保健の講義をしております。私は昭

和２０年生まれですから，７０歳の定年

がもうそこまで来ていますが，「そ

れまで頑張って！」と言ってくれて

います。やはり養護教諭の先生に学

校歯科医のことをわかってもらえた

ら，われわれは仕事をする場がよく

なって，非常にありがたいのです。

また，学校は校長先生の管理下にあ

りますので，何か提案した時に，「よ

しわかった，それに取り組んでくだ

さい！」などと言ってもらえると，

金森市造
㈳日本学校歯科医会
会長代行
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会誌１１４号では，学識者のお立場より日本大学名誉教授・日本学校歯科医会常務理事 赤坂守人先生をお迎えして，
校種別座談会シリーズⅣ「小学校における学校歯科保健を考える」と題し，座談会を開催する運びとなりました。
赤坂先生からは，まず近年の学校保健をめぐる動向として関係法規の改正，中央教育審議会答申等にみる学校保健の
キーワードの解説をしていただきました。小学校期は，身体的，また疾病に関しても幼児期や思春期に比べると比較
的安定した時期であり，顎・口腔に関しては「歯が生えかわる」という，人間特有の変化する時期にあたること，そ
して低学年・中学年・高学年という発達段階に留意しながら子どもたちの健康状態を見守り，関係者が連携しながら
取り組む体制づくりの大切さについて解説をいただきました。
また，小学校の現状について，学校歯科医の立場から馬場先生には，６年間の目標を保護者に話す時間をとり「健
康ファイル」の作成により全身の管理に着目して成長を見守っている取り組みについてお話しいただきました。牛島
校長先生からは，「生活振り返りカード」や保健調査で早期発見・早期対応に努めているとの解説をいただきました。
養護教諭の加藤先生からは「歯・口の健康づくり」の実感として，家庭での歯みがきテストや外傷予防に関する歯科
講話が大変役に立っているとの報告があり，また事前に行う歯科アンケートを歯科健康診断に活かしておられまし
た。司会を務めさせていただきました私も，学校歯科医の一人として，子どもたちの健康と心の問題，生活習慣，安
全教育の大切さ，学校関係者との連携の在り方などのさまざまなことを再認識することができました。
今回も，各方面でご活躍の先生方の貴重なお話を聞く機会を得ましたことに感謝するとともに，この座談会シリー
ズが，明日からの学校歯科保健活動の糧になりますよう祈念いたします。

社団法人日本学校歯科医会 常務理事 土屋松美

「小学校における学校歯科保健を考える」を終えて
校種別座談会シリーズⅣ

非常にありがたいです。学校保健委

員会などを含め，学校歯科医が学校

で活躍できる場が小学校の時にあっ

て，それを受けた子どもたちが大き

くなれば，健康で元気に生きて平均

寿命と健康寿命の差が限りなく縮む

と思います。

私はいつも人前で話をする時に，

最後に言うことがあります。「年齢

の『齢』という字は，『歯』に『令』

と書くやろ。だから天が与えた寿命

と年齢がイコールならば，絶対に歯

がなかったら本当の寿命やないね

ん。もしも歯がなくて生きていると

したら，それは『入れ歯』偏に

『令』と書いたらええんやないか」

と。

もう一つ，「歯は食器」というこ

とも言っています。「食器やから，

いつ洗って，いつみがいて，という

ことはわかるやろ」と。漬物を置い

たお皿とカレーライスを食べたお皿

とは，洗い方が違うのが当たり前だ

し，そういう手入れを小学校の時に

しっかり理解してほしいと思ってい

ます。

今後も先生方のお力をいただきな

がら，学校歯科医が学校保健の中核

を担っていければと思いますので，

今日のこの場が，さまざまな提言を

する場となり得ることを願っており

ます。ありがとうございました。
■司会 ありがとうございました。

先生方には今後とも，日学歯にも，

さらなるご協力，ご支援をいただけ

ればと思います。
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座談会で取り上げられた下記の資料は，購入およびインターネットでの無料閲覧・ダウンロードが可能で
す。詳細については，各ホームページをご参照ください。
なお，ご紹介している情報は本誌掲載時のものですので，各サイトの事情等により変更されている場合が
あります。

座談会の関連資料についてi n f o r m a t i o n

日本学校歯科医会 http://www.nichigakushi.or.jp/

○日本学校歯科医会で購入できます。
日本学校歯科医会ホームページの「出版案内」から注文書をダウン
ロードし，FAXでお申込みください。本号掲載の出版物案内ページ
もあわせてご参照ください。

文部科学省 http://www.mext.go.jp/

○文部科学省ホームページで無料閲覧・ダウンロードできます。

【平成２３年発行・税込５００円】
「生きる力」をはぐくむ学校での歯・口の健康づくり
学校歯科保健参考資料

学校保健ポータルサイト http://www.gakkohoken.jp/
日本学校保健会 http://www.hokenkai.or.jp/

○同じく座談会で取り上げられた『学校のアレルギー疾患に対する取り
組みガイドライン』も購入・無料ダウンロードできます。
詳しくは，日本学校保健会ホームページおよび学校保健ポータルサイ
トをご参照ください。

○日本学校保健会で購入，電子ブックの無料閲覧，ダウンロードできま
す。

【平成１８年発行・税込２，５００円】
児童生徒の健康診断マニュアル（改訂版）



（社）日本学校歯科医会出版物案内
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２．学校歯科保健とフッ素 Ｈ．２年発行 ￥ １００
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１１．学校歯科医のためのスポーツ歯科医学 Ｈ．１５年発行 ￥ ５００
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１６．CO，GOの考え方（パネル） Ｈ．１９年発行 ￥ １００
１７．ハイリスク把握のためのフローチャート Ｈ．１９年発行 ￥ １５０
１８．学校歯科医の活動指針＜改訂版＞ 現在改訂中
１９．健康日本２１と学校歯科保健 現在改訂中
２０．学校と学校歯科医のための「食」教育支援ガイド －「食育」をどう捉え展開するか－ Ｈ．２０年発行 ￥ ５００
２１．喫煙防止シリーズ 中学生向け 学校歯科医からの話－健康とたばこ－ステキな笑顔いつまでも たばこは吸わない Ｈ．２１年発行 ￥ ２５０
２２．喫煙防止シリーズ 高校生向け 学校歯科医からの話－健康とたばこ－ステキな笑顔いつまでも たばこは吸わない Ｈ．２２年発行 ￥ ２５０
２３．喫煙防止シリーズ 小学生向け 学校歯科医からの話－健康とたばこ－ステキな笑顔いつまでも たばこは吸わない Ｈ．２３年発行 ￥ ２００
２４．学校給食の舞台に踏み出す 新しい一歩 Ｈ．２３年発行 ￥ １５０
２５．学校歯科医のための「生きる力」をはぐくむ歯・口の健康づくりクイックマニュアルⅡ Ｈ．２４年発行 ￥ ６５０
２６．学校歯科と安全 危機管理の考え方を踏まえた歯・口の安全のための教育と管理 Ｈ．２５年発行 ￥ ２５０

著作権文部科学省・日本学校歯科医会発行
２７．学校歯科保健参考資料 ―「生きる力」をはぐくむ学校での歯・口の健康づくり― Ｈ．２３年発行 ￥ ５００

（公財）日本学校保健会出版物
２８．中学校の先生に読んでほしい歯の健康つくりのしおり Ｓ．６３年発行 ￥ ７０
２９．幼児のための歯の健康つくりのしおり Ｓ．６２年発行 ￥ ５５
３０．歯・口の健康つくりをめざしてⅡ Ｈ．１０年発行 ￥ １００
３１．歯・口の健康と食べる機能 Ｈ．１１年発行 ￥ ３００

そ の 他
○ NICHIGAKUSHI（ニチガクシ） 無 料
（日本学校歯科医会の活動内容などを記載したカラー PRパンフレット。無料で配布いたしております。）

URL http : //www.nichigakushi.or.jp/
本会のホームページで各書籍の内容をご紹介しています。また，注文書がダウンロードできますので，ご利用ください。
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学識者の立場から 保健調査 ～学校歯科保健の立場からの考え方～

赤坂守人 日本大学 名誉教授

学校現場の立場から 保健調査の実際 ～調べる・活かす・つなぐ～

上野弘子 東京都中央区立泰明小学校 養護教諭

特 集 ②

保健調査は

活用されているか
特 集 ②

25日本学校歯科医会会誌 114号
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1.はじめに

わが国の戦後以降の急速な社会経済的な変貌と，
近年の社会格差の広がりとともに，とくに子ども，
高齢者，障がい者の心と体の健康課題が，多様化し
深刻化してきている。とくに子どもの課題として
は，平成２０年の中央教育審議会答申１）が述べる「食
育の推進」，「家庭・地域および学校の安全・安心な
生活の確保」，「メディア社会・夜型生活による子ど
もの精神心理面への影響とその対策」，「子どもの体
力・運動能力の低下をくい止める方策」など，これ
ら健康課題の多くは，子どもの生活習慣にかかわる
ことが多い。さらに，このような子どもの健康課題
は，必然的に成人期，高齢期にも大きな影響を及ぼ
す。
一方，近年の学校歯科保健の健康課題もかなり変
化しつつある。従来の活動の中心であった器質面の
健康，すなわち口腔疾患の予防（むし歯，歯周病
等），呼吸器感染症の予防（風邪など）に加えて，

機能面の健康，すなわち摂食・嚥下機能の向上，言
語機能の明瞭化等，また心身の健康・社会性の向
上，すなわち，口臭の消失，メンタルヘルスとくに
児童虐待の対応等，「歯・口の健康づくり」も多様
化してきており，同時にこれらの課題は生活習慣と
の関連が強い。そこで学齢期から健康教育あるいは
保健指導などによる支援・啓発活動を行っていくこ
とが求められている。
これら児童生徒の健康課題に対応していくには，
従来の学校保健活動の中心であった集団・グループ
重視のアプローチに留まらず，個別・ハイリスク児
のアプローチを加味した健康相談や個別的保健指導
が求められる時代であるとも言えよう。学校におけ
る「健康相談」や「保健指導」の目的は，児童生徒
の心身の健康に関する課題に対し，児童生徒や保護
者等が学校関係者と連携し，相談や指導を通して自
律的に問題の解決を図っていくことを支援すること
にある。そして，学校や児童生徒個人の健康課題を
知る重要な機会が健康診断である。

保健調査
～学校歯科保健の立場からの考え方～

赤坂守人 日本大学 名誉教授

要約 児童生徒の保健管理上重要な健康診断は，疾病の有無をスクリーニングすること
と，学校全体あるいは個人の健康課題を明らかにし，学校での健康教育，あるいは保健指導
に役立てることにある。学校での健康診断は，ある意味では児童生徒の横断的な健康状態を
診察するという限界がある。これを補完する目的で，家庭での様子などを記した保健調査
や，学校関係者による日常の健康観察を活用することによって健康診断を的確かつ円滑に実
施することができる。したがって，この保健調査は健康診断前に実施され，事前に検診者に
報告されることが望まれる。さらに保健調査の内容は事後措置としての健康相談や個別保健
指導にも役立つことが必要であるが，その内容の作成にあたっては，学校歯科医等が助言を
行い，画一的なものでなく地域や学校の実態に即したものとし，必要最小限の項目数であっ
て，十分活用しやすいことが大切である。このような保健調査を狭義の保健調査と捉えるこ
ともできる。
「歯・口の健康づくり」としての歯肉炎や食育などの健康教育や集団的保健指導は，健康
診断結果も重要な資料になるが，児童生徒の家庭での生活習慣や家庭状況との関係を知るこ
とが重要であって，これらの項目のチェックリストを保健調査票として作成し，さらにレー
ダーチャート化することで健康教育を自律的に興味をもって実施することができる。このよ
うな調査は広義の保健調査と捉えることもできる。

特集② 保健調査は活用されているか【学識者の立場から】
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2.「保健調査」の法的位置付け

3.保健調査の意義

学校における健康診断は，児童生徒が学習や学校
校生活に支障があるか否か，疾病をスクリーニング
するということと，さらに学校全体および個別の児
童生徒の健康課題を明らかにすることによって健康
教育や保健指導に役立てるという，二つの役割があ
る。さらに，効果的な健康診断を行うためには，学
級担任，養護教諭そして保護者が，日常の児童生徒
の日常の健康観察を通じて，あるいは健康診断の事
前に保健調査もしくは健康の調査等を通じて，家庭
や学校での健康状態や日常の様子などを把握し，診
査する学校医・学校歯科医に伝えることが重要であ
る。健康診断は，ある意味では児童生徒の横断的な
健康状態を診査するという限界がある。この点で
「保健観察」，「保健調査」はこれを補完する資料と
して捉えることができる。また，保健調査は健康診
断を的確かつ円滑に実施するための補助資料との捉
え方から，さらには健康診断時あるいは事後措置と
して行われる健康相談あるいは個別保健指導にも活
用する資料として捉えるときには，児童生徒の健康
および生活の調査とも捉えることができる。

学校における「保健調査」は，学校保健安全法施
行規則第１１条にて，「法第１３条の健康診断を的確か
つ円滑に実施するため，当該健康診断を行うに当
たっては，小学校においては入学時及び必要と認め
るとき，小学校以外の学校においては必要と認める
ときに，あらかじめ児童生徒等の発育，健康状態等
に関する調査を行うものとする」と規定されてい
る。つまり，学校保健安全法第１３条では「児童生徒
等の健康診断」について定められており，学校にお
いては，毎学年定期に児童生徒等の健康診断を行わ
なければならないが，その健康診断を的確かつ円滑
に実施するために保健調査を実施するという位置付
けになる。
保健調査の実施時期については，小学校入学時に
はすべての児童にこれを実施することになっている
が，小学校２年次以降および中学・高等学校におい
ては，必要と思われるときに適宜実施することに
なっている。しかし実際には，文部省体育局長通知
（平成６年１２月８日付文体学第１６８号）２）によると，
「学校においては，健康診断を的確かつ円滑に実施

するため，必要と認めるときに，児童生徒等の発
育，健康状態等に関する調査（保健調査）を行うも
のとしているが，健康診断を有意義に行うためには
毎年，確実に保健調査を行うことが望ましいこと，
また，個人のプライバシーに十分配慮しつつ，保健
調査の活用により家庭や地域における児童生徒等の
生活の実態を把握するとともに，学校において日常
の健康観察を行い，これらの結果のほか体力・運動
能カテストの結果を健康診断の結果と併せて活用す
ることなどにより児童生徒等の保健管理及び保健指
導を適切に行うこと」とされている。そこで現状で
は，小学校入学時だけでなく，中学・高等学校にお
いても入学時の保健調査は高い割合で実施されてお
り，また２年次以降においても，健康診断が毎年実
施されていることから，健康診断の実施に合わせて
ほとんどの学校で毎年保健調査が実施されている。

保健調査は，①事前に個々の児童・生徒等の健康
情報を得ることができること，②健康状態を総合的
に評価する補助資料になること，③健康診断がより
的確に行われるとともに，診断の際の参考になるな
ど健康診断を円滑に実施することができること，④
児童・生徒等のライフスタイル等の情報は，学級活
動やホームルーム活動における保健指導や個別指導
をはじめとする日常の保健管理・保健指導等に活用
することができることなど，その意義はさまざまで
ある３）。
学校における健康診断は子どものある時点での横
断的な健康状態の評価であり，疾病異常の発見のた
めのスクリーニング（選別）であることを考慮し
て，健康診断をより有意義なものにするためには保
健調査を毎年度行うことが望ましいと言える。ま
た，児童・生徒の健康状態を把握するには学校生活
だけに留まることなく，家庭や地域をも含んだ子ど
もの生活全体から情報を収集することができれば，
近年のこころの問題や危険行動等に対応する際の有
効な情報ともなり得よう。保健調査によって得られ
た情報は健康診断，健康観察の情報などとともに健
康相談，疾病管理，健康増進活動など保健管理，保
健指導のうえでも重要な意味をもった情報になる。
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4.保健調査の実際 5.学校歯科健康診断および
「歯・口の健康づくり」としての
保健調査

保健調査は質問紙法によって行われることが多い
が，この方法は，①同時に多人数の調査ができる，
②調査員に特別の技術がいらない，③一般に経費が
安い，④観察や面接に比べ回答者に対する心理的圧
迫が少ないことなどが長所とされているが，一方，
①無回答の増加防止が難しいこと，②簡単な意見し
か聞けないこと，③虚偽の回答が防げないこと，な
どの欠点も指摘されている。しかし，現時点では学
校で行う調査方法として一般的になっている。

＜保健調査票作成上の配慮事項＞４）

① 学校医，学校歯科医等の指導助言を得て作
成する。
② 画一的なものでなく，地域や学校の実態に
即した内容のものとする。
③ 内容・項目は精選し，必要最小限とし，十
分活用できるものとする。
④ 集計や整理が容易で客観的分析が可能なも
のとする。
⑤ 発育，発達状態や健康状態およびライフス
タイルに関する特徴や生活背景を捉えること
ができるものとする。
⑥ 個人のプライバシーに十分配慮し，身上調
査にならないようにする。また，管理に十分
注意し，目的外に使用しないようにする。
⑦ 数年間継続使用できるものとする。

調査票の作成にあたっては，学校単位だけでな
く，市区町村教育委員会あるいは保健主事（主任），
養護教諭，各科学校医および学校歯科医などの構成
による地区の学校保健委員会（拡大学校保健委員
会）において，十分打ち合わせをして作成すること
が必要である。
検診前準備として，保健調査のための問診票やア
ンケート等を実施し回収する。回収後は学級担任や
養護教諭が記載事項を確認し，整理し，可能な限り
健康診断前に学校医，学校歯科医に児童生徒個人に
ついて注意すべき点について報告すべきである。

１）「保健調査」に関する実施および意識の調査
日本学校歯科医会が「健康診断見直しのための
調査」（以下，「日学歯調査」とする）を平成１２年に
行った５）。幼稚園，小学校，中学校，高等学校およ
び特別支援学校を担当する全国の学校歯科医を対象
とし，各担当校における歯科健康診断の診査項目等
についての実施状況および意識の調査を行ったもの
である。日本学校歯科医会の各加盟団体（都道府県
および一部の政令指定都市の歯科医師会もしくは学
校歯科医会５３団体）へ１０名の学校歯科医の選定を依
頼した（計５３０名）。なお，各加盟団体においては，
担当校の規模，経験年数に関係なく学校歯科医を無
作為抽出法にて選定した。
一方，文部科学省からの委託により日本学校保健
会が，「今後の健康診断の在り方に関する調査」（以
下，「全国調査」とする）を，平成２４年１月から２
月までの期間，全国から抽出した幼・小・中・高・
特別支援の学校（園）および教育委員会を対象に実
施している６）。全国調査の回収率は幼稚園３，０００園の
うち７１％，小学校３，６９８校のうち８８％，中学校２，７１１
校のうち８５％，高等学校２，０００校のうち８７％，特別
支援学校９８８校のうち８９％，そして幼稚園以外の各
学校種の８０～９０％が公立である。
学校歯科医を対象にした「日学歯調査」の内容
と，学校関係者（ほとんどが直接的には養護教諭が
回答したものと思われる）を対象にした「全国調
査」とは重なる内容があるので，参考として両調査
結果を比較し検討を加え，保健調査に関する結果を
以下に示した。
日学歯調査によると，歯科健康診断に先立つ事前
の保健調査を「実施している」学校は全体の約５０％
で，「実施されていない」とする者は小学校で１７．３％
であった。「実施されているか分からない」が小学
校で２１．７％であった。保健調査を実施しているその
内訳をみると，「歯科独自の保健調査」が小・中学
校で４０．２～３５．１％で，「全科共通保健調査」を実施
が小・中学校で２０．９％～２２．５であった。また，事前
の保健調査の結果が学校歯科医に報告される時期
は，「健康診断当日」が最も多く９０％を超えていた。
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「健康診断前」に報告されていることが非常に少な
かった。
一方，全国調査によると，保健調査票は「全科用
保健調査票を使用」が小学校６６．９％で高く，続いて
中学校６３．９％，高等学校６２．０％であり，「各科用保
健調査票を使用」が中学校２８．３％で高く，続いて小
学校２８．０％，高等学校２６．５％である。「特に使用し
ていない」が幼稚園４２．５％，続いて特別支援１５．６％
であり，小学校が２．３％であった。また日学歯調査
では「全科用調査」より「歯科独自用」が多いとの
結果であり，全国調査とは逆転していた。また，全
国調査では「検診前に学校医・学校歯科医に情報提
供している」が，特別支援が４１．２％で高く，続いて
中学校４０．３％で，小学校３８．８で％あった。健康診断
を円滑に実施し，適切な判定が行われるためには，
事前に対象者の状態を把握し検診者に知らされてい
ることが望ましいが，調査結果から事前に知らされ
ている学校の割合が少ないことが明らかになった。
平成１８年度『児童生徒の健康診断マニュアル（改
訂版）』４）では，小学校用，中学校用そして主な疾患
用（全科用）の保健調査の内容が示されている。ま
た具体的な保健調査例として小学校一般には，歯科
は６項目が挙げられている。なお中学校一般では，
健康の記録（日常の健康状態観察事項）として歯科
は５項目が挙げられている。一般的には健康診断の
際の保健調査は全科用が多く用いられているものと
推測される。歯科検診用の単科としての保健調査
（例：『学校歯科医の活動指針＜改訂版＞』７）に記載
されている表１「歯・口についてのアンケート」）
を用いることは比較的少ないと思われる。

２）学校歯科保健関係の保健調査の考え方
学校医が担当する健康診断において，現代の多様
化する健康課題に対応するための健康状態の把握を
目的とする保健調査に対し，さらなる内容の充実が
叫ばれている。今後の歯科健康診断においても健康
診断の円滑な流れと診査精度を高めるために，保健
調査項目の充実を図っていくことは，喫緊の課題で
ある。従来の歯科検診では主にむし歯，歯肉炎の検
出が重視された時代には保健調査の意義が十分注視
されなかったことが，前述した調査結果からも推察
される。
これからの学校保健は，疾病の早期発見，疾病予

防を中心にした疾病志向から，健康状態にある児童
生徒をも対象に，さらなる健康増進と，とくに口腔
機能を育成し支援する健康志向へと転換を図ること
が必要とされており，とりわけ児童生徒の学校保健
の立場からは，８０２０運動の目標とする歯を残すこと
から，さらには，正しい歯列咬合に近づける歯の残
し方，あるいは機能を円滑に発揮するための顎関節
を正常に発育し育成するような運動へと展開を図る
ことが必要である。
学校健康診断での歯科検診項目のなかでも，特に
歯列・咬合，顎関節診査の事後措置のトラブルの多
くは，学校歯科医と保護者の両者の学校健康診断の
スクリーニングとしての目的の不理解，また学校歯
科医が歯列・咬合，顎関節診査に要精検を区分した
場合に，学校歯科医の意識と保護者あるいは児童生

かい

徒の歯列・咬合に対する意識の乖離などによる。こ
のようなトラブルを防ぐためは，学校健康診断につ
いての保護者への事前教育と，保健調査による児童
生徒や保護者の歯列・咬合への意識の調査が必要で
ある。
そこで健康診断を円滑に進め，さらに検出精度を
高めることを目的とする保健調査を本稿では狭義の
保健調査と仮称した（具体例として表２に示した）。
ある診査項目を重視するなら，例えば歯列・咬合，
顎関節診査用の保健調査などもあり得る。この種の
保健調査は，健康診断実施前に行われ，わかりやす
く簡略な文章で作成され，児童生徒の問題および注

表１ 保健調査票の例（歯・口）７）
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意点については健康診断の事前に，主に養護教諭を
通じ学校歯科医に連絡されていることが望ましい。
またこの種の保健調査は，検診結果の事後措置とし
て，健康相談や個人保健指導に役立てる。
さらに学校健康診断の大きな役割の一つには，学
校および家庭での自律的な生活習慣を確立するため
に生活習慣上の問題点を知り，児童生徒の学校およ
び家庭生活の健康教育および保健指導を行うことに
ある。そのための学校や家庭での生活実態の把握を
目的する保健調査を，本稿では仮称として広義の保
健調査とする（例として表３・図１，表４・図２に
示した）。別名称では「健康・生活のアンケート調
査」とも呼ばれている。この保健調査は主に集団的
な保健指導の際に用いられるため，児童生徒の興味
と動機付けを図るために，チェック項目を視覚的に
問題点が理解しやすくするレーダーチャート化され
ることが望ましい。
それぞれ狭義，広義の保健調査は，調査項目の内
容また調査する時期などが異なってくるが両目的を
合体した保健調査もあり得る例として，表５・図３に
示した。しかし，この両方の目的を合体した調査票にな
ると項目数が多くなり，結果が煩雑になりやすい。
今後の課題はこれら保健調査がいかに活用される
かにある。

表２ 歯・口のアンケート（狭義の保健調査として）

図１ レーダーチャート（表３のチェック結果）８）

表３ 歯肉の状態や生活習慣のセルフチェックカード８）
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表４ 口を観察して，生活習慣や食べ方の
セルフチェックカード９）

図２ レーダーチャート（表４のチェック結果）９）

図３ レーダーチャート（表５のチェック結果）１０）

表５ 歯・口の観察と家庭生活の気づきのセルフチェック質問票１０）
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6.むすびに

学校歯科医を対象にした調査，あるいは学校関係
者を対象にした調査によると，残念ながら，学校健
康診断を行うにあたり，健康診断前に調査される保
健調査が十分活用されていないことがわかった。健
康診断は児童生徒の健康状態を断面的に診査するに
過ぎず，この限界を少しでも補完するのが家庭を通
じ調査される健康調査であり，また，学校関係者に
よる学校での児童生徒の健康観察である。とくに近
年では健康診断結果に基づき，事後の健康相談や個
別保健指導を受けることが必要であり，期待させる
時代でもある。また，「歯・口の健康づくり」のた
めの集団的な健康教育あるいは保健指導が行われる
時代でもある。
この健康診断を中心に，その後の事後措置として
の健康相談や個別保健指導実施の流れ（図４）とし
ては，児童生徒の家庭や学校での健康状態，生活習
慣の状態などの実態把握を基にして，保健管理・指
導の計画が作成され，実施される。保健調査の内容
は，画一的なものでなく，その学校，地域，家庭に
あった課題があぶり出されものが望ましい。そし

て，地域の学校歯科医が活用されるためには，保健
調査票の作成にあたり学校歯科医の声が十分反映さ
れることが望まれる。

引用・参考文献
１）中央教育審議会：幼稚園，小学校，中学校，高等学
校及び特別支援学校の学習指導要領の改善について
（答申），２００８．
２）文部省体育局：学校保健法施行規則の一部を改正す
る省令の施行及び今後の学校における健康診断の取扱
いについて（通知），１９９４．
３）教員養成系大学保健協議会編：学校保健ハンドブッ
ク（第５次改訂），ぎょうせい，２００９．
４）財団法人日本学校保健会：児童生徒の健康診断マ
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１０）社団法人東京都学校歯科医会：学校歯科保健活動の
場での“気づき”から生まれる「個」への対応，２０１２．

図４ 歯科健康診断を中心にした事前および事後のフロー図
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1.はじめに

2.調べる

本校は，東京都中央区銀座にあり，明治１１年に開
校し，今年で開校１３５年を迎える。蔦の絡まる校舎，
フランス門などが，銀座の道行く人々の目を楽しま
せている。児童数は３４６名，全１２学級の学校である。
平成２５年度の定期健康診断結果は，全児童の
DMFT０．０５本，６年児童は０．２４本であった。う歯
に関しては，保護者の関心も高く，大変良い状況が
みられる。しかしながらGOは１１．９％，Gも３．２％
みられ，歯肉炎や歯列・咬合などに関する課題もみ
られる。
そこで，本校における保健調査の実際を「調べ
る・活かす・つなぐ」という三つの視点から述べる。

保健調査について，『「生きる力」をはぐくむ学校
での歯・口の健康づくり』（文部科学省学校歯科保
健参考資料）では，以下のように書かれている１）。

健康診断を円滑に実施し，健康状態をより的確

にかつ総合的に評価するためには，事前に子ども

一人ひとりの歯・口腔の状態を把握しておくこと

が望ましい。そのために健康診断前に学級担任等

が保健調査を実施し，事前に調査結果を把握する

ことや，日常の健康観察の結果や前年度までの健

康診断等の記録を十分活用できるようにすること

が必要である。

本校においても，健康診断の充実を図るために，
全児童を対象に保健調査を実施している。１学期始
業式の翌日に保健調査を配布し，保護者が記入す
る。そして，健康診断の前に回収し，養護教諭が
チェックをしている。
また，本校では，６年生児童に対し，歯科用に単
独の保健調査を作成し，歯科健康診断の前に児童が
記入している。

保健調査の実際
～調べる・活かす・つなぐ～

上野弘子 東京都中央区立泰明小学校 養護教諭

要約 本校は，東京都中央区銀座にあり，児童数３４６名全１２学級の小学校である。保健調
査の実際を「調べる・活かす・つなぐ」という三つの視点から述べる。
【調べる】全科用の保健調査について，内容や実施方法などを示した。また，６年生に行って
いる「歯の健康カード」という歯科用保健調査についても内容や実施方法について示した。

【活かす】各科の健康診断時に保健調査をどのように活かしているのかを述べる。①内科健
康診断において ②耳鼻科健康診断において ③歯科健康診断での保健調査の活用と歯科
健康診断の様子についても述べる。

【つなぐ】保健調査を活用する中で，重要なのは「児童を中心に捉え，つなぐための保健調
査にすること」だと考えている。児童を中心として，学校歯科医・学校医・保護者・学校
が連携をしていくことのできる保健調査でなくてはならない。そこで，連携をするための
３つのポイントを述べる。①心をつなぐ～子どもと学校歯科医～ ②つなぐ役割の養護教
諭～連携～ ③情報の共有化と効率化～学級担任との連携～
健康診断は，事後措置が十分に行われて初めて意義のあるものとなる。特に歯列・咬合・

顎関節などの要観察者に対しては，保健調査の内容を活かして，児童および保護者に対する
事後措置を配慮しながら行っていくことが重要であると考えている。

特集② 保健調査は活用されているか【学校現場の立場から】
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① 保健調査（全科用）
中央区の小学校全校で使用している保健調査
は，６年間使用できるものである（図１）。各学年
の欄に当てはまるがものあれば○をつけ（表１），
保護者が追加訂正をしている。

② 歯科用保健調査 「歯の健康カード」
図２は，前述の６年生用「歯の健康カード」であ
る。養護教諭が回収しチェックをした後，学校歯科
医に渡している。
学校歯科医は，６年の歯科健康診断前に，一覧表
に保健調査の情報をまとめている。
【カードに書かれていたこと】
・歯に黒いところがあります。
・歯の裏側がざらざらしている。
・歯肉から出血します。
・ここがみがきにくいです。
・歯みがきをしている途中で，歯肉から血が出て
少し痛いです。
・矯正をしているので，うまくみがけないところ
がある。
・口がねばっとした感じになってしまいます。

表１ 保健調査の項目

内

科

１ かぜをひきやすく，熱を出しやすい
２ ヒューヒュー，ゼーゼー息苦しいことがある
３ 皮ふがかぶれたり，湿疹が出たりしやすい
４ よく頭痛を訴える
５ よく腹痛を訴える
６ 便秘がちである
７ 長時間立っていると，気分が悪くなる
８ 少しの運動で，動悸，息切れがする
９ 乗り物に非常に酔いやすい
１０ 左右の肩や，けんこう骨の高さの差がめだつ

耳
鼻
科

１ よく耳が痛んだり，耳だれが出たりしやすい
２ 耳の聞こえが悪い
３ 鼻血が出やすい
４ よく鼻がつまったり，鼻汁が出たりする
５ ふだん口を開けている
６ のどが痛くなったり，はれたりしやすい

眼

科

１ 目が赤くなりやすい
２ よく目をかゆがる
３ 目を細めたり，近づいて見たりする

歯

科

１ 冷たいものや，熱い食べ物で，歯がしみる
２ 歯ぐきから出血しやすい
３ 口を開けると，あごの関節が痛んだり，音が
したりする

４ 歯並びが気になる
５ 矯正中である

図１ 保健調査票
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3.活かす
・ここは，汚れがのこりがちです。
・歯肉がひきしまっている時と，どよんとしてい
る時がある。
・歯をかみしめるとここが痛い。
・歯肉が腫れている。
・歯が黄色い。

◆「調べる」……その効果と課題

事前に保健調査を行うことで，児童や保護者
に対し，自分の体や健康に関心をもたせたり，
健康診断を効果的に行ったりすることができ
る。
しかしながら，入学や進級後，すぐに各種健康
診断が始まることから，保健調査の回収までの
日程が短い。短時間に回収し，内容のチェック
を効率的に行うことが課題としてあげられる。

各科の健康診断時に保健調査をどのように活かし
ているのか述べる。

① 内科健康診断
内科学校医は，１年生の保健調査を健康診断前に
チェックし，既往症や調査項目の中から必要なこと
を一覧表にまとめている。健康診断時には，その一
覧表をみながら一人ひとりに声をかけ，内科健康診
断を行っている。他学年の児童にも一覧表があり，
その表に保健調査の内容や日頃の様子，養護教諭か
らの情報などを毎年付け加えながら，健康診断を
行っている。
保健調査の他にも，心臓検診調査票・結核健康診
断問診票を，全学年に毎年行っている。その調査票
も健康診断時に，内科学校医がチェックしている。

図２ 歯の健康カード
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4.つなぐ

② 耳鼻科健康診断
耳鼻科健康診断では，養護教諭が保健調査を順に
みながら，項目に記入のある児童が来たときに，耳
鼻科学校医に伝えている。
耳鼻科の健康診断では，日常の状態を知ること
が，増加しているアレルギーへの対応でも重要と
なっている。そのため，この保健調査を活かして健
康診断を行っている。

③ 歯科健康診断
保健調査の項目で，かみ合わせやあごの状態につ
いての記述があった場合は，養護教諭があらかじめ
学級の一覧表に記入しておく。歯科健康診断時は，
その一覧表をもとに行っている。
また，６年生には，前述の「歯の健康カード」へ
の記入を合わせて行っている。健康診断前に自分の
歯や口の様子を自分で調べることは，体や健康に関
心をもたせ，気付くことにつながると考えている。
養護教諭は，学校歯科医からの指導や結果などをそ
の場で記録しておき，健康診断後「歯の健康カー
ド」に記入し配布している。
【健康診断後，歯の健康カードに記入したこと】
・歯の高さが違うところがあります。みがきにく
いのでしっかりとみがくようにしましょう。
・歯肉のさかいめのところをみがくようにしま
しょう。
・口を閉じてかむようにしましょう。
・自分ではみがきにくいところなので，ていねい
にみがくようにしましょう。この後の歯みがき
指導でみがき方をしっかりと教えてもらいま
しょう。

◎歯科健康診断時の保健室
本校の歯科健康診断は，三つのコーナーに分けて
行っている（図３）。まず，最初のコーナーでは，
学校歯科医による歯科健康診断を行っている。二つ
目のコーナーでは，歯科医が顎関節，かみ合わせ等
を重点的に診ている。ここでは，学級の一覧表をも
とに，保健調査でリストアップした児童に問診を行
うなど丁寧に診ている。
最後のコーナーでは，歯科衛生士による個別指導
を行っている。児童は，日頃使っている歯ブラシを
持ってくる。その歯ブラシで普段，歯みがきをして

いるようにみがき，歯ブラシのチェックの後，その
子どもに合った歯みがきの仕方を指導している。

◆「活かす」……その効果と課題

各健康診断において，保健調査からの情報を
学校医や学校歯科医に伝えることで，スクリー
ニングである健康診断に活かしている。
しかしながら，限られた時間の中での健康診
断であるため，一人ひとりに十分な時間をかけ
ることができないという実態もある。
効率的に，しかも充実した健康診断を行うた
めの保健調査の結果の提示方法や記録の仕方な
どが，課題である。

保健調査を活用する中で，重要なのは「子どもを
中心に据え，つなぐための保健調査にすること」と
考えている。子どもを中心として，学校歯科医・学
校医・保護者・学校が連携をしていくことのできる
保健調査でなくてはならない。
そこで，「つなぐ」ための三つのポイントを述べる。

① 心をつなぐ ～子どもと学校歯科医～
本校では，保健調査の結果を学校歯科医や内科校
医が一覧表にまとめている。その一覧表をもとに，
健康診断を行っている。一人ひとりに声をかけた
り，その子どもに合わせた質問をしたりすること
で，子どもたちは，先生方が自分のことを見守って
くださっていることや，考えてくださっていること
を実感している。
子どもと学校医・学校歯科医の先生方が，保健調

図３ 健康診断時の保健室（三つのコーナー）
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5.最後に……事後措置
査を通して，触れ合いながら心をつないでいくこと
が大切である。

② つなぐ役割の養護教諭 ～連携～
保護者から得た保健調査の情報を学校歯科医・学
校医につなぎ，健康診断の結果を保護者に伝えるな
ど，養護教諭がつなぐ役割をすることが大切である。
子どもと学校医・学校歯科医の先生方をつなぐの
も養護教諭であると思っている。

③ 情報の共有化と効率化 ～学級担任との連携～
保健調査の情報を学級担任と共有し，児童の健康
づくりに活かすことが重要である。その際，効率的
に情報をまとめ共有する方法を考えていかなければ
ならない。

◆「つなぐ」……その課題

子ども・学校歯科医・学校医・保護者，そし
て学校をつなぐためには，養護教諭の事前の準
備が重要であり，児童数の多い学校では，その
準備が難しい点も多いと感じる。加えて学校に
おいては，けがや事故に対する危機管理，感染
症の流行，アレルギーの増加に伴うこまめな対
応等，学校保健に関する課題は山積している
が，そのような中でも，保健調査を実施し，そ
の結果を活かし，連携していくことを今後も進
めていきたい。

健康診断は，事後措置が十分に行われて初めて意
義のあるものとなる。特に，歯列・咬合・顎関節な
どが要観察の者に対しては，保健調査の内容を活か
して，児童や保護者に対する事後措置を配慮しなが
ら行っていくことが重要であると考えている。
今後も，子どもたちの歯と口の健康づくりのため
に，学校歯科医・保護者・担任等，連携を図りなが
ら進めていきたい。

参考文献
１）文部科学省：「生きる力」をはぐくむ学校での歯・
口の健康づくり，２０１１．
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1.はじめに

2.各種ワーキング・グループ

いじめや不登校，自殺等といった子どもたちの悩
み，また増加する児童虐待などの課題に対応するた
めに，子どもの福祉，心理，教育，保健，医療など
子どもに関係する国の関係官庁や関係団体を構成員
とする「子どもを見守り育てるネットワーク推進会
議」（以下，「子ども見守り推進会議」とする。）が
平成２２年１月に設置された。その会議では会議設置
要綱および「子どもを見守り育てるネットワーク推
進宣言」が公表された（資料１）。この宣言の理念
の具現化として「子どもを見守り育てる新しい公共
の実現に向けた行動計画の策定」に向けて，当初は
関係する５省庁の１４機関と２７関係民間団体で構成さ
れたが，その後６月からは，さらに幅広く子どもに
関係する民間団体にも参加の呼びかけがあり，日本
学校歯科医会を含む１０団体（主に医療，保健関係）
が加わって，子どもを見守り育てるネットワーク活
動の施策・取組の概要，連携の現状と課題，連携向
上策などの意向調査と各構成員のヒアリングが行わ
れてきた。
日本学校歯科医会では，民間団体構成員として参
加するにあたり，「子ども見守り推進会議」の担当
責任者として中田会長，実務員として筆者，日学歯
内の担当役員として黒住副会長を選出している。
「子ども見守り推進会議」での協議により，具体
的な策定の検討に向けいくつかの作業部会が設置さ
れ，日本学校歯科医会は「児童虐待防止に関する
教育と福祉・医療のワーキング・グループ」（以下
「児童虐待作業部会」とする。）の構成員として参

加することになった。
本稿は，約２年間の「子ども見守り推進会議」，
とくに児童虐待作業部会の経過や提言等について報
告するものである。
従来，例えば，子ども虐待に関しては，国レベル
の対応や情報は，管轄としては主に厚生労働省であ
り，地方自治体では，地域の児童相談所であった。
その他，子どもの課題に関係する様々な情報は官庁
相互が連携し共有することが欠けていて，対応が後
手に回ることが繰り返されてきており，関係官庁お
よび民間関係団体の連携による情報の共有化が重要
であることが指摘されてきた。とくに子どもに関係
する民間団体間のネットワークはほとんど皆無の状
況であった。民主党による新しい政権が誕生し，政
権主導政策の一つとして関係する諸官庁および民間
諸団体との「子ども見守り推進会議」が設置された
経緯がある。
「子ども見守り推進会議」の設置要綱および第一
回推進会議で検討された宣言について紹介する。

子ども見守り推進会議の議論のなかで，諸官庁お
よび民間諸団体は具現化を目指し，いくつかのワー
キング・グループ（WG）を設置することになった。
ワーキング・グループ一覧は以下のとおりである。
１）子どもの心身の発達分析WG
２）児童虐待防止WG（児童虐待作業部会）
３）子どもが安心して過ごせる居場所をつくる
WG

「子どもを見守り育てる
ネットワーク推進会議」
および「児童虐待作業部会」の報告

赤坂守人 日本大学 名誉教授
前 社団法人日本学校歯科医会 常務理事
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資料１

４）子どもの非行防止に関するWG
５）子どもの相談体制の構築に関するWG

１）「児童虐待防止に関する教育と福祉・医療の
ワーキング・グループの設置について」
今後，学校での児童生徒の健康診断や健康相談お
よび保健指導を通じて，児童虐待の防止および早期
発見など，学校歯科医の役割や対応がますます期待

される時代にある。そこで，子ども見守り推進会議
の各ワーキング・グループの中でも「児童虐待作業
部会」に参加し，関係する各官庁および民間団体と
の情報交換と提言に向けての作業を開始することと
した。
⑴ 目 的
「児童虐待については，児童相談所における虐待
相談の対応件数が年々増加し，平成２０年には４万２

⑴ 「子どもを見守り育てるネットワーク推進会議設置要綱」
趣 旨
いじめや不登校，自殺などといった子どもたちの問題行動等は依然として相当数に上っている。これらの問題の背景
には，家庭や社会・学校の問題が複雑に絡み合っているが，子どもたちが一人で悩みを抱え込み，誰にも相談ができ
ず，子どもが安心して過ごせる居場所がないことも背景の一つとして指摘されている。
子どもたちの悩みを受け止めるために，これまでも学校での教育相談や法務局・児童相談所での対応，民間団体が
行っている電話相談や居場所づくりなど，様々な取組がなされているが，それぞれが役割を果たしながら，子どもたち
が信頼して相談することができるチャンネルを整備し，子どもの居場所づくりを進めるための取組を行う必要がある。
そのため，関係行政機関や民間団体が連携し，子どもたちを見守り育てる「新しい公共」の実現に向けた取組を推進
することを目的として，子どもを見守り育てるネットワーク推進会議（以下「会議」という。）を設置する。

⑵ 「子どもを見守り育てるネットワーク推進宣言」
子どもたちが，将来への夢と希望を抱き，明るく笑顔で日々を過ごし，健やかに育っていくことは，国民共通の願い
です。
しかし，少子化や情報化が進展し，経済状況が変化する中で，人間関係が希薄化するなど，学校や家庭，地域におい
て，子どもを見守り育てる力が低下しています。このような状況の中，多くの子どもたちが，孤立し，安心して過ごす
ことができる居場所を見つけることができず，いじめられていること，死にたいと思うぐらい辛いこと，学校や家庭の
中での悩んでいることなどを，誰にも相談することができず一人で苦しんでいます。
こうした状況を打開し，子どもたちが大人を信頼して悩んでいることや困っていることを打ち明けることができ，学
校や家庭，地域の大人が子どもたちの抱える問題を解決し，子どもたちが安心して成長していくことができるようにす
るためには，社会総がかりの取組が必要となります。
私たち大人は，一人ひとりが子どもたちを見守り育てる責任があることを自覚し，学校・家庭・地域社会が一層連携
を深め，行政と民間団体が一致協力して取り組むことを決意し，ここに宣言します。
１．子どもが悩みを相談することができるチャンネルを充実する

行政や民間団体で連携・協力して，子どもたちの悩みを受け止められるよう，様々なチャンネルでの子ども
たちを対象とした相談の取組を充実させます。

２．社会全休で子どもを見守る
「社会全体で子どもを育てる」という視点で，社会の大人と子どもとの信頼関係をつくるとともに，子ども
たち自らが考え育つことができるよう，社会全体で子育てや教育を行い，子どもを見守る体制をつくっていき
ます。

３．子どもたちが安心して過ごせる居場所をつくる
行政と地域，民問団体が協力して，学校や地域に子どもたちが安心して過ごせる居場所をつくる活動を進め
ていきます。

４．子どもたちと地域の人が触れ合う機会をつくる
放課後や週末等における子どもたちの居場所や，地域の空きスペースでの活動など，子どもたちが仲問同士
や地域の人と触れ合い，様々な活動を行うことで，地域の中で子どもが育つ取組を進めます。

５．家庭教育への支援を行う
行政と地域，民間団体が協力して，子どもの教育や子育てで悩む家庭からの相談に応えたり，親同士や親と
子でともに学ぶことのできる場を設けるなど，すべての親が自信を持って安心して子どもを育てることができ
るよう支援を行っていきます。

平成２２年１月１４日 子どもを見守り育てるネットワーク推進会議
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3.児童虐待作業部会の中間答申

※【コラム】要保護児童対策地域協議会（要対協）

要保護児童対策地域協議会とは，子どもの虐待，非行，障
害などに対する支援を目的とした，地域の子どもと家庭に対
する援助のためのネットワーク会議のことである。平成１６年
の児童福祉法改正により，法律上の位置付けがなされ，平成
１９年の法改正では地方公共団体は協議会を設置することの努
力義務が明記された。会議の参加メンバーには，守秘義務が
課せられ，会議の中で援助が必要な児童生徒についての情報
共有を行い，各々の参加機関や個人の機能を活用し，地域に
密着した援助を行うことが可能となる。

千件を超えるなど，依然として深刻な問題であり，
社会全体で早急に取り組むべき重要な課題である。
しかしながら，平成２２年１月に東京都江戸川区で発
生した児童虐待による死亡事件を始め，重大な事件
があとを絶たない状況にある。
こうした状況を改善するため，児童虐待を発見し
やすい立場にある教育と福祉・医療の関係者が，そ
れぞれ果たすべき役割を確認するとともに，関係者
間における円滑な連携の在り方等について検討する
ため，子どもを見守り育てるネットワーク推進会議
に児童虐待防止に関する教育と福祉・医療のワーキ
ング・グループを設置する。」
⑵ 構成員
文部科学省生涯学習政策局，厚生労働省雇用均
等・児童家庭局，全国保育協議会，全国国公立幼稚
園長会，全国連合小学校長会，全日本中学校長会，
全国養護教諭連絡協議会，全国児童相談所長会，日
本弁護士連合会，（公社）日本医師会，（公社）日本歯
科医師会，（一社）日本小児科医会，日本学校保健
会，㈳日本学校歯科医会など２省庁２２民間団体。
⑶ 主な検討事項
・児童虐待を受けた児童生徒の早期発見・早期対
応，保護および自立の支援
・児童虐待防止に関する教育と福祉・医療の円滑な
連携の在り方
・「学校及び保育所から市町村又は児童相談所への
定期的な情報提供に関する指針」についてのフォ
ローアップ

◆「虐待防止に向けて子どもを見守る取組の推進」
◎ 児童虐待の防止，早期発見：【文部科学省】
学校・教育委員会等に対し，平成２２年３月に示し
た児童相談所等への定期的な情報提供の指針に沿っ
て，児童虐待の未然防止，早期発見・早期対応等，
適切に対応することを促す。
◎ 児童虐待の早期発見に向けた取組：【文部科学
省，全国養護教諭連絡協議会，日本医師会，日本
学校歯科医会】
養護教諭のための児童虐待対応の手引きや，学校
における健康診断，保健室における健康相談などを
活用することにより，児童虐待の早期発見の取組を
行う。

児童虐待作業部会は事例報告会を含め４回の審議
を行い，以下の中間答申を親会議の「子ども見守り
推進会議」に提言・報告を行った。

１）参加団体の市民向けサービス
⑴ 全国国立公立幼稚園協会
全国国公立幼稚園 PTA連絡協議会との協力に
より，保護者向けの支援サービスを提供。
⑵ 全国保育協議会
全国保育士会と協力して，後者のHP上に「保
育士が答える子育てＱ＆Ａ」を開設。
⑶ 全国地域婦人団体連絡協議会
地域で母親を孤立化させないように，声をかけ
見守る支援の場を提供。

２）職能団体の会員向け研修啓発事業における課題
◎ 各団体内で研修啓発が自己完結
◎ 「通告」と「情報の共有・管理」について重点
的に取り組む必要性

◎ 「要対協」※について周知徹底を図り専門職間
で協働を可能にする

３）職能団体から見た児童虐待防止活動における
課題
◎ 専門職であっても「通告」に躊躇する現状
◎ 通告後の処遇や展開について職能団体におい
ても共有されているとは言い難い現状

◎ 発達障害の早期支援としての検診体制の充実
を

◎ 地域の「要対協」活動について職能団体にお
いても周知共有されていない現状
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4.日本学校歯科医会への
「子ども見守り推進会議」参加報告

5.日本学校歯科医会の児童虐待特集
および委員会答申について

４）そのためのいくつかの提言
◎ 職能団体が児童虐待防止を重要テーマに取り
上げる

◎ 会員向け研修では職種間連携を意識して相互
に乗り入れた研修を

◎ 多機能からなる集団検診の重視とフォロー体
制の充実を

◎ 「要対協」に職能団体の関与と学校を結合さ
せていく仕組みを

５）学校における「児童虐待予防・気づき」への具
体的対応
① 学校（園）教職員の職務となった学校での日
常の健康観察の充実。
② 検診時に調査される健康調査の内容の充実。
③ 検診時間を十分とり，精査と児童生徒の声か
けを行う。
④ 定期健康診断（就学時を含む）の事後措置の
追跡調査。とくに要精検に対する受診状況。
⑤ 園児健診の未受診児のフォローアップ体制。

国はこの問題を喫緊の課題と認識しており，宣言
文，子どもの見守り行動計画，児童虐待防止に関す
る教育，福祉・医療のワーキング・グループの設置
が決定されたことに伴って，早急に地方自治体ある
いは教育委員会等に周知徹底を図る意向であるとの
発言があった。本会としても，加盟団体向けに，推
進会議設立と構成員として本会が関係団体に参画し
た経緯，さらには宣言文，決議内容についての説明
など，緊急に周知徹底を図る必要がある。また，本
会の対応の次の段階としては，今後の推進会議ある
いはワーキング・グループの検討内容・進捗状況を
みながら，決議内容についての地域の加盟団体と関
係団体との連携状況あるいは現状の実態把握の調査
などが必要になってくる。さらに近未来的には「児
童虐待に関する学校歯科医の役割あるいは対応」に
ついてのリーフレット等の作成のための検討が必要
になる。
広島県歯科医師会が４７都道府県歯科医師会を対象
に実施した全国調査によると，都道府県の連絡協議

会に歯科医師会が参画している累計数が平成１６年度
１０に対し，現在では２２に達している。また，現在ま
でに全国の歯科医師会では「児童虐待の対応マニュ
アル」が約２０団体で発刊されるなど，とくにこの
５，６年間に，子ども虐待に関する社会，そして歯科
界でも関心が高まってきている（表１，表２）。

日本学校歯科医会はすでに児童虐待に関連して会
誌９２号（２００４年），１０８号（２０１１年）に特集を企画・
発刊しているので，これらも参考にされることをお
勧めする。
学校歯科医は，健康診断等により歯・口腔等の所
見から，身体的虐待，ネグレクトを疑った場合は，
園・学校側に知らせ（事前にその条件について話し
合ってもよい），正確な口腔所見の記録を情報とし
て残すようにする。園・学校では他の所見・情報あ
るいは観察などによって総合的に判断されて，児童

表１ 取り組みの場（２５都道府県）での実施内容１）

（複数回答可／最大数：２５）

回 答 回答数

学校歯科検診（保育所・幼稚園・学校） １８

乳幼児健康診査 １５

歯科医療機関における診療 １８

児童相談所・一時保護施設等 ５

児童虐待相談事業 １

表２ 取り組みをしている歯科医師会（２５都道府県）
の実施内容１）

（複数回答可／最大数：２５）

回 答 回答数

児童虐待対応マニュアル等を作成 ２０

会員への周知（講習会・情報提供等） １３

子育て支援事業に参画 １

入所児童等＊への検診・指導 ５

虐待の県歯での受付・支援 ２

＊児童相談所に入所中の児童および一時保護施設での保護児童
が対象。
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6.学校歯科保健に関係する
他のワーキング・グループの報告

7.「報告」のむすび

相談所など関係機関に通告される。虐待か否かの判
定は，福祉局などの関係機関が行うことであり，む
しろ単独で断定したり通告をしない。とくにネグレ
クトの場合は，子どもに関係する学校，幼稚園，保
育所，保健所などの地域の機関から，家庭での生活
状況の情報を得ながら総合的に判断される。

厚生労働省『子ども虐待による死亡事例等の検証
結果等について（第６次報告）』には以下のような
事項が提言されている。
“子どもから得た情報を，そのまま保護者に確認す
ることの厳禁”
「子どもから得た情報について，虐待をしている
保護者ないし虐待をしている疑いのある保護者に対
してそのまま確認してはいけないことは，虐待対応
の基本的事項の一つである。児童の福祉に職務上関
係のある者は，今一度，この基本的事項について確
認すべきである」としている。

＜健全な次世代を育むために－子どもの心身の発達
分析WGから－＞
提言１ いのちと性に関わる科学的な教育の徹底を
地域社会の専門家と連携し，学校教育の場で従来
の性教育を根本的に転換し，科学的かつ具体的な
命・性に関する教育の徹底を図ること（医師，助産
師，保健師，養護教諭などの専門家による教師およ
び児童生徒への教育推進）
（背 景）
低出生体重児の比率の増加，若年妊娠・予期せぬ
妊娠とそれに起因する乳児早期の虐待死，そして先
進国で唯一性感染症に歯止めがかからないといった
状況は深刻で，わが国の子ども・若者たちの妊娠，
出産，性に関する科学的知識の欠如がこうした事態
をもたらしていることは明白である。

提言２ 子どもの心身の発達の確保と，社会への橋
渡しの機会を
多くの問題が指摘されている子どもたちの心身の
発達状況に関するデータを広く国民全体で共有し，
子どもの心身の発達を保障する時間と場所の確保を

国民的課題とする。また，ニートやひきこもりの若
者の増加も座視できない。子どもたちが次世代を担
う人材として，自分の特性を知り，社会に関心を持
ち，希望を持って仕事に就けるよう橋渡しの機会を
作り出すこと。
・家族の時間の確保のための親の働き方の改善
・心身の発達保障のための居場所作り（保育環
境，放課後居場所の整備や地域での遊び場の確
保）と，時間の確保（過剰な電子映像メディア
接触の予防）
・異年齢集団での体験活動や，地域で働く大人と
の交流・共同作業の機会（仕事とのマッチン
グ）を確保すること。

提言３ 小学校低学年の複数担任制導入など，低学
力の子どもを生まない手厚い体制づくりを
フィンランドで実施されている２０人学級での複数
担任制度など，小学校低学年から教師が一人ひとり
の子どもに丁寧に目を配れる体制をつくること。教
育に国の予算を重点的に配分し，この国の未来を担
う子どもたちの育ちを保障すること
（背 景）
小・中学校の時期に勉強がわからないことで学校
に来ることが苦痛になってしまうことが，不登校，
中退，ひきこもり，いじめなどにつながっている。
また，上記に挙げた性教育や体験活動，仕事との
マッチングなどを拡充しても，せっかくの機会が有
効に活かされない。まず勉強がわからない子どもを
生まないことが重要である。特に低学力の子ども
は，小学校低学年時からの積み重ねで勉強が理解で
きない状況となっている。

古来より，子どもの世界や課題は，大人の世界や
社会を映し出す鏡であるとも言われてきた。現代の
子どもは家族・きょうだいや仲間との触れ合い，あ
るいは地域での多様な人間関係の経験が極端に減少
しており，“対人関係能力”，“他者への思いやり”，
“共感性”などが欠けつつあることが指摘されてき
た。その要因には，親や社会が子どもに期待する価
値観の重圧や急速に進むメディア社会，格差（教育
を含む）社会の広がりも関係しよう。
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8.「報告」に関連して
～児童虐待とリスク因子～

従来から「少子化・高齢化社会」との言葉が枕に
常に言われ続けながら，わが国では「少子化」は置
き去りにされ，「高齢化」が実質的に政権・官僚機
構によって対応されてきた。子どもへの未来投資を
怠ってきたとも言える。
子どもの人権が守られ，健康に発育し，子どもら
しさが発揮されるには，子どもに関係する健康，医
療，福祉，教育，安全に関係する政府の諸官庁をは
じめとする地方自治体および子どもに関係する諸団
体・NPO間の情報の共有と連働のシステムの構築
が必須のことであった。その動きが叫ばれながらそ
の実現は叶わぬ夢のようであった。
政権が変わり，「子どもを見守り育てるネット
ワーク推進会議」が設立されるに至ったことは子ど
もたちにとってもよろこばしいことである。とくに
ワーキング・グループでの情報を基にする提言など
は子どもたちの生活を守り育むためにも，興味ある
提言がなされつつあった。
しかし，残念なことに，政権が交代されることが
決定された後，咋年１２月に全体会が開催され，今年
の１月に１回ワーキング・グループの部会が開催さ
れた後は，会の開催連絡がないことを考えると，全
体会を含め消滅したものと思われる。
今後，何らかのかたちで，このような会の趣旨に
沿った子どもに関する広い領域の情報の共有化をし
ながら検討が行われ，国民向けの提言が発信できる
システムができることを期待したい。

平成２２年，全国の児童相談所で取り扱った相談対
応件数が，約５万５千件，さらに平成１７年度から地
方行政の市町村の相談窓口でも対応することにな
り，その件数が平成２１年度約５万７千件となり，児
童虐待に関する相談対応件数が約１１万件に達してい
る。
児童虐待が増加している背景には，核家族化や地
縁・血縁の希薄化など，子育て中の家族を取り巻く
環境が厳しい状況にあり，多様な育児不安やストレ
スを抱えながら子育てをしている保護者の増加があ
る。育児不安がもたらす孤独な育児環境において
は，家庭が密室化するため保護者と子どもが過度に

密着した関係になりやすく育児不安が高じると虐待
等望ましくない状況が発生する可能性がある。また
育児の密室化は，支援の手が入りにくいこともあ
り，問題の深刻化につながる場合もある。児童虐待
の虐待者および被虐待児にはハイリスク因子がみら
れる。表３に子どもを虐待する社会状況，親側の因
子，そして虐待される子ども側の因子を示した。

１）子ども虐待と貧困
子どもが成長・発達していくためには，愛情と安
心感の人関係を背景として，自尊感情・自己肯定感
と人への基本的信頼感を持つことが大切である。貧
困問題を抱えた人は，その環境の過酷さから生じる
無力感や絶望感のなかで，自尊感情・自己肯定感を

表３ 虐待に至るおそれのある要因（リスク要因）２）

１．保護者側のリスク要因
・妊娠そのものを受容することが困難（望まぬ妊
娠，若年の妊娠）
・子どもへの愛着形成が十分に行われていない。
（妊娠中に早産等何らかの問題が発生したことで胎
児への受容に影響がある。長期入院）
・マタニティーブルーズや産後うつ病等精神的に不
安定な状況
・元来性格が攻撃的・衝動的
・医療につながっていない精神障害，知的障害，慢
性疾患，アルコール依存，薬物依存
・被虐待経験
・育児に対する不安やストレス（保護者が未熟等）
・体罰容認などの暴力への親和性 等

２．子ども側のリスク要因
・乳児期の子ども
・未熟児
・障害児
・何らかの育てにくさを持っている子ども 等

３．養育環境のリスク要因
・未婚を含む単身家庭
・内縁者や同居人がいる家庭
・子連れの再婚家庭
・夫婦関係を始め人間関係に問題を抱える家庭
・転居を繰り返す家庭
・親族や地域社会から孤立した家庭
・生計者の失業や転職の繰り返し等で経済不安のあ
る家庭
・夫婦不和，配偶者からの暴力（DV）等不安定な
状況にある家庭
・定期的な健康診査を受診しない 等
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低下させ，孤立感を感じ，周囲の人への基本的信頼
感も失いやすい状況に置かれる。その意味で，貧困
は，まさに個人の尊厳に関わる問題である。子ども
虐待は貧困問題と強い関係にある。親の心身問題，
子どもの障害，経済的困窮，親族及び社会的つなが
りの断絶などリスク要因が多いほど虐待の程度が重
くなる。

＜豊かな社会における貧困とは何か＞

「貧困」の一般的なイメージは，発展途上国にみ
られるような生きることが危うい状況を「絶対的貧
困」と呼ぶ。先進諸国や国際機関が用いる貧困の概
念は「相対的貧困」と呼ぶ。OECD（経済協力開発
機構）の定義では，「普通」の生活を最低限行う必
要な所得は，社会全体の中央値所得に対する５０％。
日本でいうと，１人世帯で年収約１２７万，４人世帯
で約２５０万円。この定義による日本の子どもの貧困
率は１３．７％（２００４年値／OECD推計）。子どもの７
人に１人が貧困状態にあり，大半の先進諸国よりも
高い数値である。日本の母子世帯の子どもの貧困率
は突出しており５８％であって，OECD諸国の中で
も最悪である３）。

＜わが国の子ども貧困の特徴＞

⑴ 就労している貧困世帯が多い。ワーキングプ
ア状態は母子世帯に顕著。母親の就業率が約
８５％，他の先進諸国に比べ高いにもかかわら
ず，収入は一般世帯の１／３の低さ。
⑵ 日本の社会保障制度が特定の家族スタイルを
基準に作られ，他の形態の家族にとり，不利な
制度による。「夫は仕事，妻は家事・子育て」
という性別役割分業を前提とした社会の仕組み
は，ひとり親世帯の就労と子育ての両立を危う
くし，特に母子世帯の経済的困窮を招いてい
る４）。

２）子ども虐待と障がい児（とくに発達障害
との関係）

乳幼児の子育てに不安を抱える親はいわば虐待予

備軍とも言われ，この点で幼稚園・保育所での関係
者の気づきにつながりやすい。子育て不安の背景に
は様々な要因があるが，子ども側の要因には，低出
生体重児や障がい児にハイリスク児がみられる。学
校ではしばしば，いじめや非行，などの生徒指導上
の問題あるいは引きこもり，不登校などで教育相談
の課題を持つ児童生徒を抱えている。とくに近年で
は通級での特別な支援を必要とする発達障害の児童
生徒が在籍するようになり，学校での様々な場面で
の対応が迫られており，いずれの場合も，児童虐待
を見落とさない体制が同時に求められている。な
お，この特別支援教育の対象児は従来の特殊教育の
対象児約２３万人（２．１３％）に加えて，小学校，中学
校の通常の学級・通級に在籍し，教育上特別の支援
を必要とする発達障害『学習障害（LD），注意欠陥
多動性障害（ADHD），高機能自閉症及びアスペル
ガー症候群』のある児童・生徒が約６８万人（６．３％）
加わって合計約９１万人（８．４３％）になり，従来の特
殊教育対象者の約４倍に増えることを示している。
発達障害の子どもは，児童虐待を受ける割合が高い
ことがすでに指摘されている５）。学校歯科医は学校
での健康診断や事後措置の対応に，発達障害をもつ
児童生徒を理解し，配慮する必要がある。日本学校
歯科医会は，平成２２年度学術第二委員会で「特別な
支援が必要な児童生徒に対する学校歯科保健」とい
う答申を得て，発達障害児についても詳しく解説し
ている。

引用・参考文献
１）山﨑健次：児童虐待防止に関する広島県歯科医師会
の取り組み，日本学校歯科医会会誌，１０８：３２－４０，
２０１１．
２）厚生労働省：子ども虐待対応の手引き（平成２１年３
月３１日改正版），２００９．
厚生労働省ホームページ http : //www.mhlw.go.jp/
３）阿部 彩：子どもの貧困，日本の不公平を考える，
４４－５４，岩波新書，２００８．
４）小林美智子：子どもを護る母子保健の現状と課題，
子どもを護る観点から，公衆衛生，７５巻 １８７－１９６，
２０１１．
５）杉山登志朗：子ども虐待という第四の発達障害，学
習研究社，１９－２１，２００７．
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1.はじめに

2.普及委員会での検討

3.アンケート調査結果から

平成２３年の夏，筆者は日本学校歯科医会の普及委
員会委員として招集を受けた。平成１９・２０年度に基
礎研修制度の構築を検討する学校歯科医研修制度運
営委員会の副委員長を拝命した際には，厚生労働省
主導の歯科医師臨床研修制度における指導歯科医講
習会の立ち上げに携わった経験を生かして，過去の
委員会から議論が一進一退していた基礎研修制度
（現在，「学校歯科医生涯研修制度基礎研修会」と
して実施）の立ち上げにあたって背中を押させてい
ただいた。今回は何を仰せつかるのか，委員として
お役に立てるのか不安を抱えての上京であった。
以下に平成２３・２４年度普及委員会（児童虐待防止
へのかかわり）での２年間の議論と答申書作成に至
る経緯を概説する。

歯科医師会館で開催された第一回の普及委員会
（委員長：明海大学 安井利一学長）では，三つの
小委員会に分かれ，「スポーツ歯科と安全教育にか
かわる検討」，「文部科学省学校歯科保健参考資料改
訂版解説書の作成」，「学校歯科保健としての児童虐
待防止へのかかわりの普及啓発の検討」がそれぞれ
の小委員会に諮問された。筆者が副委員長を拝命し
た第三小委員会の検討課題は「学校歯科保健として
の児童虐待防止へのかかわりの普及啓発の検討」で
あった。われわれの小委員会は５名の委員と３名の
役員で構成されていたが，小委員会の基本的な方向

性は黒住正三副会長，今井健二常務理事，坪水良平
理事の３役員に概略を固めていただいた。まずは，
全国加盟団体の「児童虐待への取り組み状況」をア
ンケートで調査して，その調査結果に基づいて委員
会修了までに学校歯科医が学校保健において果たす
べき具体的な役割をわかりやすく示したリーフレッ
ト等を作成することとし，手始めにアンケートの作
成に取りかかった。平成２３年９月の委員会でアン
ケートの最終案（図１）を決定し，年度末を目処に
５３加盟団体を対象としたアンケート調査を実施し
た。

翌年の１月の委員会までにすべての加盟団体から
回収されたアンケート調査結果が集計され，その結
果に関して平成２４年度に開催した４回の小委員会で
議論を重ねて答申書の作成に至ったが，その集計結
果は本号で紹介されているデジタルブック『「学校
歯科保健を通しての児童虐待対応に関する考察」～
加盟団体アンケートから～』１）（▶P.４９）に示すとお
りである。内容の詳細については，デジタルブック
に譲るが，集計の概略を見ると，どの加盟団体も，
児童虐待に何らかの関心を示しながらも，実際に何
を行うべきか，あるいは行えるのかについて戸惑い
を覚えているようすがうかがえた。さらに，過去に
日本学校歯科医会が作成した児童虐待を含む『ハイ
リスク把握のためのフローチャート』（図２）の利
用状況は必ずしも高いとは言えず，児童虐待により
特化したリーフレットの作成が必要であると感じら

平成２３・２４年度普及委員会
（児童虐待防止へのかかわり）
における検討の概説

山下喜久 九州大学大学院歯学研究院 口腔予防医学分野 教授
（平成２３・２４年度普及委員会 副委員長）

特集③ 「子どもを見守り育てるネットワーク推進会議」と児童虐待防止【委員会での検討から】
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4.おわりに

れた。また，これまでに加盟団体を含めさまざまな
団体が児童虐待に対するマニュアルを作成してきた
が，児童虐待への対策を総論的にまとめたものであ
り，学校歯科保健の守備範囲を意識してまとめられ
ていないことから，学校歯科医として児童虐待に如
何に対処すべきかという点に的を絞ったマニュアル
の作成を目指すこととした。
デジタルブックをお読みいただければおわかりい
ただけると思うが，今回のまとめは従来のように医
師あるいは歯科医師としての視点に立ったものでは
なく，あくまで「学校歯科医」としての立場を意識
して作成したものである。医師，歯科医師の立場を
取った場合，医療施術時における被虐待児の発見が
主な内容となり，その発見の仕方や発見した際の通
告などのアウトプットの how to に主眼を置いたマ
ニュアルやリーフレットになりがちである。たしか
に，医療行為の主役は主治医であり，特に医療機関
の長などを務めている場合などでは，「発見した被
虐待児にどのように対処すればよいのか」という医
療者としての責務が頭から離れないことは十分に理
解できる。一方，学校歯科医として実施する学校歯

科健康診断では一人の児童・生徒にかかわる時間は
歯科診療の場合に比べればはるかに短く，被虐待児
を発見できる確率はそれほど高いとは言えない。ま
た，それぞれの児童・生徒には学校歯科医よりも長
時間彼ら・彼女らと接している担任などの教員がお
り，そうした教員との情報の共有こそが学校歯科保
健において最も重視されるべき点であり，児童虐待
の問題に限らず学校歯科医が学校という組織の中で
如何にネットワークを構築できているかが問われて
いるのである。一般に書かれている児童虐待への対
応マニュアルを読むと，学校歯科医が歯科健康診断
の短時間の間に被虐待児を見つける技を磨き，その
事後措置について一人頭を悩ますという光景がつい
頭に浮かぶが，学校保健においてはそのようなワン
マンプレーは決して得策とは思われない。

今回の委員会では，学校歯科医はあくまで学校保
健に携わる一職員であるという点を強調して，その
中で学校歯科医が行うべきこと，あるいは行い得る

平成２３年度児童虐待の取り組みにかかわる実態調査
加盟団体名：

問１．貴会が実施している児童虐待防止にかかわる普及・啓発などの活動について該
当する項目に○をお付けください。（複数回答可）
（ ）講演会等で貴会会員に対して講演をしている
（ ）講演会等で学校・教育関係者に対して講演をしている
（ ）ホームページ等で広く周知をはかっている
（ ）その他（ ）

問２．貴会で児童虐待対応マニュアルを作成していますか？
（ ）作成している
（ ）作成していない

問３．対応マニュアルを作成されている場合以下にお答えください。
①作成はいつから行っていますか？ 平成 年から
②対応マニュアルは誰に配布されていますか？（重複回答可）
（ ）貴会会員の学校歯科医
（ ）貴都道府県内の学校歯科医
（ ）貴都道府県内の歯科医師
（ ）貴都道府県内の学校
（ ）貴都道府県内の教育委員会および郡市教育委員会
（ ）その他（ ）

問４．貴都道府県内における児童虐待防止の取り組みの中で，日本学校歯科医会が発
行している「ハイリスク把握のためのフローチャート」の利用について，以下
にお答え下さい。
（ ）学校での歯科健康診断の際に，学校歯科医に利用するよう周知している
（ ）学校歯科医に配布のみしている
（ ）利用していない

問５．平成１６年の児童福祉法の改正により「要保護児童対策地域協議会」の設置が推
進されているが，貴都道府県内には該当する連絡協議会が開催されています
か？
（ ）開催されている
（ ）開催されていない
（ ）現在設置を検討されている

問６．貴会は貴都道府県内の児童虐待防止に関する連絡協議会等に参画しています
か？
（ ）人的派遣をしている。
（ ）助言，情報提供をしている。
（ ）参画していない
（ ）その他（ ）

問７．連絡協議会等に参画している場合以下にお答えください。
①連絡協議会の名称（ ）
②参画はいつからですか？ 平成 年から
③連絡協議会の取り組みについて該当する項目に○をお付けください。
（ ）早期発見に役立っている
（ ）関係機関の連携に役立っている
（ ）各団体の意識が変わっている
（ ）機能している
（ ）その他（ ）
④もし，連絡協議会に何らかの改善点や活性化が必要な場合，どのようなことが
考えられますか？

問８．児童虐待として疑われる事例があった場合，担当の学校歯科医は何らかの対応
をしていますか？行っている例があれば具体例を簡潔にご記載下さい。

問９．関係団体や他職種の連携をもって取り組む事例があれば，その具体例を簡潔に
ご記載ください。

問１０．貴会の歯科医師が児童虐待に対応した例で，他の加盟団体の会員の参考になる
例があれば簡潔にご紹介ください。

図１ 平成２３年度児童虐待の取り組みにかかわる実態調査（調査票）
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ことに的を絞ってまとめてみた。大切なことは，学
校歯科医の声が自らが担当している学校内の組織構
成員にしっかりと届いているか，あるいは届ける術
を知っているかである。日々何気なく行っている学
校歯科保健活動が，児童虐待の中でも指摘が難しい
ネグレクトの発見に極めて大きな力を発揮すること
は，歯科医師であれば周知の事実であるが，学校と
いう組織の中でその事実は果たして共有されている
だろうか。前年度に検出されていた多数のむし歯が
そのまま放置されているとすれば，そのこと自体が
ネグレクトとして認定されるべきことであり，まし
て神経（歯髄）に達しているむし歯が放置されてい
るようであれば，子どもの苦痛に無関心な保護者の
責任は極めて重大である。すなわち，学校歯科医は

毎年の学校歯科健康診断の結果をきちんと集計し，
個人毎の経年的変化を的確にまとめることがネグレ
クトの発見あるいは確認に如何に大切かを学校保健
関係者に認知させる責務がある。学校歯科健康診断
の診査結果の毎年の推移と学校医による健康診断結
果および担任が持っている個々の児童・生徒の日々
の情報とを付き合わせることで，学校における被虐
待児への対応に厚みが増す。正にそのことを学校保
健に携わる関係者の共通認識とする努力を始めるこ
とが，学校歯科医の児童虐待防止への第一歩である
と思われる。

参考文献
１）日本学校歯科医会ホームページ
http : //www.nichigakushi.or.jp/gyakutai/index.html

図２ 『ハイリスク把握のためのフローチャート』（日本学校歯科医会）
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平成２３・２４年度日本学校歯科医会普及委員会では，「学校歯科保健としての児童虐待防止へのか

かわりの普及啓発の検討」の諮問を受け，全国５３加盟団体に対して児童虐待対応に関するアンケー

ト調査を実施いたしました。

本調査結果についてまとめたデジタルブック『学校歯科保健を通しての児童虐待対応に関する考

察～加盟団体アンケートから～』は，日本学校歯科医会ホームページ【TOPICS】で公開してお

ります（ホームページではカラーでご覧いただけます）。

なお，末尾には「学校での児童虐待防止体制チェックリスト」も掲載しておりますので，学校保

健関係者のみなさまにご活用いただければ幸いです。

日本学校歯科医会ホームページ http://www.nichigakushi.or.jp/

本デジタルブックの編集にあたってご尽力いただきました普及委員会（児童虐待防止）

委員各位に感謝申し上げますとともに，アンケート調査の実施にあたりご協力いただいた

加盟団体各位に厚く御礼を申し上げます。

平成２３・２４年度 普及委員会（児童虐待防止）

委 員 長 安 井 利 一
副委員長 山 下 喜 久
委 員 元 島 泉

中 川 操
石 川 和 史

担当役員 黒 住 正 三（副 会 長）
今 井 健 二（常務理事）
坪 水 良 平（理 事）
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はじめに

　一般に児童虐待防止法と称される「児童虐待の防止等に関する法律」が，深刻化する児童虐待の予防を
目的として2000年（平成12年）に施行されて10年以上が過ぎた。しかし，虐待を受けている児童の数は
図1 に示すようにその後も増加の一途をたどり，2010年度（平成22年度）に児童相談所が対応した相談
件数は55,152件と2000年度（平成12年度）の17,725件の３倍以上にのぼり，前年度から10,000件以
上増加している。相談件数の増加は，それまで潜在化していた児童虐待を顕在化させ適切に対応しているこ
との証ではあるが，2009年度（平成21年度）から2010年度（平成22年度）にかけてのこの１年間の急増を
考えると児童虐待防止法が十分に功を奏していない感は否めない。

　2006年（平成18年）５月には，このように増加し続ける虐待に関する児童相談件数が深刻な社会問題で
あるとの認識から，学校等における児童虐待防止に向けた取り組みに関する調査研究会議の報告書が出され
た。この報告書では，児童虐待に対する学校の役割が強調されており，学校及び教職員に求められている役
割として①児童虐待の早期発見，②児童虐待発見者による速やかな福祉事務所又は児童相談所への通告，
③被虐待児童の適切な保護，④児童相談所等の関係機関との連携強化などが挙げられており，「学校ででき
ること」を組織的な対応として進める必要性が謳われている。学校の非常勤職員である学校歯科医にも，必
然的に児童虐待防止に取り組む姿勢が求められている。

「学校歯科保健を通しての
児童虐待対応に関する考察」

～加盟団体アンケートから～

図1  児童虐待に関する相談件数の年次推移
60,000

50,000

2

相
談
件
数

年平成 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

40,000

30,000

20,000

10,000

0

相談件数

社団法人日本学校歯科医会（平成23・24年度普及委員会）
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児童虐待防止に関する法律整備の経緯

　児童虐待防止の重要性は十分認識していても，実際に児童虐待の疑いのある子どもを目の前にすると，何
をすればよいのか躊躇してしまう学校歯科医も少なくないと思われる。ここでは，なぜ学校歯科医が児童虐
待防止にかかわる必要があるかを再認識するため，虐待防止行動の法的根拠となる我が国の法律制定の推
移とその内容を振り返る。

　児童虐待防止に関する法律は，古くは戦前の1933年（昭和8年）制定の「旧児童虐待防止法」（保護対象
は14歳未満の児童）に遡るが，1947年（昭和22年）児童福祉法が制定されたことに伴い本法に統合された。

（１）児童福祉法 
第25条（要保護児童発見者の通告義務）
　保護者のいない児童または保護者に監護させることが不適当であると認める児童を発見した者は，これを
福祉事務所または児童相談所に通告しなければならない。

　児童虐待が社会構造の変化につれて，深刻化・社会問題化する中，対応策として2000年（平成12年）「児
童虐待の防止等に関する法律」（児童虐待防止法）が制定された。

（２）児童虐待の防止等に関する法律 
第2条（児童虐待の定義）
　この法律において，「児童虐待」とは，保護者（親権者，未成年後見人など児童を現に監護するもの）がそ
の監護する児童（18歳未満のもの）について行う次に掲げる行為をいう。
１ 児童の身体に外傷が生じ，または生じるおそれのある暴行を加えること（身体的虐待）。
２ 児童にわいせつな行為をすることまたは児童にわいせつな行為をさせること（性的虐待）。
３ 児童の心身の正常な発達を妨げるような著しい減食または長時間の放置ならびに保護者以外の同居人に
よる1,2,4号に掲げる行為と同様の行為の放置その他の保護者としての監護を著しく怠ること（ネグレク
ト）。

４ 児童に対する著しい暴言または著しく拒絶的な対応，児童が同居する家庭における配偶者（事実上婚姻
関係と同様の事情にある者）に対する暴力（生命または身体に危害を及ぼすもの及びこれに準ずる心身に
有害な影響を及ぼす言動）その他の児童に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと（心理的虐待）。

　保護者がいない場合や虐待が疑われる児童を発見した時には，速やかに福祉事務所または児童相
談所に通告しなければならない。

身体的虐待： 殴る，蹴る，たばこの火を押し付けるなど身体に外傷が生じ，または生じる恐れのある暴
行を加えること，冬場に戸外に締め出すことなど。

性的虐待： 子どもへの性的ないたずら・性行為，性器や性交を子どもに見せる，ポルノグラフィの
被写体にするなど。

【解説】

【解説】
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ネグレクト： 「食事を満足に与えない」「家や車に子どもだけを放置する」「怪我や病気をしても受診
させようとしない」など心身の正常な発達を妨げるような衣食住の関する養育の放棄や，
健康や安全に配慮がなされていない状態への放置など保護者としての監護を著しく怠る
こと。

心理的虐待： 「言葉による脅し」「大声での罵倒罵声」「無視する」「兄弟姉妹間での差別的扱いをす
る」など子どもに著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。

第5条（児童虐待の早期発見）
　学校，児童福祉施設，病院その他児童の福祉に業務上関係のある団体及び学校の教職員，児童福祉施設
の職員・医師，保健師，弁護士その他児童の福祉に職務上関係のある者は，児童虐待を発見しやすい立場
にあることを自覚し，児童虐待の早期発見に努めなければならない。

第6条（児童虐待に係る通告）
　児童虐待を受けたと思われる児童を発見した者は，速やかに，これを市町村，都道府県の設置する福祉事
務所若しくは児童相談所又は児童委員を介して市町村，都道府県の設置する福祉事務所若しくは児童相談
所に通告しなければならない。
２ 前項の規定による通告は，児童福祉法（昭和22年法律第164号）第25条の規定による通告とみなして，
同法の規定を適用する。

３ 刑法（明治40年法律第45号）秘密漏示罪の規定その他の守秘義務に関する法律の規定は，第1項の規
定による通告をする義務の遵守を妨げるものと解釈してはならない。

　その後も痛ましい事件が相次いで発生したことから，対策の強化を図るための見直しが行われ，2004年
（平成16年）以降に児童虐待防止法が改正された。

　学校歯科医は，歯科健康診断や日々の診療の中で児童虐待を受けた児童を発見しやすい立場にある
ので，児童虐待の早期発見に努めることが大切である。

　学校歯科医には，職業上知りえた個人の秘密を守る義務がある。しかし，児童虐待の通告（学校歯
科医の場合，養護教諭・学級担任に対しての報告）は，子どもの安全が最優先され守秘義務違反には
当たらない。

【解説】

【解説】
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2004年（平成16年）改正の概要
１ 児童虐待の範囲の拡大（定義の見直し）
 ① 保護者以外の同居人による虐待を保護者が放置することはネグレクトに含まれる。
 ② 直接的でなくても児童の眼前で行われる暴力で心理的外傷を与えるもの。
２ 児童虐待に係る通告義務の範囲の拡大
 「児童虐待を受けた」子どもだけでなく，「児童虐待を受けたと思われる」子どもも通告義務の対象に含めた。

2007年（平成19年）改正の概要
　2004年（平成16年）の改正法附則の見直し規定をふまえ，児童虐待防止法をさらに見直し，立ち入り調査
などの強化が図られた。その他，児童福祉法も見直され，要保護児童対策地域協議会（子どもを守る地域ネッ
トワーク）の設置を地方公共団体に努力義務として課した。

（※法律については，分かりやすく表現する為，一部省略し変更している。）

日本学校歯科医会加盟団体における 
児童虐待防止についての取り組み状況

　児童虐待は，身体的虐待，性的虐待，ネグレクト，心理的虐待の４つに分類されるが，学校の非常勤職員
としての学校歯科医には児童の口腔に現れるこれらの虐待のサインをいち早く捉える機会がある。特に発見
が難しいネグレクトに関しては口腔の健康状況に顕著にその徴候が現れる可能性が高いことから，学校歯
科保健活動に携わる学校歯科医は，この点についての理解を深めるとともに，その実践に必要な能力を高め
るように自覚しなければならない。このような気運を受け，日本学校歯科医会加盟団体でも児童虐待防止に
向けた取り組みを進めており，その現状を全国53加盟団体に対して質問紙法で調査した。本調査の結果，
表１ のように何らかの活動を行っている加盟団体は58.5%であり，会員や学校・教育関係者に講演等を
介してその周知を行っている。また，対応マニュアルについては25加盟団体で作成されており，児童虐待に
向けた取り組みと対応マニュアル作成状況の間には 表2 のように有意な関連性がみられた。対応マニュ
アルの配付先は会員の学校歯科医，都道府県内の学校歯科医，歯科医師，学校，教育委員会などであった
が，その内訳は 表3 に示す通りである。また，対応マニュアルを作成している加盟団体数の推移をみると，
図2 のように児童虐待防止法の改正が行われた平成16年以降に急激に増加しているが，2011年（平成
23年）の段階でもその数は53加盟団体の半数以下に留まっている。

表１  加盟団体（53団体）の児童虐待防止にかかわる普及・啓発活動の状況

活動状況 回答数 比率

何らかの活動を行っている 31団体 58.5％

活動を行っていない 22団体 41.5%

活動状況の詳細（重複回答あり） 回答数 比率

会員を対象に講演会の実施 22団体 41.5%

学校・教育関係者を対象とした講演等の実施 15団体 28.3%

ホームページ等による周知 4団体 7.5%

その他 13団体 24.5%
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表2  活動の有無と対応マニュアル作成の有無の関連性

対応マニュアル
計

あり なし

活動の有無
あり 19団体 12団体 31団体

なし 6団体 16団体 22団体

計 25団体 28団体 53団体
χ2乗検定による有意差（p = 0.015）

表3  対応マニュアルの配布先とその比率（25作成加盟団体中；重複回答あり）

配付先 回答数 比率

会員の学校歯科医　 18団体 72.0%

都道府県内の学校歯科医 3団体 12.0%

都道府県内の歯科医師 18団体 72.0%

都道府県内の学校 5団体 20.0%

都道府県内の教育委員会および郡市教育委員会 9団体 36.0%

その他　 7団体 28.0%

図2  マニュアルを作成した加盟団体数の年次推移

　一方で以前，日本学校歯科医会が作成した「ハイリスク把握のためのフローチャート」の利用状況 表4

をみると，学校歯科医に対する周知徹底が行われているとはいえず，今後，体制のチェックを含めた新たなマ
ニュアル作成の必要性が窺われる。

表4  日本学校歯科医会が作成したリーフレットの利用状況

加盟団体の対応 回答数 比率

歯科健康診断時に学校歯科医に利用するよう周知している 6団体 11.3％

利用していない 47団体 88.7%
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　次に2004年度（平成16年度）の児童福祉法の改正により「要保護児童対策地域協議会」の設置が推進
されていることを受けて，各都道府県内で連絡協議会が開催されたかどうかの質問に対しては，９加盟団体
から把握していないとの回答があった。しかし，日本学校歯科医会事務局の調べでは，2011年（平成23年）
の時点で連絡協議会が開催されていない都道府県は存在しないことから，現状の把握が十分ではない加盟
団体が17%存在することが分かった。また，どのような形で連絡協議会に参画しているかを質問したところ，
表5 のように，人的派遣をしている，助言・情報提供をしている，その他の回答が34加盟団体からあっ
た一方で，19加盟団体 （35.8%） からは参画していないとの回答であった。各加盟団体の連絡協議会への
参画状況の年次推移は 図3 のようになっている。さらに，参画している加盟団体にとって連絡協議会がど
のように機能しているかを尋ねたところ，①関係機関との連携に役立っている，②団体の意識が変わっている，
③早期発見に役立っているとの回答があり，その回答数は 表6 に示す通りである。これらの結果から連絡
協議会が主に関係機関との連携向上に役立っていると思われる。

表5  加盟団体の連絡協議会への参画状況（重複回答あり）

参画状況 回答数 比率

人的派遣をしている 29団体 54.7%

助言，情報提供をしている 4団体 7.5%

その他 1団体 0%

参画していない 19団体 35.8%

表6  連絡協議会への参画の効果（重複回答あり）

参画の効果 回答数 比率

関係機関との連携向上 26団体 49.1%

団体の意識の変化 3団体 5.7%

早期発見 2団体 3.8%

その他 3団体 5.7%

図3  連絡協議会に参画している加盟団体数の年次推移（4加盟団体の参画年は不明）
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　また，連絡協議会に何らかの改善点や活性化が必要とすれば，どのようなことが考えられるかとの問いに
は加盟団体から 表7 のような回答がなされている。回答内容をみると連絡協議会が単なる報告会になり
児童虐待防止のための有効な機能を発揮していないとの指摘が多く，参加団体の連携をより密にするための
方策が必要であると思われる。また，ネグレクトと歯科の関連性については連絡協議会の中でも十分に周知
されていない状況が指摘されており，歯科の所見が虐待児童の発見に重要な意味を発揮できる可能性を加
盟団体から連絡協議会を介して他の団体に積極的に伝えることが大切である。

　各加盟団体から児童虐待が疑われる場合の学校歯科医の対応および事例が 表8 に示されているが，主
にネグレクトに関して学校と連携して対応している例が報告されている。学校歯科健康診断時だけでなく，通
常の診療中に児童虐待が疑われる場合，学校と連携してその発見に努めようとする例の紹介もあり，幅広い
対応の可能性が示唆されている。いずれにしても，児童虐待の疑いにしっかりと対応するためには学校長，養
護教諭，担任など学校関係者と十分な連携を組む必要のあることが報告されている。

表7  連絡協議会の改善点や望まれる活性化についての意見
年1回の開催であるが複数回開催を望む。

この数年は連絡協議会が開催されていなかったが，平成22年に関係の相談件数が急増したことから，本年より
｢茨城県要保護児童対策地域協議会｣を新たに設置することになった。今後の関係機関の連絡および情報提供
についての強化を図りたい。

立ち上がったばかりなので改善点等は特にないが，今後連絡協議会を通して行政と連携をより強固なものとし，
会を継続することが重要である。

参画しているが，活動をほとんどしていない団体と積極的に取り組んでいる団体とがあり温度差を感じる。参画
している各団体が何らかの取り組みを行うことによって協議会が活性化すると思われる。

虐待の事例，ケース等の情報が可能な限り開示され共有できれば有効と考える。

児童虐待についての現況報告に留まっており教職員等にネグレクトと歯科の関連性への認知が低い。また児童
福祉施設へ保護した児童に対してもただ保護しているだけで歯科処置等積極的なアプローチは予算的に無理な
ようである。

医療機関での児童虐待防止対策の必要性を認識できるような講習会等を通じた啓発活動が必要である。

単なる報告会ではなく十分な協議が必要。また，協議会構成のメンバーの見直し，協議会開催の回数の増加が
必要。

県の連絡協議会は単なる報告会となっており実際の現場には活かせない。通報件数は増えているが最後の砦で
ある児童相談所の対応が現状では十分ではない。実効的な権限がないばかりか人員も不足していると感じる。

この会議では行政（県･市町）や民間の関係諸団体，相談機関等の関係者が協議，情報交換を行っており，現状
で良いと思われる。

本県で起こった虐待に関する事例報告では部会を通じて会員が概要を把握できるが，各関係機関との連携強化
の具体的な手段が未だ掴めていない。

歯科の取り扱いが少ない。

医療関係者の分科会などとより密に連携を行いたい。
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表8  児童虐待が疑われる場合の学校歯科医の対応および事例
学校歯科健康診断で，ほぼ全歯がう蝕状態の生徒を確認し，口腔内の状況からネグレクトが疑われる為，学校
歯科医より養護教諭並びに校長へ報告した。

児童虐待と疑われる事例の場合，個々に保育士，養護教諭，担任教師等へ通告，情報交換を行っているが，歯
科医師会として報告は受けておらず，詳細については把握していない。

養護教諭・担任等，学校関係者に連絡した。

前歯の破折，多数歯う蝕の例を養護教諭に報告した。

学校歯科健康診断においてう蝕多発児童に対して治療勧告を出し且つ次年度も改善されていない児童につい
て，学校長，担任，養護教諭と相談しネグレクトの疑いが口腔所見以外に認められるか否かについて検討した。
その結果ネグレクトの可能性は否定された事例があった。

担任教諭から虐待で気になっている児童を事前アンケートで調査・記入してもらっている。

担任，養護教諭，学校長と協議し必要に応じて児童相談所へ通告を行うよう指導している。最近，会員の意識
が高まってそのようなケースが増えてきた。

学校歯科健康診断で多発う蝕歯の放置や口腔衛生状態が悪く重度の歯肉炎がある児童生徒を発見した場合，
養護教諭，学校長に相談し家庭環境に問題はないか，ネグレクトが隠れてないか等の確認をするようにしている。

学校歯科健康診断の場で虐待が疑われる場合は学校側と相談するように推奨している。

児童虐待が疑われる場合，直接養護教諭または校長に報告して学校側で対応し，その結果を2～3ヶ月後に担
当学校歯科医に報告していただくように会員に周知徹底している。

歯科健康診断時に多数歯重度カリエス（C3からC4相当）が放置されている幼児，学童について学校歯科医から
園長，校長，児童相談所長等に連絡してもらいそれぞれの組織で対応している。

学校健康診断では養護教諭，施設長に報告し検討する。市町村健康診断では保健師，歯科衛生士等と協議する。

学校では校長，養護教諭，担任に報告し，幼稚園では園長に報告する。

学校歯科健康診断時に虐待が疑われるケースがあった場合は養護教員や担任と相談する。その結果，虐待が発
見されたら学校長，市教委と協議して支援方針を確認する。

就学児健康診断，定期健康診断等で外傷，多数歯未処置う歯保有者，前年度の結果からまったく処置の痕跡が
認められない重度う歯保有者等に対し という記号を用いネグレクト等の疑いがあることを情報提供している。
その後の判断は学校での総合的判断に委ねている。

児童虐待が疑われると思われる場合，学校に事情を説明し様子を聞くことはあったが虐待の発見に繋がった事
例は把握していない。

学校において児童虐待を疑う事例があった場合，学校に情報を提供して，学校側で対応（通告）してもらう。歯
科健康診断時に多数歯にわたって放置されているむし歯を発見したときは，歯科健康診断票からむし歯の状況，
治療状況を確認して，養護教諭から治療勧告による受診をさらに確認し，不自然さがあれば校長に連絡する。

養護教諭に相談（報告）する。

担任，養護教諭と連携する。

（歯科医院で？）児童虐待が疑われる例があった場合，その学校の校長，養護教諭に実名で伝えることになって
いる。
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担任及び養護教諭に注意するように話をし，習慣性が明らかな場合，児童相談所に報告することもふまえて校長
と相談する。

学校歯科健康診断等で気づいた際に養護教諭，園長に家庭状況等を伺うと同時に虐待の疑い（ネグレクト）が
ある旨伝え情報を共有する。さらに，養護教諭に連絡を取り，家庭訪問による問題の調査を依頼する。

県歯では把握していないが，小･中･高等学校宛に文科省発行の「児童虐待対応マニュアル」を県が配布し，学
校関係者に対し児童虐待対応のための研修会を開催するなど対応を呼びかけている。

保育園では保育士，園長へ，学校では養護教諭，学校長へ報告･相談している。

養護教諭に相談するようにしている。

学校歯科健康診断において多数歯う蝕の放置等が疑われる場合は養護教諭，校長に情報提供する。

　さらに，学校だけでなく，関係団体や他職種との連携の事例についての回答を， 表9 にまとめている。
警察，行政，学校医などとの連携の事例が紹介されており，幅広いネットワークの形成の重要性が求められ
ているようである。

表9  関係団体や他職種との連携の事例
警察と連携を図り，本会会員の医療機関に「こども110番」のステッカーを掲示して避難場所としての機能を持
たせ，虐待に限らず子ども達を保護する体制をとっている。

現在，県からの児童虐待に関する連絡協議会への参画依頼はない。県の連絡協議会構成の医療機関としては，
県医師会，県看護協会が参画している。歯科医師会の参画については検討中であるが，具体的には未定である。
県歯科医師会としては強く働きかけをしていきたい。

県福祉総合相談センターの協力を得て，同センターに一次保護されている児童の歯科健康診断を月2回実施し
ている。

現在，実際に取り組んでいる事例はないが学校医（内科・耳鼻咽喉科・眼科等）との連携が必要である。

学校では，養護教諭が児童虐待に理解を示してくれないと連携がとりづらい。そのため養護教諭部会等で虐待
と歯科との関わりについて講演等を行い理解を求めている。また児童相談所へは定期的に赴き歯科健康診断を
行っているが先方からの要望により被虐待児の受け入れ先として市内60カ所の歯科診療所で構成する｢虐待
フォローネットワーク｣協力医による事後支援システムを構築している。｢虐待フォローネットワーク｣協力医は
年に1回児童相談所の職員による現状説明や弁護士等の外部講師を招聘し，虐待対応についての研修を行って
いる。

県子ども家庭課を通じて子育て支援サークル，幼稚園，保育園（所）に向けた早分かりマニュアルを作成，配布。
平成24年度には関係団体と連携をとるため県歯が中心となり｢見逃さないネットワーク｣連絡協議会を立ち上げ
る予定。

児童相談所・一時保護所入所者に対する歯科健康診断･歯科保健指導

歯･口腔領域からの虐待防止のための各分野（育児，学校，行政，医療関係者）共通のパンフレット･ポスターの
作成を県から委託（予算約400万）を受けて取り組んでいる。

行政，学校機関，地域，弁護士との情報共有のもと連携の必要性が高くなっている。しかし，昔に比べて個人情
報の漏洩という理由でそれぞれの機関の連携がとりにくくなっているのが現実。子どもたちの情報共有のための
早期の連携の必要性がある。

学校歯科連絡協議会や指定都市歯科保健協議会において他団体の児童虐待の取り組みの情報提供をしても
らっている。それを基に会員へ配付するパンフレット作成や相談所への情報提供票の作成に取り組む予定。
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歯科衛生連絡協議会，児童虐待防止対策会議と連携した一時保護所における歯科事業。医師会次世代育成推
進部会と連携した県民フォーラム｢子どもを虐待から守ろう｣。歯科衛生連絡協議会と連携した8020運動推進
特別事業｢保育所（園）における歯科保健実態調査事業｣。

市町村主催の乳幼児歯科健康診断などの際に，ネグレクトの疑いがあった場合，行政担当者と情報交換を行う。

　最後に，加盟団体所属の歯科医師が対応した児童虐待の参考事例を 表10 に示す。主にネグレクトに関し
ての事例が報告されており，学校歯科保健における児童虐待の主要な対象がネグレクトであることが改めて理
解できる。また，ネグレクト以外の報告は1例あるが，これは事後措置の歯科医院での事例であり，学校歯科医
と地域の歯科医師との連携の重要性を示しているものと考えられる。

表10  加盟団体所属の歯科医師が児童虐待に対応した参考事例
３歳児健康診査においてネグレクト（ランパント・カリエス）を保健所を通じて保健福祉事務所に報告した。学
校歯科健康診断以外でも法的健康診断事業はその絶好の機会である。

生年月日:H16.9.1　年齢:６歳　性別:女
平成22年11月の就学児健康診断に多数の未処置歯を学校歯科医から指摘され内科でも風呂に入っていないよ
うな体の汚れと皮膚疾患が放置されている疑いを学校医から指摘されたことを受けて協議の結果ネグレクトと
判断して学校から児童相談所へ通告し保護された。口腔内の状況は，上顎前歯部の数歯が残根状態となってお
り下顎前歯部以外はほとんど未処置歯で口腔清掃状態も不良であった。最近になって両親が離婚し本児は精神
障害のある母親と生活保護を受けながら暮らしており養護能力不足による養育環境の劣悪，特に自宅の不衛生
が問題となった。一時保護中に家の清掃を徹底的に行いヘルパーを受け入れること，自宅近くのネットワーク協
力医に通院することを条件に在宅支援となった。

①小学４年生歯科健康診断時に１年生程度の身長，体重しかなく著しい低成長とみられる女子がいた。養護教
諭に問い合わせたところ父親の暴力で母子で他府県のシェルターにいたとのこと。多数歯カリエスや外傷以
外にも成長の程度にも配慮が必要と思われる。

②幼稚園児の歯科健康診断時に全歯う蝕（C3以上）の男児がいた。園長に問い合わせると両親が離婚し父親が
育児をしている家庭で男児が歯痛を訴えると父親が暴力を振るうので男児は辛抱し，幼稚園に来るや否や園
長に歯痛を強く訴える為，父親に歯科医院での治療を勧めると「保険証を使いたくないから受診させない」と
一蹴され途方にくれていると相談があった。

歯科ネグレクトではない事例：事後措置来院時に歯科衛生士への児童からの訴えにより児童虐待が疑われ児
童相談所への通告に至った。アルコール依存症の実父の暴力に加え，母の急死に伴う生活環境・健康状態の悪
化に対して，定期通院による父子の精神的サポートを園との情報交換連携を図った。
小学校に進学し学校歯科医に申し送りをした。

歯科健康診断時，おどおどと落ち着かない態度で新旧混在性の外傷があり口腔内は多発性カリエスがあり常識
的にみて説明のつかない創傷があることからおかしいと感じ担任に相談した。
児童虐待について注意すべきことは当会発行のハンディノートに掲載して会員に配布して周知している。

児童クラブの紹介により歯の痛みを訴えて母親と来院。左下第一乳臼歯根尖性歯周炎にて抜歯。治療に入るも
暴れるため抑制必要。口腔衛生状態は劣悪で既に下の乳臼歯３本喪失。残る乳臼歯及び萌出間もない第一大
臼歯は４本ともカリエスあり。この日の受診後来院中断。ネグレクトが疑われたので紹介してくれた児童クラブに
問い合わせたところ以前から痛みを訴えていたので，かなり前から母親に歯科受診をすすめていた。また指導員
の先生に時々"死にたい”と言うことがあった。最初は口腔内の所見，栄養状態の悪さからネグレクトだろうと思っ
たが痛いのに放置され続けている現状と母親が患児を叩いている姿を見て単なるネグレクトではないと考え虐待
防止みやざきの会に相談の上，児童相談所へ通報する。その後４日間の来院で痛みのある歯の治療は終了。児
童相談所の担当者と面談後，児童相談所の担当者が学校の先生とも面談した上でネグレクトであるが緊急性が
認められないので観察となる。その後，むし歯ができて来院あり。乳歯が抜けて永久歯が萌出してきたことで口
腔内の環境が改善してきた。
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児童虐待防止に関する学校歯科医の具体的な取り組み

１．組織活動の重要性
　学校歯科医はあくまで学校の非常勤職員であり，学校の責任者は学校長である。学校歯科保健における
児童虐待防止などの学校歯科医の思いを学校の中に生かしていくためには，その意味と重要性について，学
校長を始め養護教員，学校医などに理解を求め，さらに担任教員の理解を深めなければならない。そのため
には，学校歯科医が歯科健康診断業務だけに専念するのではなく，幅広く学校行事に参加する必要がある。
とくに，学校保健安全委員会への参画は不可欠であり，委員会を介して常日頃から他の学校職員に対して，
学校歯科保健が児童虐待防止に果たし得る役割を周知する努力を怠ってはならない。さらに，そのことが児
童虐待防止に留まらず，保健教育と健康管理に関連した学校歯科保健活動を円滑に進めるために重要であ
ることを基本に立ち返り認識する必要がある。
　　　　　　　　

２．学校歯科健康診断データの取扱い
　学校歯科医が最も有効に対応できる児童虐待はネグレクトであることは，先に示した調査結果からも明ら
かである。また，東京都が2002年（平成14年）に実施した東京都内の一時保護所および乳児院で行った
170名の被虐待児の口腔保健状況の調査結果によると，被虐待児群では乳歯，永久歯を問わず対照群に比
較してう蝕経験歯数が多く（ 図4 及び 図5 ），さらに 図6 に示すように処置歯率が著しく低いことが
特徴となっている。さらに，同じ被虐待児の中でみても，ネグレクトの場合にはそれ以外の虐待の場合と比較
して未処置歯が多い特徴が報告されている（ 図7 ）。

図4  被虐待児群と対照群の乳歯う蝕経験歯数の比較
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図5  被虐待児群と対照群の永久歯う蝕経験歯数の比較

図6  被虐待児群と対照群の永久歯処置率の比較

図7  ネグレクトとネグレクト以外の被虐待児の未処置歯数の比較
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　上記のようにネグレクトに関しては，標準を大きく逸脱してう蝕が多い児童や毎年未処置歯が放置されて
いる児童を見つけ出すことが有効である。しかし，一口にう蝕が多いといっても，近年う蝕有病率は地域差が
大きくなっていることから，単に学校保健統計調査結果の平均値等を目安にすることは好ましくない。したがっ
て，担当している学校の児童・生徒のう蝕経験数や未処置数の状況をそれぞれでまとめて整理しておく必要
があり，その前年のデータを基に各児童・生徒の診査結果を評価して，ネグレクトの可能性のある児童・生
徒の発見に繋げる努力が望まれる。とくに前年に治療勧告が出されている歯がそのまま未処置として放置さ
れている場合は，保護者がその責任を全うしていないことを示す明確な根拠であり，未処置歯の放置自体が
ネグレクトに該当しかねないことを学校職員の共通認識として，保護者への指導に当らなければならない。さ
らに，う蝕病変が歯髄へ進行しているような重篤なう蝕や残根が長期放置されることは問題が極めて大きく，
歯科健康診断後の事後措置勧告に際しては，前年の勧告と比較し，きちんと治療が完了しているかを確認す
ることが大切である。また，重篤なう蝕が放置されている場合には，単に歯科疾患の問題として捉えて勧告を
繰り返してもきちんとした治療に結びつく可能性は低く，ネグレクトへの対処も踏まえて対応することが口腔
保健の向上にも有効である可能性が高い。しかし，近年の学校歯科健康診断の診査記録票では従来用いら
れていたC3, C4の記録が残されないため，重篤なう蝕の放置なのか否かの判断が難しくなっている。C1から
C4の細かい分類はともかくとして，う蝕病変が歯髄に達している可能性が高い歯には，単にCと記録するの
ではなく，何らかの追加表記を加えることも考慮する必要がある。いずれにしても，このような一連の流れは
学校歯科医が単独で行えることではなく，学校組織全体で対応するためには学校保健の流れにこのような概
念をしっかりと植え付けることこそが学校歯科医の責務であることを改めて強調したい。最後に，児童虐待防
止における学校歯科医の役割を 表11 にまとめ，さらに学内，学外の連携の流れについて 図8 に示す。

表11  児童虐待防止における学校歯科医の役割のまとめ

役割の特徴 児童虐待が疑われる子どもたちの発見に際して専門家としての学校歯科医の役割は重要であ
るが，実際に児童虐待に気づく場合はデンタルネグレクトが多い。

役割 定期健康診断，臨時健康診断時に
① 治療勧告後，長期に亘り治療が行われず改善が認められない場合
② 多数のむし歯が見られる場合
③ 外傷歯の既往が多い場合　など
養護教諭，学級担任に報告後（診断結果の集計とまとめが必須），教員が普段の子どもの態
度を注意深く観察する。さらに保護者と子どもの関係を把握することが必要である。その結果，
子どもに虐待が疑われる場合，虐待に対応する校内の組織会議で情報交換し，必要な場合は
関係機関に通報する。

校内での連携 虐待を受けている子どもたちは自らその事実を訴える事は少ない。学校では全ての学校関係
者がそれぞれの立場から子どもたちの発するサインを注意深く観察し，判断する事が児童虐
待の早期発見に繋がる。そのため児童虐待に関する知識について学校関係者の共通理解を図
るために校内研修会等を実施して，それぞれの役割分担を明確にすることで，組織的に支援
する事が大切である。学校歯科医も組織活動に積極的に参加する必要がある。
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校内組織会議の開催（学内連携）
メンバー構成員の例

校長・教頭・教務主事・学年主任・担任・養護教諭・
生徒指導主事・教育相談主任・進路指導主事・
特別支援教育コーディネーター
必要に応じて学校歯科医・学校医など

おわりに

参考文献

　学校歯科医が児童虐待に対応するためには，日常の健康管理データをしっかりとまとめて分析する必要が
あり，その意味を組織活動を介して学校現場の職員に周知することが学校歯科医の重要な責務である。ともす
ると虐待児童の発見とその通報に目を奪われがちであるが，学校歯科医の業務を堅実にこなすなかで児童虐
待の発見と組織的対応を通じて子どもたちの育やかな成長を支援したい。

●「養護教諭のための児童虐待対応の手引」 平成19年10月 文部科学省
●「かかりつけ歯科医のための児童虐待対応マニュアル」 平成16年 鹿児島県歯科医師会
●「児童虐待防止のための早期発見・対応マニュアル ～歯・口から気づく　子どものSOS～」　

平成24年3月 （社）埼玉県歯科医師会
●「かけがえのない命のために ～知っておきたい児童虐待～」 平成22年 （社）京都府歯科医師会
●『学校歯科保健活動の場での“気づき”から生まれる「個」への対応』 平成24年3月 （社）東京都学校歯科医会

協議要請

学外連携

相談・通告

図8  校内における児童虐待への対応と連携の流れ

子どもが
発するサイン
虐待？

管理職等に相談・報告

教育委員会
児童相談所
福祉事務所
市町村

学級担任・養護教諭
その他の教職員

（学校歯科医を含む）
の気づき

特 集 ③
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学校での児童虐待防止体制
チェックリスト

〈メンバー構成員〉
校長・教頭・教務主事・学年主任・担任・
養護教諭・生徒指導主事・教育相談主任・
進路指導主事・特別支援教育コーディネーター
必要に応じて学校歯科医・学校医など

教育委員会
児童相談所
福祉事務所
市町村

情報・問題意識の共有

A-❶

B

C

A-❷

D-❶ D-❷

子どもが
発するサイン

虐待？

管理者への相談・報告

協議要請

校内組織会議の開催（学内連携）
学外連携

相談・通告

学校歯科医の
気づき

その他関係者の
気づき

学級担任・養護教諭
その他の教職員の

気づき
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学校での児童虐待防止体制チェックリスト

上図の番号を参照にして，ご自身の状況をチェックしてください。
ただし，Ａは図全体を見て判断してください。
チェックがない項目は改善に向けて努力してください。

貴方が管理する学校についてこの図の流れが具体的に
浮かびますか？1

　　 学校歯科健康診断結果は毎年集計され，その結果に
基づいて，学校内でのう蝕多発者を容易に把握できるように
なっていますか？

2

　　 前年にう蝕の治療勧告を行った児童が放置されている場合の
チェックはいつ誰が行っているかを知っていますか？3

　　 被虐待児の発見に学校歯科健康診断の結果が
有用であることを他の学校関係者に周知していますか？4

　　 学校内の児童虐待対応の管理者が誰であるかを
知っていますか？5

　　 学校内に児童虐待防止に関する組織や会議がありますか？6

　　 学校内の児童虐待防止に関する組織や会議のメンバーですか？7

A-❶

B

C

A-❷

D-❶

D-❷

学校保健安全委員会に毎年参加していますか？8

特 集 ③
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１．はじめに

㈳日本学校歯科医会（以下「日学歯」とする。）
は，このたび『スポーツ歯科と安全－危機管理の考
え方を踏まえた歯・口の安全のための教育と管理－』
を発刊した。スポーツ歯科に関する啓発資料として
は，平成１５年に発刊した『学校歯科医のためのス
ポーツ歯科医学』，平成１６年に発刊した『歯・口腔・
顎顔面のスポーツ外傷対応マニュアル』に次ぐ刊行
物になる。背景としては，ご存じのように平成２３年
８月２４日から施行された「スポーツ基本法」と，「ス
ポーツ基本法」の規定に基づき平成２４年３月に文部
科学省が策定した「スポーツ基本計画」が出された
ことが理由の一つになっている。もう一つの理由
は，独立行政法人日本スポーツ振興センター（以下
「スポーツ振興センター」とする。）の障害見舞金
の給付状況において未だに全障害件数のうちで「歯
牙障害」の占める割合が高いということである。
さて，「スポーツ基本計画」の第３章「今後５年
間に総合的かつ計画的に取り組むべき施策」の
「１．学校と地域における子どものスポーツ機会の
充実」における「⑴幼児期からの子どもの体力向上
方策の推進」「⑵学校の体育に関する活動の充実」
には「今後の具体的施策展開」において各々下記に
示すような一文がある。

し ひろ ばにち がく

歯 広 場日 学

今号のテーマ

『『ススポポーーツツ歯歯科科とと安安全全』』
のの発発刊刊ににああたたりり

―普及委員会より―

国及び地方公共団体は，年齢や性別に応じたス
ポーツの促進や体力向上方策の中で，医学・歯
学・生理学・心理学・力学をはじめ経営学や社会
学等を含めたスポーツ医・科学（「スポーツ医・
科学」）の積極的な活用を図る。

国及び地方公共団体は，学校の体育に関する活動
を安心して行うことができるよう，スポーツ医・
科学を活用したスポーツ事故の防止及びスポーツ
障害の予防・早期発見に関する知識の普及啓発
や，学校とスポーツドクター等地域の医療機関の
専門家等との連携を促進するとともに，安全性の
向上や事故防止等についての教員等の研修の充実
を図る。その際，マウスガードの着用の効果等の
普及啓発を図ることも考えられる。また，学校で
保有しているスポーツ用具の定期的な点検・適切
な保管管理に関する啓発を図る。

委員長の立場から

明海大学 学長
（平成２３・２４年度普及委員会 委員長）

安井 利一
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このような観点から，日学歯としても安全の視点
から，どのような考え方を持っているかを明確に示
しておく必要があった。すなわち，児童生徒等の健
康と安全に対する専門団体としての日学歯の立場，
そして学校歯科医の基本的な立場を示す必要性が
あったということである。
また，スポーツ振興センターの統計によれば，平
成２３年においての障害見舞金の給付の２４．４％が「歯
牙障害」で，未だに高い数値を示している（表１）。
文部科学省の「平成２４年度学校保健統計調査」の結
果を見てもわかるように，むし歯の被患率は小学校
で５５．７６％，中学校で４５．６７％，高等学校で５７．６０％
であり，また１２歳児（中学校１年相当）の一人平均
むし歯数も１．１０本である。この数字からみても，う
蝕で前歯を喪失する子どもは稀有であるということ
になる。したがって，今後の学校歯科保健・安全の
観点からも，学校における「歯・口の安全」に学校
歯科医が積極的にかかわる必要があるということで
ある。

２．委員会活動とリーフレットの特徴

本リーフレットの発刊にあたっては，編集委員と
して私が委員長であったが，副委員長の小野卓史先
生，学校安全分野では第一人者の戸田芳雄先生，学
校歯科医としての経験を踏まえて魚津修司先生，末
髙英世先生が一丸となって内容の決定から執筆ま
で，すべてにわたって徹底的な議論の上に完成し
た。また，担当役員であった黒住正三先生，今井健
二先生，是澤恵三先生にも適切なアドバイスを頂戴
した。
本資料は，内容的に①学校安全の領域にかかわる
部分と危険予測学習にかかわる部分，②学校歯科医
の支援や外傷発生の時の対応にかかわる部分，そし
て③講話の例を挙げた部分，最後に④マウスガード
の製作の基礎の部分という四つの領域に分けること
ができる。各項目についても，相当に奥の深い領域
ではあるが，学校歯科医の先生方がご自分で研修さ
れる場合を考えて，その方向性を示すことに主眼を
置いた。また，参考資料として，「スポーツ基本法」

「スポーツ基本計画」等の抜粋，高等学校の外傷発
生状況，および歯・口の障害の実態を添付した。ま
た，スポーツと少し異なるが，講話例として「正し
く食べて，正しくのみ込みましょう」という項目を
起こした。児童生徒等に安全に対する意識を醸成す
るときに，学校歯科医としてスポーツ安全と同じ
ちゅう

範疇にある生活安全の例として「食の安全」を例示
したものである。講話の際には，同時並行的に利用
してくださることをお願いする。

３．おわりに

日学歯としては，既に平成１５年の段階で『学校歯
科医のためのスポーツ歯科医学』を発刊し，児童生
徒等のスポーツ障害に対する学校歯科医の支援の在
り方を提示した。
本書は，この時期に出版されたスポーツ歯科の著
作物としては目新しいもので，児童生徒の安全確保
のための姿勢を明確に示したものとして高い評価を
受けた。それから１０年が経ち，スポーツや安全に対
する状況は大きな変化を示した。学校歯科保健が児
童生徒等の健康意識の向上に大きな役割を担ってき
たことは周知の事実である。学校保健法が学校保健
安全法になり，今後は，学校歯科医としても健康と
安全の両方に対応しながら児童生徒等を支援しても
らうことが大切である。

Ｈ１９ Ｈ２０ Ｈ２１ Ｈ２２ Ｈ２３

歯
牙
障
害

小 学 校 １２ ９ １１ ２２ ７

中 学 校 ３３ ２１ ２１ １９ １４

高 等 学 校 ８０ ７６ ７０ ６３ ６９

高等専門学校 ２ １ ０ １ ３

小 計 １２７ １０７ １０２ １０５ ９３

全障害件数 ４９７ ４６５ ４６３ ４６７ ３８１

割 合（％） ２５．６ ２３．０ ２２．０ ２２．５ ２４．４

表１ 全障害件数に占める歯牙障害の割合

（独立行政法人 日本スポーツ振興センター統計より作成）

日学歯広場 委員長の立場から
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１．スポーツ歯科と学校安全

⑴ 学校安全の領域と構造
歯・口腔の外傷は，学校管理下において多く発生
し，校種が上がる毎に障害見舞金に占める割合が高
くなっていく傾向にある。そのような中，学校管理
下における事故・災害，とりわけ体育・スポーツに
よる歯・口の外傷防止のための安全教育と対策が求

められており，学校歯科医はその専門性を生かしな
がら，学校における安全教育に貢献する役割を担っ
ている。
学校安全は，学校における安全教育及び安全管理
を内容とし，それらを円滑かつ効果的に実施するた
めに，学校の全ての教職員，保護者・家庭，地域の
関係機関・団体等が連携・協力して取り組む活動と
しての組織活動があり，その内容と構造は，図１の
ようになっている。

⑵ 学校安全計画の策定と実施
学校で，スポーツ歯科の観点から取組を実施する
ためには，学校安全計画（学校保健安全法第２７条
「学校においては，児童生徒等の安全の確保を図る
ため，当該学校の施設及び設備の安全点検，児童生
徒等に対する通学を含めた学校生活その他の日常生
活における安全に関する指導，職員の研修その他学
校における安全に関する事項について計画を策定
し，これを実施しなければならない。」）にスポーツ
歯科の視点から歯・口の外傷防止の内容を盛り込む
ことが必要である。
学校は，前年度または年度当初に年間の計画を決
定し，それに基づいて教育が実施されるという特性
があり，この計画の中に，学校の実態等に応じて，
歯・口の外傷防止に関する内容を位置付けること
が，学校におけるスポーツ歯科の推進にきわめて重
要である。このために，学校歯科医が，学校保健
（安全）委員会や健康診断実施後などの機会をとら
えて，提案・実施することが求められる。

にち がく し ひろ ば

今号のテーマ

『『ススポポーーツツ歯歯科科とと安安全全』』
のの発発刊刊ににああたたりり

―普及委員会より―

図１ 学校安全の領域と構造図（リーフレットP１より）

日 学 歯 広 場

委員の立場から
東京女子体育大学 教授

（平成２３・２４年度普及委員会
【スポーツ歯科と安全教育】小委員会 委員）

戸田 芳雄
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２．『スポーツ歯科と安全』
リーフレットの特徴と内容

本リーフレットは，学校安全の特性，学校保健安
全法等の法令の内容をもとに，危機管理の視点から
危険予測学習の方法やスポーツ歯科（歯・口腔の外
傷防止）における学校歯科医の役割等を明確にし，
イラストと簡潔な文章を通して，わかりやすく表現
していることが特徴である。以下，内容の一部を紹
介する。

⑴ 発達段階に応じた危機管理
子どもが学校において安全で健康な生活を送るこ
とは，きわめて重要である。歯や口のけがについて
安全を脅かすような事故が起きないように日頃から
注意するためには，どのようなことが子どもの発達
段階に応じて起こりやすいのかを知る必要がある。
そうすることで，効果的な教育や環境整備などの

対策を立て，スポーツ外傷の防止への取組を行う
（リーフレットＰ２）。

⑵ 危険予測学習
歯や口腔の外傷は，子ども自身の行動や心理状態
などの要因（主体要因という）と他人や物，周囲の
状況，気象条件などの要因（環境要因という）が互
いにかかわりあって起こる。そこで，身近な事故の
事例や場面を設定したり，日常の学習や生活場面を
振り返らせたりして，主体要因と環境要因に気付か
せ，その危険を「どのようにしたら排除できるか」
考えさせ，危険予測・危険回避能力を身につけさせ
る（リーフレットＰ３）。
指導者が歯・口腔のけがのことを学び，子どもに
知識や防止法を指導することで確実に事故を減らす
ことができる。

⑶ 学校歯科医の支援と役割
歯・口腔の外傷の現状や歯科保健教育の成果を踏
まえ，安全教育の新しい概念・内容として学校歯科
医はアクシデントによる外傷に対し自らの体を守る
という習慣や態度を養うための安全教育・安全管理
に関する組織的な活動を学校，家庭，地域社会に啓
発していく必要がある。それらの取組の一環とし
て，体育学習やスポーツ活動時のマウスガードなど
の着用の普及も位置付けられる（リーフレットＰ４
ほか）。

３．学校歯科医の活用に期待

歯・口の外傷防止を，教育の場である学校で実施
することに意義がある。本リーフレットには，前記
の内容のほかに，学校への啓発の役に立つ「外傷発
生時における現場での対応と処置」，「講話例①②」
及び参考資料が掲載されている。参考にして，大い
に活用されたい（リーフレットＰ６～１１）。

日学歯広場 委員の立場から
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●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

１．はじめに

平成２１年４月から「学校保健法」が「学校保健安
全法」に改正され，学校歯科保健にかかわるすべて
の人が，ダイナミックに連携できるようになった。
子どもの生活は家庭，学校，地域と広がっているた
め，家庭だけや学校だけの歯・口の健康づくりを考
えるのではなく，関係する人たちが連携を深め，役
割を果たしていくことが重要になる。
学校では，一人の子どもに対してチームを組んで
多方面から支援するという意味の「チーム支援」と
いう言葉をよく使う。チームではコーディネーター
が重要であり，学校歯科保健におけるチーム支援の
コーディネーターは養護教諭と学校歯科医となる。
小さなチームでの活動や，大きなチームでの活動
と，広く自由な発想でコーディネートすると，学校
組織全体での取り組みになり，教育活動の大きな柱
となることが期待できる。
足立保健所健康づくり課が平成２４年１月に区内保
育園，幼稚園，小学校，中学校を対象にアンケート
調査を実施した１）。この結果を基に，養護教諭とし
て，学校歯科保健にどのように取り組めばいいのか
を考えてみたい。そして，チーム支援の柱となる学
校歯科医，担任，地域の関係機関との連携や，地域
で学校が果たす役割についても考えたい。
（このアンケート調査結果を使うことを許可して
いただいた足立保健所健康づくり課に感謝します。）

２．アンケート調査結果より

１）概 要
アンケート調査は平成２４年１月１８日～１月３１日で
実施された。調査対象は区立小学校７２校，区立中学
校３７校，他に区立と私立の保育園と幼稚園であっ
た。今回は学校歯科保健という視点から，小学校と
中学校のアンケート調査結果について紹介する。小
学校は９６％，中学校は１００％の回収率であった。ア
ンケートは以下の内容である。

足立区の子どもの歯と口の健康づくりに関する
アンケート調査結果からみえる連携の在り方

〈アンケート調査項目〉

設問１ 現在，貴校で取り組んでいる歯科保健活動
に○をつけてください。（複数回答）

設問２－① １で歯みがき指導・歯科保健教育を選
んだ方に伺います。主に担当（指導）する方はど
なたですか？（複数回答）

設問２－② 平成２３年度に歯科保健教育で実施した
内容に○をつけてください。（複数回答）

設問３－① よく噛む習慣づくりについて指導する
のは，主にどなたですか？（複数回答）

設問３－② 平成２３年度によく噛むことについて実
施した内容に○をつけてください。（複数回答）

設問４ 歯科保健活動を行うにあたり，困っている
ことはありますか？（複数回答）

設問５ 貴校で取り組んでいる保健教育・指導に○
をつけてください。（複数回答）
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２）アンケートの結果から感じること
⑴ 設問１

現在取り組んでいる歯科保健の活動内容は，「治
療勧告・広報活動」が最も多く，小学校では９０％
（６２校），中学校では８９％（３３校）であった。「歯み
がきなど歯科指導」は小学校で８０％（５５校），中学
校は４６％（１７校）であった。「給食後の歯みがき」
を実施しているのは小学校，中学校ともに１６％で
あった（図１）。
「治療勧告・広報活動」，「歯みがきなど歯科指導」，
「よくかむ習慣づくり」が小学校と中学校共通の取
り組みであることがわかる。「歯みがきなど歯科指
導」は，校種によって差があるが，「よくかむ習慣
づくり」は差がない。
「保護者への歯科教育」は小学校で１３％，中学校
で５％であった。子どもの歯・口の健康づくりの鍵
を握っているのは保護者である。保護者の歯・口の
健康の意識を高めることは非常に重要である。今
後，積極的な取り組みが大切だと考える。

⑵ 設問２－①

「歯みがきなど歯科指導」を実施している小学校
は８０％（５５校），中学校は４６％（１７校）であった。
指導者は「養護教諭」が小学校で９６％（５３校），中
学校で７１％（１２校）で，「学校歯科医」は小学校４７％
（２６校），中学校５３％（９校）であった。養護教諭，
学校歯科医が単独あるいは連携したり，あるいは担
任とのチームティーチングで実施していると思われ

る。その他は小学校１１％（６校），中学校２４％（４
校）であった。これは主に各地域の保健総合セン
ターの歯科保健担当（歯科衛生士）との連携による
ものと考えられる（図２）。
歯科保健指導は主に養護教諭が行っているが中学
校では出前授業形式で専門職に依頼するケースもあ
り，学校歯科医や地域の保健総合センターの指導が
増えている。学齢が高くなるに従ってより深い知識
やスキルが必要となり，専門職の活用が重要になる
ことが理由として考えられる。

⑶ 設問２－②

歯科保健教育を実施している学校での指導内容は
「むし歯予防」が小学校９３％（５１校），中学校７１％
（１２校）であった。「歯周病予防」は小学校６０％（３３
校），中学校７６％（１３校）となっている。校種によっ
て指導内容の項目に差がある。小学校では「むし歯
予防」に，中学校では「歯周病予防」に重点が置か
れている。「その他」は中学校で４１％（７校）実施
されており，歯のセルフチェック，喫煙と歯の健
康，生活習慣病との関係，飲み物の pH，スポーツ
と歯科保健などがあった（図３）。
「むし歯予防」と「唾液の効用」は小学校で，「歯
周病予防」をはじめ全身の健康との関連は中学校で
実践されている。発達段階に応じた指導の積み上げ
という点からも，望ましい内容と考えられる。校種
で内容を分担し，健康な子どもの育成という目標を
達成することが大切だと考える。

図２ 歯科保健教育の実施者図１ 取り組んでいる歯科保健

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●研 究 発 表

研究発 表

71日本学校歯科医会会誌 114号



⑷ 設問３－①・②

よく噛む習慣づくりを実施している学校は小学校
で５７％（３９校），中学校で５４％（２０校）であった。前
回（平成２０年３月），実施されたアンケートの「よ
く噛む習慣づくりがすすんでいますか？」では小学
校１８％，中学校１１％の実施であった。この４年間で
取り組む学校が４０％以上増えた状況である（図４）。
この増加の理由は後で述べる「かむカムデー」や
「かみかみセンサー」の活用など行政の取り組みが
大きく影響している。
よく噛む習慣づくりを実施している小学校３９校，
中学校２０校のうち，指導者は「学校栄養士」が小学
校では９７％（３８校），中学校では８５％（１７校）で
あった。「養護教諭」は小学校５１％（２０校），中学校
５５％（１１校）であった。「学校歯科医」は小学校３％
（１校），中学校５％（１校）であった（図５）。

よく噛む習慣づくりの内容については，かむカム
デーの取り組みが多い（図６）。
足立区では「８がつく日はかむカムデー」とネー
ミングして，給食で噛みごたえのある食材を使った
献立を取り入れている。学校栄養士がよく噛む習慣
づくりの中心となっていることがわかる。

（上記は各校に配布されているポスター）

図３ 歯科保健教育の内容 図４ よく噛む習慣づくりの実施

図５ よく噛む習慣づくりの指導者 図６ よく噛む習慣づくりの内容
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かみかみセンサーは保健センターより借用でき，
各学校で保健指導に活用している。かむカムデーや
かみかみセンサーなど行政のリーダーシップが学校
での取り組みの原動力になっていることが多い。

⑸ 設問４

歯科保健活動を行うにあたり，困っていること
（複数回答）は，「時間の確保」が一番多く，小学
校６１％，中学校８１％であった。次が「歯科専門職の
確保」で，小学校，中学校ともに３０％が困っている
と回答している。他には「教材・資料の不足」が小
学校２９％，中学校２２％となっている（図７）。
「時間の確保」のためには，学校保健の年間計画
に位置づけをすることが基本になる。
「歯科専門職の確保」については，養護教諭は学
校歯科医を一番頼りにしているところであるが，他
には地域の保健センターや歯科医師会・学校歯科医
会，民間機関などとの連携が期待できる。

⑹ 設問５

小学校・中学校で取り組んでいる保健教育・指導
（複数回答）では「薬物乱用防止」教育が小学校
９６％，中学校８９％で一番多く，小学校では「基本的
生活習慣」，「食育」，「歯科保健」の順番になってい
る。中学校では「食育」，「基本的生活習慣」，「喫煙
防止」教育，「歯科保健」の順番である（図８）。
「歯科保健」は小学校では第４位，中学校では第

５位となっている。平成２０年３月の調査では小学校
６９％，中学校３２％であった。今回の調査のほうが小
学校８％，中学校３％増加している。
「薬物乱用防止」教育，「食育」，「基本的生活習
慣」，「喫煙防止」は教科（中学校では主に保健体育
科の保健分野）でも扱われているので，時間の確保
は容易といえる。「歯科保健」も，教科では保健体
育や理科，家庭科の学習との連携をすることもでき
るので，関連を図り効果的に進めることが大切であ
る。
足立区の多くの学校で取り組んでいる「薬物乱用
防止」教育は，教育委員会と区学校薬剤師会との連
携により薬物乱用防止講演会として年に１回開催で
きるようになっている。指導に使用するビデオなど
も学校薬剤師会に準備されているので，学校薬剤師
に講演を依頼しやすい状況にある。
「食育」についても，区では食育リーダー講習会
が開催される。食育リーダーは養護教諭や栄養教
諭，家庭科教諭など指導者も多く，連携した指導も
できる。
養護教諭の中にも，「歯科保健」は口の中という
プライベートなことだから中学生では取り組みづら
いという意見もある。しかし，健康診断時に，学校
歯科医の一言指導を一生懸命聞いている姿を見る
と，場面や内容を工夫することで取り組める。養護
教諭の歯科保健に対する思いがすべてのスタートに
なることを忘れないようにしたい。

図７ 歯科保健活動上困っている点 図８ 取り組んでいる保健教育・指導
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３）アンケートから見えてくること
① 教育委員会や保健センターなど行政が主導で枠

組みづくりを行うと学校歯科保健を実施する学校

は増える。

給食後の歯みがきについて，今回の調査で保育
園では９４％で実施されていた。食後の歯みがきと
いう良い習慣の継続が大切ということで，２４年度
末より教育委員会の主導で小・中学校でも，給食
後の歯みがきが推奨されるようになった。２５年２
月に教育委員会より実施されたアンケート調査で
は，今年度取り組んだ内容で，給食後の歯みがき
を実施した小学校が９３％，中学校が６８％になって
いる。
さらに，足立区ではヘルスプロモーションの理
念を踏まえ区民と協働した健康づくり「健康あだ
ち２１」運動を展開している２）。

わ

例えば「いい歯ね☆あだち」は，区内５ヵ所の
保健総合センターを拠点に活動している。歯の健
康グループの集合体である。歯の大切さを理解し
て，もっと足立区に歯の健康づくりを広めようと
様々な活動をしている。結成１０周年を迎え地域や
学校など活動の場が広がっており，学校へ出向い
ての指導など学校歯科保健の推進に大きな力と
なっている。
養護教諭も経験の差や歯科保健に対する温度差
がある現状では，学校間の格差をなくすためにも
枠組みをつくることは重要だと思う。
反面，やらされていると感じたり，マンネリ化
したりする恐れがあるのも事実である。このアン
ケートには各校の実践も掲載されており，他校の
実践を知ることができる。お互いの実践の交流は
養護教諭の刺激になる。

② アンケート調査結果から，主な指導者が「よく

噛む習慣づくり」は学校栄養士，「むし歯予防」

は養護教諭と棲み分けされている傾向がある。

学校では栄養士も養護教諭も一人職で，お互い
の専門分野を尊重しあうことが原則だが連携をす
ると，より広がった指導につながる。
歯と口から考える食育をテーマに，学校栄養

士，養護教諭，さらに学校歯科医も一緒に連携
（協働）できれば子ども，保護者，教職員へのア
ピールが高まる。連携することで，校内で複数の
推進役が生まれ，大きな力となって前進できる。

③ 歯科保健指導の時間の確保が困難であると考え

られている。

時間の確保について，どのような時間を歯科保
健教育に使えるかというと，保健学習，保健指
導，道徳が使える【以下の項目は『学校歯科保健
参考資料「生きる力」をはぐくむ学校での歯・口
の健康づくり』（文部科学省）より抜粋３）】。
＜保健学習＞
○体育科の保健領域（３年～６年），保健体育科
の「保健分野」の学習

○関連教科における保健に関する学習
○「総合的な学習の時間」における健康に関する
学習
＜保健指導＞
○学級活動・ホームルーム活動における保健活動
○学校行事における保健指導
○児童会活動・生徒会活動，クラブ活動等におけ
る保健指導

○保健室や学級における個別指導
○日常の学校生活における指導
アンテナを高くしておけば，上記のような場面
で時間はあると思う。時間は作り出すという視点
から，養護教諭の力量を期待したい。

④ 専門職の確保が難しい。

歯科専門職の確保については，前述の学校歯科
保健参考資料では「学校歯科医は，学校保健計
画・学校安全計画の立案に参与することをはじめ
として，学校保健安全法において明確化された健
康相談や保健指導の実施，健康診断及びそれに基
づく疾病の予防処置，感染症対策，食育，生活習
慣病の予防や歯・口の健康づくり等について，そ
れぞれ重要な役割を担っている。さらに学校と地
域の医療機関等との連携の要としての役割も期待
されることから，各学校において子どもの多様な
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健康課題に的確に対応するため，学校歯科医の有
する専門的知見の積極的な活用が求められてい
る。」と述べられている。
養護教諭は，学校歯科医に「学校」という場所
で健康診断以外にどんな専門的な知見が必要なの
かを伝え，一緒に活動する機会を増やすことが大
切だと思う。これまで以上に，学校歯科医の積極
的な活動を期待している。

⑤ 歯科保健が保健教育・指導の中核として取り組

まれていない。

小・中学校で薬物乱用防止教育や喫煙防止教育
が取り組まれているが，歯科保健の視点から，た
ばこや薬物について学習することは視覚に訴えら
れることも含めて，大変わかりやすく子どもを納
得させられる教材となる。学校歯科医が専門的な
立場から薬物・たばことの関連性について話すこ
とで，歯科保健が広がりをもったものになってい
くと考える（図９）。日本学校歯科医師会や都道
府県の学校歯科医師会のホームページから保健指
導に関する資料を入手できるようになると，指導
の機会が増えると考える。

３．本校での取り組みから

本校は東京都足立区の西部に位置し，今年度で創
立６７年目を迎えた中学校である。創立当時は田畑が

広がり，菜の花が咲き乱れていて，開拓精神に満ち
あふれた青年を育てたいとの願いを込めて，菜の花
と農具をかたどった校章が定められている。生徒数
は通常学級と特別支援学級をあわせて３２６名の区内
で中規模の学校である。
本校での養護教諭と学校歯科医，保健総合セン
ターの連携や教科との連携を紹介する。

１）学校保健委員会
「歯と口の健康について」というテーマで開催し
た。保健総合センターの歯科衛生士より，唾液の働
きや噛む効用について話を聞き，歯によいおやつ「ポ
リポリ煎り米」や「びっくりゴマおこし」を食べな
がら「かみかみセンサー」を使った体験をした。学
校歯科医からは，「中学生の歯と歯みがき」につい
ての話があり，出席者は咀嚼や歯の健康について考
える時間となった。生徒保健委員も「かみかみセン
サー」を使った体験をした。

２）８フェスティバル
PTA主催の８フェスティバルでは毎年「あだちっ
子せんべい」づくりをしている（図１０）。このせん
べいは歯によいおやつとして歯科保健の自主グルー
プ「いい歯ね☆あだち」が考案したおやつである
（図１１）。近隣の３小学校と本校の保健委員が「いい
歯ね☆あだち」のメンバーに指導を受けて調理し，
フェスティバルの参加者に試食してもらっている。

図９ 喫煙防止教育の教材４） 図１０ 毎年恒例の看板下でのせんべい作り

『学校歯科医からの話
健康とたばこ ステキな
笑顔いつまでも たばこ
は吸わない』（日本学校
歯科医会発行）

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●研 究 発 表

研究発 表

75日本学校歯科医会会誌 114号



３）教科との連携
技術・家庭科の家庭科分野の「幼児の生活と家
族」の単元で，幼児のおやつづくりで歯科保健につ
いて実践した。
教科書５）で幼児のおやつ選びのポイント（下記の
５項目）を確認した。

・栄養素（特にカルシウムやビタミン），エネ
ルギーの面で食事を補うもの。
・食事のさまたげにならないで消化吸収のよい
もの
・市販品は，表示を確かめ，衛生的で安全なも
の。
・甘いもの，やわらかいものばかりでなく歯ご
たえのあるもの。
・幼児はたくさん汗をかくので，飲み物を組み
合わせるとよい。

幼児の歯とおやつについて咀嚼判定ガムを使った
体験を交えて下記の内容を学習した。

・歯の働きと咀嚼の復習（２年の理科で学習し
た消化酵素アミラーゼの働きなど）
・子どもの歯は何歳ぐらいからはえるのか
（幼児の歯の萌出がわかる写真）
・子どもの歯は何本あるのか（歯の模型）
・大人と子どもで噛む力に違いがあるのか
（第二乳臼歯が生え揃うことで大人と同様な
咀嚼力ができる）

教科書に書かれている５項目に，はえたばかりの
歯をむし歯にしない，噛みごたえのある食材を取り
入れることや飲み物の取り方（流し込まない）など
のよくかんで食べる習慣を追加した。
調理実習ではホットケーキをベースにしてその中
にクルミや干しブドウを入れて噛みごたえを工夫し
て，デコレーションをした。

４．おわりに

アンケート調査結果と，養護教諭の執務の視点か
ら図１２をまとめてみた。この表は『「いい学校」は
「いい地域」にでき，「いい学校」をみなで一緒に
作ろうというネットワーク活動で，共に「汗をかく」
ことで「いい地域」ができる』（金子郁容著『日本
で「一番いい」学校 地域連携のイノベーション』
より）６）という言葉をイメージしている。
学校歯科保健活動の推進者は養護教諭，学校歯科
医，教職員が中心になる。筆者のように学校歯科保
健が大切だと思っている養護教諭ばかりではないだ
ろう。健康診断さえ実施すれば役割は果たしている
と考えている学校歯科医もいるだろう。歯・口の健
康に無関心な教職員もいるだろう。三者が協働する
という条件が整っていなくても，誰かが水面に落ち
る一滴の水になれば波紋を起こし，広げることは時
には鳥のように高い視点から，時にはアリのように
低い視点から，学校歯科保健を視る目を持ちたい。
継続しながら，繋がりながら，子どもたちが８０２０時
代を迎えられる，未来の種を蒔いておきたい。
最後に小・中学校でお世話になっている「いい歯
ね☆あだち」の世話人代表の方が書かれた挨拶文を
ご紹介する。

（いい歯ね☆あだち 噛みんぐリポート２０１１より）７）

『１０年間も続けてきたんだ！歯の健康づくり推進
グループが５つ，区の歯科衛生士さんに手をひか
れ，背を押してもらい，出来ることから一つずつ，
真面目にやってきた結果が今の「いい歯ね☆あだ
ち」だ。自分の歯の健康を考えた各人が，区の歯周
病予防教室などを受講し，歯がどれほど全身の健康

図１１ 「いい歯ね☆あだち」のみなさんと小・中学校
の保健委員
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に大切かを理解して，聞いたこと，覚えたことを自
分がその情報の終点にならず，誰か次に伝えてい
く。そうだ，これが「いい歯ね☆あだち」なんだ。
その活動の一つが小・中学校の授業時間を借りての
「噛むカム教室」であり，年間最大のイベント１１月
８日の，今年でいえば「美歯フェスタ」の催しであ
る。この催しには，多忙な中，協力してくださる足
立区歯科医師会と，参加してイベントを盛り上げて
くださる歯科医師の先生方。それが参加してくれる
区民に信頼と安心感を与えてくれている。本当に有
難うございます。感謝です。（中略）PRする材料
には今年度も新しい成果があった。「スマイルアッ
プ あだち☆ちゅうりっぷ体操」がそれだ。新年度
はこれでやってみるかい，ご一同』

この挨拶文は学校歯科保健が地域と連携していく
道しるべとなるだろう。
学校は，子どもたちが情報の終点にならないよう
に，伝えていく力をもった子どもを育てたい。その
ために，養護教諭が学校歯科医と連携して，学校保
健を推進することは「鬼に金棒」だ。本校学校歯科
医には，いつも学校の要望に，快く前向きに応えて

いただき感謝している。全国の学校歯科医の皆さ
ま，それぞれの学校の養護教諭にたくさんの声をか
けていただきたい。養護教諭もその声にしっかり応
える努力をしよう。

最後にこのアンケート調査結果の使用を許可して
いただいた足立保健所の歯科衛生士の皆さまに感謝
いたします。

参考資料・引用資料
１）足立区保健所：足立区子どもの歯と口の健康づくり
に関するアンケート結果（平成２３年度），２０１２．
２）足立区：足立区保健衛生計画（平成２４年度～２６年
度），２０１２年３月．

３）文部科学省：学校歯科保健参考資料「生きる力」を
はぐくむ学校での歯・口の健康づくり，２０１１．
４）㈳日本学校歯科医会：学校歯科医からの話 健康と
たばこ ステキな笑顔いつまでも たばこは吸わな
い，２０１０．
５）技術・家庭（家庭分野），開隆堂出版株式会社，
２０１１．
６）金子郁容：日本で「一番いい」学校 地域連携のイ
ノベーション，株式会社岩波書店，２００８．
７）いい歯ね☆あだち：いい歯ね☆あだち 噛みんぐリ
ポート２０１１，２０１１．

図１２ 歯と口の健康づくりにおける関係者の役割と連携
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１．「学童歯みがき大会」概要
学童歯みがき大会は，小学生の歯と口に対する健
康意識を育てることを目的に，毎年「歯と口の健康
週間（６月４日～１０日）」に開催しています。第１
回大会は，１９２８（昭和３）年の日本歯科医師会主催
の「第１回むし歯予防デー」や１９３１（昭和６）年の
「学校歯科医令」公布等に呼応する形で，１９３２（昭
和７）年にライオンが開催しました。その後，第１０
回大会から東京都学校保健会，第６９回大会からは日
本学校歯科医会が主催団体に加わり，インターネッ
トで参加する全国規模の大会となりました。
第７０回大会では，全国４７都道府県のみならず，中
国，香港，韓国，フィリピン，シンガポール，タ
イ，ベトナムも加わり，９０２校５４，４３２人の小学生が
参加しました。ライブ発信により在校のまま参加で
き，国内はもとよりアジアの小学生が一緒に楽しみ
ながら学べる大会になっています。
今大会では昨年に続き，明海大学学長 安井利一
先生に監修いただき，「健康な歯ぐき」をテーマに
開催しました。

第７０回学童歯みがき大会概要
■開催日時：平成２５年６月４日（火） １３：３０～１４：３０
■参加校数：９０２校 ５４，４３２人
■配信会場：歯科医師会館大ホール（東京都千代田区）
■主 催／（社）日本学校歯科医会 （一財）東京都学校保健会 （公財）ライオン歯科衛生研究所 ライオン株式会社
■後 援／文部科学省 東京都教育委員会 （公財）日本学校保健会 （公社）日本歯科医師会

（社）東京都歯科医師会 （一社）東京都学校歯科医会 （公社）日本歯科衛生士会
■協 力／UQコミュニケーションズ株式会社

日本とアジアの小学生５万４千人がインターネット配信により参加

『第７０回学童歯みがき大会』を開催
公益財団法人ライオン歯科衛生研究所 口腔保健部 部長 稲葉 卓

配信会場の様子
（東京都板橋区立
高島第三小学校の
５年生が参加）

報 告

学童歯みがき大会参加校推移

提供教材
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２．歯と口の健康教室
今回，大会内容をより充実させるために，大会前には指導者に「ネット事前説明会」，「参加校アンケート」
を，大会終了後には，家庭向けに「当日の映像の配信」を実施しました。

１）大会事前

指導者に対し「歯と口の健康教室」の理解を深めていただく
と共に指導ポイントについて事前に理解いただく目的で実施し
ました。

テーマ：「学校における歯・口の健康づくりの意義」
講 師：明海大学 学長 安井利一先生
内 容：①学校における歯と口の健康づくりの意義

②歯ぐきからのサイン
③歯肉炎の原因
④保健指導の進め方

：児童の参加意識の向上のために，
大会の内容に組み込むためのアンケートを実施しました。

２）大会当日：「歯と口の健康教室」
テーマ●「見逃すな，歯ぐきのサイン。みがいてつくろうお口の健康」
監 修●明海大学 学長 安井利一先生
「健康な歯ぐき」に関する理解を通し，「自分の歯ぐき（歯）
は自分で守る」こと，すなわち小学生が自律的な健康行動に取り
組むための支援の場とし，歯みがきを他の健康行動と関連づけ，
「歯と口の健康づくり」から「全身の健康づくり」に繋がること
を目的としました。

毎日の生活行動の中で，児童自身ができる「歯みがき行動」
「清潔・健康生活行動」「食行動」を振り返ってもらい，それ
ぞれの行動が身体・歯と口の健康に関連していることに気づか
せることからスタートしました。

２つの内容を伝えました。
①歯ぐきは，歯槽骨・歯根膜と一緒に歯を支えている。
②歯垢は細菌のかたまりであり，それが歯ぐきに悪さをする。

歯ぐきは，「色」「形」「硬さ」「出血」の４つのポイントで
「健康なサイン」「病気になりそうなサイン」が出ていること
を示し，歯ぐきの観察実習を行いました。その後「病気になり
そうなサインがあっても，歯みがきで歯と歯ぐきの境目の歯垢
をきれいに取り除けば，健康な歯ぐきを取り戻せる」ことを伝
えました。

歯垢のつきやすい場所，特に歯ぐきに悪影響を及ぼす歯と歯
ぐきの境目と参加児童が混合歯列期にあることから，萌出途中
の歯のみがき方に重点をおき展開しました。またみがくときの
力，みがく回数は実験映像を交えて説明しました。

３）大会終了後：「大会映像を配信」
家庭（保護者）と児童の歯みがき大会の共有化をはかり，家庭においても歯と口の健康意識を高めることを
目的として行いました。配信期間は大会終了後から一週間とし，視聴した保護者からは，「子どもが学校から
帰宅後にずっと歯みがき大会の話をしていました。どれだけ興奮するものだったのかな，と話だけでは分から
なかったので，映像で同じ画像が見られて良かったです」という感想が寄せられました。

健康行動チェック表

歯ぐきの観察シート
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３．参加小学校の評価（大会参加後アンケートより）

アンケート結果（期間６／４－２１ N＝７２９ 回収率８０．８％）

４．参加校の感想，取り組み例

３）参加校の取り組み例〔埼玉県深谷市立深谷西小学校〕

１）参加児童の感想

●茨城県かすみがうら市立牛渡小学校 ６年生
今まで歯ぐきのことを知らなかったので学べてうれし
いです。歯みがきのしかたをくわしく，わかりやすく教
えてもらったので，今日から気をつけて歯をみがくよう
にします。今日，教えてもらった歯ぐきのサインを思い
出しながらキレイにみがきたいです。

●千葉県大多喜町立総元小学校 ６年生
歯ぐきからのサイン，歯のみがき方など多くのことを
教えていただいたので，これからの生活に生かしたいと
思います。中学年や低学年にも教えてみんなが歯や歯ぐ
きがじょうぶになって気持ちのよい生活をおくってほし
いです。これからも歯をじょうぶにして食べ物をおいし
く食べたいです。

●熊本県熊本市立飽田東小学校 ５年生
私はあまり歯みがきのことは考えたことがありません
でした。これからは毎日４つのサインをチェックしま
す。決まった時間にねたり食べたりすることは，歯の健
康にも関わるのできちんと時間を決めたいと思います。
食べた後はしっかり歯をみがいてきれいな歯にしていき
たいと思います。

２）養護教諭の感想

●岐阜県恵那市立岩邑小学校 阿部美代子 先生
年々大きくなる取り組みに感動しています。内容も，
考えたり実践を上手く組み合わされており，充実した楽
しい時間を過ごす事が出来ました。今回の学習を毎日の
歯科保健に活かしたいと思います。４年生は来年，参加
出来ることを心待ちにしています。

●兵庫県播磨町立播磨西小学校 林 かおる 先生
プログラムで，歯ぐきからのサインのページはとても
わかりやすく，子どたちは健康な歯ぐきをしっかり理解
することができました。給食後の歯みがきはしています
が，翌日から歯ブラシの動かし方に気をつける児童が増
えました，映像の効果を改めて感じました。

●長野県飯田市立鼎小学校 野上越子 先生
大勢での視聴だったので，画面が見辛く少し残念でし
たが，児童たちは，とても食い入るように見入っていま
した。今回，歯ぐきのイラスト教材を送付いただき，事
後指導の際，実習生による保健指導時に使わせていただ
きました。今後食育とも絡ませたいです。

●校長 河田重三 先生
本校では，歯の健康づくり，体の学
習などの取り組みが認められ，昨年度
学校保健の部にて文部科学大臣表彰を
受賞しました。健康教育の取り組みを
含めて学校の様子や情報を学校HPに
日々更新して掲載し，毎日約千件のア
クセスがあります。

●養護教諭 吉村浩美 先生
家庭との連携を図るために，授業の
感想を児童が記入した後，家庭に持ち
帰り保護者の感想や意見を書いてもら
うことで，児童との相互交流が生ま
れ，授業内容を理解することができま
す。大会後の映像配信を家庭で見るこ
とで歯みがきの大切さが保護者も理解
でき，家庭との連携も深まりました。

①「学童歯みがき大会」の総合的な評価 ②「歯ぐき」のテーマ設定について ③来年度も参加しますか
その他
２．６％

どちらとも
いえない
３．０％

悪かった
０．３％

どちらとも
いえない
２．１％

参加したい
と思わない
０．４％

検討したい
２５．３％

大変
よかった
３８．５％

大変
よかった
５０．９％

よかった
４７．０％よかった

５８．２％ 参加したい
７１．６％

深谷西小学校ホームページと
参加児童および保護者の感想
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５．トピックス

６．第７１回学童歯みがき大会について

①学校歯科医による事後指導
大会終了後，理解を深めるために振り返り指導を行いました。

③特別支援学校２校参加
埼玉県立深谷はばたき特別支援学
校，沖縄県立泡瀬特別支援学校の２
校が参加しました。

④参加校２校からライブ中継実施
福島県相馬郡新地町立駒ヶ嶺小学
校，福岡県大牟田市立吉野小学校の
２校からライブ中継を行い，全国の
児童が一緒に参加していることを実
感しました。

⑤高速無線通信ルーターの活用
ネット環境に支障があった学校で
もUQ WiMAX高速無線通信ルー
ターを使用することで参加できまし
た（４４校）。

②歯科衛生士養成学校１３校参加
学校歯科保健指導（実習）の一環と
して参加いただき，児童をサポート
しました。

⑥埼玉県加須市立大利根東小学校 保健だより（養護教諭 熊木一美 先生）
全児童が６月に歯の健康について学習できる時間を設けています。
１，３，５年生は加須市の歯科衛生士による指導，２，６年生は学校歯科医
による指導，そして４年生は学童歯みがき大会に参加させていただいていま
す。子どもたちが楽しく学べる，よい機会だと思います。

開催概要・参加申し込み方法

■開催日時：平成２６年６月４日（水） １３：３０～１４：３０
■配信会場：歯科医師会館大ホール（東京都千代田区）
■参加対象：小学校５年生 ※４年生・６年生でも参加いただけます。いずれか１学年の参加となります。
■定 員：１，２００校 ７０，０００人（先着順）
■参加費用：無料（使用する教材は無償で提供します）
■募集要項：平成２５年１０月中旬より学童歯みがき大会サイトに掲載します。
■受付開始：平成２５年１２月１１日（水）１０：００より学童歯みがき大会サイトから受付を開始します。

定員になり次第締切となります。
ライオン歯科衛生研究所 検索http : //www.lion-dent-health.or.jp/

■お問い合わせ先
第７１回学童歯みがき大会事務局（公益財団法人ライオン歯科衛生研究所内）
電話 ０３（３６２６）６４８０ メールでのお問い合わせ ６４８０＠lion.co.jp

⬆

学校歯科医 田原雅樹 先生
（岐阜県御嵩町立御嵩小学校）

学校歯科医 宇治信博 先生
（熊本県阿蘇市立宮地小学校）

東京歯科大学歯科衛生士専門学校
（千葉県船橋市立田喜野井小学校）
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平成１９年度より本会が実施している本事業も，４期目に入りました。平成２５・２６年度は応募多数のた
め書類により選考し，３０校（地域）を決定しました。また，当事業の新たな試みとして三つの課題選択
制を導入し，選択した事業課題に沿って２年間の取り組みを行っていきます。
推進事業の今後の事業展開を深く理解していただくため，５月２８日に平成２５年度連絡協議会を行いま
した。事業の取り組みに関する講義や前期推進指定校５校より実践発表が行われ，大変有意義な時間と
なりました。
さて，今期の「たより１号」では連絡協議会にて実践発表いただいた５校の発表者よりご感想をお届
けいたします。

実践発表が終わり多くの拍手をいただいた瞬間，２年間の事業の達成感がこみ上げてきました。それ
と同時に，これから更なる歯・口の健康づくりを推進していかなければならないという使命感を感じま
した。
取り組んだ研究テーマは「歯・口に興味を持ってもらう園児育成」。対象が幼稚園児ということで，
内容は健康の大切さを理解してもらうというより，実効性・習慣性に重点を置き，何に取り組むにも「わ
かりやすさ」「楽しさ」を心がけました。当然，事業内容には数々のアイデアや工夫が必要とされまし
たが，それが逆に意見をみんなで出し合うという土壌を生んだと思っています。
２年間かけて作り上げたこの取り組みは，学校・保護者・歯科専門スタッフのどの立場の協力が欠け
ても達成できませんでした。これからは「地域」という新たな立場からの協力に広がるよう，より一層
の健康づくりを推進することが重要と考えています。
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保健主事として「平成２５年度 生きる力をはぐくむ歯・口の健康づくり推進事業連絡協議会」に実践

発表の機会をいただきました。本校のこれまでの取組を全国的に紹介させていただくことは，大変名誉

なことであると思います。

当日の打ち合わせ会で，日本学校歯科医会として，「『食育』との関連を重視していく」というお話が

あり，本校の「食育」に関する取組の方向に誤りがなかったことに安心しました。また，小学校の実践

発表校として本校を選んでいただいた理由もここにあるのではないかと意を強くしました。

本校では，これまでの反省を基に，今年度も「歯・口の健康づくり」に取り組んでいます。７月に開

催した学校保健委員会では，学校三師や PTAの方々に「歯・口の健康づくり」に関する動向を少しで

も知っていただくために，平成２５年度推進協議会の実践発表校の取組の一部を紹介する場を設けまし

た。これからも，子どもたちが，生涯にわたって，自分の歯と口の健康について関心をもち，よりよい

健康生活を考えていくことができるように支援していきたいと考えています。

今回，このような実践発表という貴重な機会を与えてくださった皆様に感謝申し上げます。

平成２３・２４年度の本推進事業の推進学校としての取組を終え、何より実感したことは、関係諸機関と

の「行動連携」の素晴らしさでした。２年前の本連絡協議会では、今後の研究について多少の不安を

もっていました。会では，研究を進めるにあたってのポイントとして推進委員会の設置について示唆を

いただきました。早速，持ち帰り，区教育委員会とも協議検討し，推進委員会を立ち上げることができ

ました。このことにより，歯科専門の関係機関との連携が円滑に行われるとともに多くの支援も得るこ

とができました。

実践は具体です。具体における関係機関からの専門的な指導助言，人的支援は非常に役立ちました。

大学の研究室の方々は，総出で生徒のブラッシング指導にあたってくれました。保健サービスセンター

の歯科衛生士さんは，昼休みに駆けつけ対象生徒に個別にブラッシング指導をしてくれました。民間の

研究所の方，学校歯科医会も応援してくれました。特に，学校歯科医の先生は，本校の教職員のように

生徒や保護者への講話，歯科指導および研究についての指導助言まで精力的に取り組んでいただきまし

た。研究の成果もさることながら，今後の取組の継続も含めて関係機関の皆様方に感謝を申し上げま

す。
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本校が平成２３・２４年度推進指定校となり，学校歯科医として２年間にわたって本事業に携わりました。
先般の実践発表では，事業内容の紹介，期間中の生徒の行動変化の評価とそれを反映した学校歯科保
健活動のあり方について報告いたしました。
生涯にわたる健康づくりは，成長過程で「他律的健康づくり」から自らの思考，判断による「自律的
健康づくり」へ移行が必要で，高等学校はその最終段階と位置づけられ，健康保健教育の重要な時期と
いえます。
その中での歯科保健活動は実行・観察しやすい，知識・理解・問題意識の共有が他の疾患に比べ一般
化している，解決方法が日常的，などの特徴があり，健康保健教育の入口としてよい教材です。また，
「生きる力」の源となる規則正しい生活習慣を促す“時間のものさし”としての三度の食事，それに続
く食後の口腔ケアは，歯・口にとどまらず，日々全身の健康意識を啓発する，もっとも日常身近な健康
行動ではないでしょうか。
そのような視座のもと，本校では健康行動理論の中の「行動変容ステージモデル」を利用しました。
評価と同時にそれを反映した保健指導を行う上で大変有用でした。本校の例が，今期の事業推進の一助
となれば幸いです。
本事業で，学校，推進委員会，各専門家が一体感を持つ好機となったことも申し添え，発表に至るま
での円滑な進行にご尽力いただいた関係の皆様に，この場を借りて御礼申し上げます。

今回の発表は，幼稚園，小・中学校，高等学校，特別支援学校の校長，養護教諭，学校歯科医，教諭
がそれぞれの立場で取り組んだ事例発表でした。「歯・口の健康づくり」のような学校保健は，一人で
成果を出そうといっても無理があります。
特に「研究指定校だから」と研究主任が前に出すぎても学級担任や他教諭の協力が得られなかった
り，また，急に新しいことから始めようとしても職員間の共通認識にずれが出たりと研究が進まないの
で，学校全体で進める上での体制つくりと職員間の共通理解を深めることを工夫し，教育活動全体を通
して歯科保健活動を進めることの大切さを感じました。
本校でも校長，教頭の大きな器の中で，養護教諭や保健主事が中心となる「保健部」を学校歯科保健
のセンターとして取り組み，１年目は外部の機関と協力して職員間の共通理解を深める実践を中心に，
２年目はその知識を活かし取り組むことができました。
「歯・口の健康づくり」が研究指定期間で終わることのないように，結果・成果をすぐに求めるので
はなく，３～６年後（入学から卒業）をみて活動を企画することで，これまで積み上げてきた活動と今
回の指定研究から始まった活動をうまく組み合わせて長く続けられる歯科保健活動を目指し，本校では
無事研究指定を終えることができました。
この事業を通して多くの研修会に参加することができ，たくさんの人との出会いがありました。この
ような機会をいただけたことに感謝します。ありがとうございました。
今後もこの事業から「歯・口の健康づくり」の大切さや楽しい実践事例を発信してほしいと思います。
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平成２５年５月２８日，生きる力をはぐくむ歯・口の健康づくり推進事業連絡協議会が開催され，推進指

定２年間のスタートを切った。

私は，「学校では歯・口の健康づくりを中核として，教育を通して子どもの自律的な健康づくりのた

めの能力や態度の育成を図るとともに，学校での健康の推進（支援）に必要な体制づくりや環境の改善

に努めること」の重要性を述べた。学校そのものを健康的な（子どもの心身の健康づくりに配慮され

た，あるいは，支援できる）場とすることを目指し，冒頭の講演の中で学校における健康教育の基本的

な進め方について理解を深め，学校経営に健康教育をしっかりと位置付け，歯・口の健康づくりを中核

として学校保健活動のマネジメントと評価に力を入れ，指定終了後にも継続できるような健康教育の取

組の基礎づくりをお願いした。

今期の推進事業は，初めて公募制とし，主体的な取組の推進を図るとともに，以下の三つの重点とす

る課題を選択して取り組んでいただくことにした。

① むし歯や歯周病の予防方法の理解と実践

② 学校生活における歯・口のけがの防止と環境づくり

③ 食べる機能や食べ方の発達支援を通じての実践的な歯・口の健康づくり

今回指定された３０の各推進校・地域では，子どもの実態等を踏まえながら前回までの推進校の取組も

参考とし，課題を中心に幅の広い健康教育の取組を展開して，「生きる力」の育成に繋がるような大き

な成果を上げられることを期待したい。併せて，推進に当たって，関係の教育委員会，歯科医師会・学

校歯科医会等の一層のご支援をお願いしたい。
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平成２５・２６年度生きる力をはぐくむ歯・口の健康づくり推進事業 推進校一覧

No
都道府県・
指定都市名

推進学校もしくは
中核となる学校名

〒 住 所 Tel

１ 北 海 道 旭川市立神居東小学校 ０７０‐８０１１ 旭川市神居１条１７‐１‐３７ ０１６６‐６２‐２９３２

２ 青 森 県 弘前市立相馬中学校 ０３６‐１５０４ 弘前市大字紙漉沢字山越４８ ０１７２‐８４‐２３１２

３ 宮 城 県 大郷町立大郷小学校 ９８１‐３５２１ 黒川郡大郷町中村字屋敷前９８ ０２２‐３５９‐２００３

４ 山 形 県 酒田市立十坂小学校 ９９８‐０１０１ 酒田市坂野辺新田字地続山９８７‐１ ０２３４‐３１‐００５７

５ 福 島 県 東白川郡塙町立塙小学校 ９６３‐５３４１ 東白川郡塙町大字台宿字下川原５ ０２４７‐４３‐００６６

６ 茨 城 県 鉾田市立大竹小学校 ３１１‐１５１３ 鉾田市大竹９９０ ０２９１‐３２‐２８２２

７ 栃 木 県 那須町立那須中学校（那須中学校地区） ３２５‐０３０２ 那須郡那須町大字高久丙１‐１ ０２８７‐７８‐０５２０

８ 群 馬 県 伊勢崎市立境西中学校（境剛志地区） ３７０‐０１２６ 伊勢崎市境下武士８７２‐２ ０２７０‐７４‐１０６８

９ 千 葉 県 千葉県立おおたかの森高等学校 ２７０‐０１２２ 流山市大畔２７５‐５ ０４‐７１５４‐３５５１

１０ 埼 玉 県 羽生市立新郷第一小学校（羽生市） ３４８‐００４１ 羽生市上新郷５７１６ ０４８‐５６１‐０４０９

１１ 東 京 都 東京都立志村学園 １７４‐００４５ 板橋区西台１‐４１‐１０ ０３‐３９３１‐２３２３

１２ 新 潟 県 新潟市立新飯田小学校 ９５０‐１４５５ 新潟市南区新飯田１７９１ ０２５‐３７４‐２０２１

１３ 名古屋市 名古屋市立赤星小学校 ４５４‐０９７１ 中川区富田町大字千音寺字
西五反田１５６０ ０５２‐４３１‐０３００

１４ 岐 阜 県 飛騨市立神岡小学校 ５０６‐１１６１ 飛騨市神岡町船津２２５ ０５７８‐８２‐１２７２

１５ 三 重 県 尾鷲市立三木小学校 ５１９‐３８１４ 尾鷲市三木浦町３９１ ０５９７‐３８‐２０２９

１６ 石 川 県 かほく市立大海小学校 ９２９‐１２０７ かほく市夏栗１０ ０７６‐２８１‐０２７０

１７ 和歌山県 和歌山県立きのかわ支援学校 ６４９‐７２０６ 橋本市高野口町向島１０１‐３ ０７３６‐４２‐０４１５

１８ 京 都 府 京都市立広沢小学校 ６１６‐８３０６ 京都市右京区嵯峨広沢西裏町２５ ０７５‐８８１‐４９７８

１９ 大 阪 府 貝塚市立東山小学校 ５９７‐００４６ 貝塚市東山５‐１１‐１ ０７２‐４４６‐８８９９

２０ 兵 庫 県 三田市立志手原小学校 ６６９‐１５０６ 三田市志手原８８１ ０７９‐５６３‐４４０６

２１ 岡 山 県 吉備中央町立御北小学校 ７０９‐２６６４ 加賀郡吉備中央町豊岡上１３９‐１ ０８６７‐３５‐０１２５

２２ 広 島 県 広島市立広島特別支援学校 ７３４‐００１３ 広島市南区出島４‐１‐１ ０８２‐２５０‐７１０１

２３ 香 川 県 坂出市立西庄小学校 ７６２‐００２１ 坂出市西庄町５２４‐５ ０８７７‐４６‐２６６２

２４ 愛 媛 県 大洲市立大洲小学校 ７９５‐００１２ 大洲市大洲７１１ ０８９３‐２４‐２５３２

２５ 高 知 県 いの町立長沢小学校（本川地区） ７８１‐２６０１ 吾川郡いの町長沢４‐２ ０８８‐８６９‐２０１４

２６ 福 岡 県 豊前市立三毛門小学校 ８２８‐００３１ 豊前市三毛門９７６‐１ ０９７９‐８２‐２０１７

２７ 佐 賀 県 上峰町立上峰小学校 ８４９‐０１２３ 三養基郡上峰町大字坊所６５１ ０９５２‐５２‐３８３５

２８ 熊 本 県 菊陽町立武蔵ヶ丘北小学校 ８６９‐１１１２ 菊池郡菊陽町武蔵ヶ丘北３‐５‐２ ０９６‐３３８‐２５００

２９ 宮 崎 県 都城市立沖水小学校 ８８５‐０００２ 都城市太郎坊町１９７９ ０９８６‐３８‐１３３０

３０ 鹿児島県 奄美市立奄美小学校 ８９４‐００２２ 奄美市名瀬久里町１５‐１０ ０９９７‐５２‐０１５５
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～学校歯科保健で取り組む食育と口腔機能の健全な発達支援を考える～

文部科学省・社団法人日本学校歯科医会・公益財団法人日本学校保健会
一般社団法人熊本県歯科医師会・熊本県・熊本県教育委員会・熊本市・
熊本市教育委員会

平成２５年１０月１７日（木）～１８日（金）
メ イ ン 会 場：市民会館崇城大学ホール（熊本市民会館） 熊本県熊本市中央区桜町１－３
サテライト会場：熊本市国際交流会館 熊本県熊本市中央区花畑町４－１８

■基 調 講 演 市民会館崇城大学ホール
東京医科歯科大学 名誉教授 黒田 敬之

■シンポジウム 市民会館崇城大学ホール
座 長 社団法人日本学校歯科医会 常務理事 齋藤 秀子
シンポジスト 大阪歯科大学小児歯科学講座 教 授 有田 憲司

東京都中野区立緑野中学校 学校歯科医 田中 英一
公益社団法人全国学校栄養士協議会 理 事 福岡ちづる
熊本県教育庁教育指導局体育保健課 課 長 平田 浩一

■領域別研究協議会
①保育所（園）・幼稚園部会・・・市民会館崇城大学ホール２階 第５・６会議室

座 長 社団法人日本学校歯科医会 常務理事 土屋 松美
コメンテーター 日本大学歯学部衛生学講座 教 授 前野 正夫
発 表 者 山東保育園・喜育保育園

食育・口腔育成支援センター 研 究 員 村上 史子
熊本市歯科医師会 会 員 勇 雅大

発 表 者 滋賀県栗東市立葉山東幼稚園 主 任 平子 裕子
主 任 迎 薫

②小学校部会・・・市民会館崇城大学ホール１階 メインホール
座 長 社団法人日本学校歯科医会 常務理事 今井 健二
コメンテーター 昭和大学歯学部小児成育歯科学講座 教 授 井上美津子
発 表 者 熊本県山鹿市立城北小学校 教 諭 迎田千恵子
発 表 者 山形県大蔵村立大蔵小学校 校 長 姉﨑 秀悦

養護教諭 阿部 隆子
③中学校部会・・・熊本市国際交流会館６階 ホール

座 長 社団法人日本学校歯科医会 理 事 野村 圭介
コメンテーター 大阪教育大学教育学部養護教育講座 教 授 小山 健藏
発 表 者 熊本県熊本市立富合中学校 養護教諭 佐成 美帆
発 表 者 東京都文京区立第六中学校 校 長 美谷島正義

④高等学校部会・・・熊本市国際交流会館４階 第３会議室
座 長 社団法人日本学校歯科医会 理 事 兼元 妙子
コメンテーター 九州大学大学院歯学研究院口腔保健推進学講座口腔予防医学分野

教 授 山下 喜久
発 表 者 熊本県立天草高等学校 養護教諭 山川さおり
発 表 者 長野県野沢南高等学校 養護教諭 佐々木夕貴子

養護助教諭 横山 美香
⑤特別支援教育部会・・・熊本市国際交流会館４階 第１会議室

座 長 社団法人日本学校歯科医会 常務理事 長沼 善美
コメンテーター 日本大学 名誉教授 赤坂 守人
発 表 者 熊本県立菊池支援学校 養護教諭 松村千恵子
発 表 者 千葉県立特別支援学校流山高等学園 養護教諭 淵上 由美

■お問い合わせは，下記まで
（社）日本学校歯科医会
〒１０２‐００７３ 東京都千代田区九段北４‐１‐２０

歯科医師会館４F
TEL：０３‐３２６３‐９３３０ FAX：０３‐３２６３‐９６３４
E-mail JASD@nichigakushi.or.jp

（一社）熊本県歯科医師会
〒８６０‐０８６３ 熊本県熊本市中央区坪井２‐４‐１５
TEL：０９６‐３４３‐８０２０ FAX：０９６‐３４３‐０６２３
E-mail jimu@kuma８０２０．com

主題及び副題

主 催

期 日

会 場

第７７回全国学校歯科保健研究大会予告

１２：００ １３：００ １４：００ １４：１５ １５：３５ １５：５０ １８：００ １９：００ ２０：３０

受付 開会式
表彰式

休
憩
基 調 講 演

休
憩

シンポジウム
移
動

懇親会１７日（木）

ポ ス タ ー 発 表

８：３０ ９：１５ １０：４５ １１：１０ １２：１０ １２：３０

受付 領 域 別 研 究
協 議 会

休憩
移動

シンポジウム・
領域別協議会報告 閉会式１８日（金）

ポ ス タ ー 発 表

日 程
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悪天候にもかかわらず総数２３５名（会員，スタッ
フ，学校関係者，歯科衛生土，衛生士専門学校の
学生）の参加があった。浦田県歯会長の挨拶後，
住田 実大分大学教授の講演が始まった。講演で
は，「専門知識ならば十分に自信はあります！」
と学校歯科医，歯科衛生士をはじめ学校栄養士，
管理栄養士等多くの専門職の方たちは言うもの
の，学校で講演されると子どもたちは３分も聞い
てくれず私語を始めるといった実例を挙げられ
た。対策としてスライドの枚数を減らしたり，順
番を変える等の工夫が必要なこと，ドラえもん等
の子どもたちが興味を引くキャラクターを取り入
れたりする工夫等の教えがあった。
次に，住田教授の著書『宇宙と歯の健康』（出版
：東山書房）より以下のことについて話があった。
①宇宙へむし歯がある状態で行けば，気圧の変
化によって急に痛み出すことがある。
②宇宙服（船外活動服）の中の気圧は約０．３気
圧でエベレスト山頭と同じぐらいあり，体は
徐々に気圧になれるが，むし歯があると痛み
に耐えられない。
③宇宙では水が使えないため，歯をみがいた後
に飲み込んでもよい歯磨材を使っている。

魅力ある教材づくりと「学びの必然性」を求め
て…「近未来の不健康な自分」を回避するために，
現在を変える…未来人のQちゃんが生活習慣病
になり寿命が残り１か月と宣告され，タイムマシ
ンに乗って現在のQちゃんに自分の命を守ると
思って生活習慣を改めるようお願いに来る。とい
う興味を抱くような導入をした後，コンピュー
ターで描いた縄文顔と過去から現在までの顔の骨
格の変化をもとに，今後１００年先まで続くと仮定
した顔の違いを出され，骨格の違いに参加者一同
驚かされた。
ネズミを使った実験では，柔らかいものばかり
与えた群と固いものを与えた群を２０世代にわたっ
て育てた結果，顎骨発育の顕著な違いが示され，
食育がいかに今後重要かということを改めて認識
させられた。
すべての話に導入があり，実際の講演中でも途
中で電気をつけられ，「隣の方と相談して下さい」
など，参加者が最後まで興味をもち集中して講演
を聴ける工夫がなされていた。
３時間という長い講演時間であったにもかかわ
らず，最後まで大盛況のうちに終了した。

熊本県 熊本県歯科医師会学校歯科保健推進大会
平成２５年６月１５日（土）午後３時
熊本県歯科医師会館４階ホール

加盟団体だより



社団法人日本学校歯科医会 加盟団体名簿（平成２５年７月３１日現在）

団 体 名 会長名 〒 所 在 地 TEL FAX

（一社）北海道歯科医師会 富野 晃 ０６０‐００３１ 札幌市中央区北１条東９－１１ ０１１‐２３１‐０９４５ ０１１‐２７１‐７５１４
（一社）札幌歯科医師会 藤田 一雄 ０６４‐０８０７ 札幌市中央区南７条西１０丁目 ０１１‐５１１‐１５４３ ０１１‐５１１‐１５３０
（一社）青森県歯科医師会 山口 勝弘 ０３０‐０８１１ 青森市青柳１－３－１１ ０１７‐７７７‐４８７０ ０１７‐７２２‐４６０３
（一社）岩手県歯科医師会 箱崎 守男 ０２０‐００４５ 盛岡市盛岡駅西通２－５－２５ ０１９‐６２１‐８０２０ ０１９‐６５４‐５４７４
（一社）秋田県歯科医師会 藤原 元幸 ０１０‐０９４１ 秋田市川尻町字大川反１７０－１０２ ０１８‐８６５‐８０２０ ０１８‐８６２‐９１２２
（社）宮城県歯科医師会 細谷 仁憲 ９８０‐０８０３ 仙台市青葉区国分町１－５－１ ０２２‐２２２‐５９６０ ０２２‐２１５‐３４４２
（一社）山形県歯科医師会 石黒 慶一 ９９０‐００３１ 山形市十日町２－４－３５ ０２３‐６３２‐８０２０ ０２３‐６３１‐７４７７
（一社）福島県歯科医師会 金子 振 ９６０‐８１０５ 福島市仲間町６－６ ０２４‐５２３‐３２６６ ０２４‐５２４‐１３２３
（公社）茨城県歯科医師会 森永 和男 ３１０‐０９１１ 水戸市見和２－２９２ ０２９‐２５２‐２５６１ ０２９‐２５３‐１０７５
（一社）栃木県歯科医師会 柴田 勝 ３２０‐００４７ 宇都宮市一の沢２－２－５ ０２８‐６４８‐０４７１ ０２８‐６４８‐８１４９
群馬県学校歯科医会 村山 利之 ３７１‐０８４７ 前橋市大友町１－５－１７ ０２７‐２５２‐０３９１ ０２７‐２５３‐６４０７
（一社）千葉県歯科医師会 斎藤 英夫 ２６１‐０００２ 千葉市美浜区新港３２－１７ ０４３‐２４１‐６４７１ ０４３‐２４８‐２９７７
（一社）埼玉県歯科医師会 島田 篤 ３３０‐００７５ さいたま市浦和区針ケ谷４－２－６５ 彩の国すこやかプラザ５F ０４８‐８２９‐２３２３ ０４８‐８２９‐２３７６
（一社）東京都学校歯科医会 川本 強 １０２‐００７３ 千代田区九段北４－１－２０ 歯科医師会館２F ０３‐３２６１‐１６７５ ０３‐３２２２‐６５２８
（一社）神奈川県歯科医師会 高橋 紀樹 ２３１‐００１３ 横浜市中区住吉町６－６８ ０４５‐６８１‐２１７２ ０４５‐６８１‐２４２６
（公社）川崎市歯科医師会 井田 満夫 ２１０‐０００６ 川崎市川崎区砂子２－１０－１０ ０４４‐２３３‐４４９４ ０４４‐２２２‐３９２４
（一社）山梨県歯科医師会 井出 公一 ４００‐００１５ 甲府市大手１－４－１ ０５５‐２５２‐６４８１ ０５５‐２５３‐０８５４
（一社）長野県歯科医師会 春日 司郎 ３８０‐８５８３ 長野市岡田町９６－６ ０２６‐２２７‐５７１１ ０２６‐２２４‐１１８８
（一社）新潟県歯科医師会 五十嵐 治 ９５０‐０９８２ 新潟市中央区堀之内南３－８－１３ ０２５‐２８３‐３０３０ ０２５‐２８３‐６６９２
（一社）静岡県歯科医師会 柳川 忠廣 ４２２‐８０６４ 静岡市駿河区新川１－１２－３４（H２５．７／１～１２／３１） ０５４‐２８３‐２５９１ ０５４‐２８３‐３５９０
（一社）愛知県歯科医師会 渡邉 正臣 ４６０‐０００２ 名古屋市中区丸の内３－５－１８ ０５２‐９６２‐８０２０ ０５２‐９５１‐５１０８
名古屋市学校歯科医会 松浦 和典 ４６０‐８５０８ 名古屋市中区三の丸３－１－１ 名古屋市教育委員会学校保健課内 ０５２‐９７２‐３２４６ ０５２‐９７２‐４１７７
（公社）岐阜県歯科医師会 阿部 義和 ５００‐８４８６ 岐阜市加納城南通１－１８ ０５８‐２７４‐６１１６ ０５８‐２７６‐１７２２
（公社）三重県歯科医師会 田所 泰 ５１４‐０００３ 津市桜橋２－１２０－２ ０５９‐２２７‐６４８８ ０５９‐２２７‐０５１０
（一社）石川県歯科医師会 蓮池 芳浩 ９２０‐０８０６ 金沢市神宮寺３－２０－５ ０７６‐２５１‐１０１０ ０７６‐２５１‐６４５０
福井県学校歯科医会 山口 一郎 ９１０‐０００１ 福井市大願寺３－４－１ ０７７６‐２１‐５５１１ ０７７６‐２７‐５６４０
（一社）富山県歯科医師会 吉田 季彦 ９３０‐０８８７ 富山市五福字五味原２７４１－２ ０７６‐４３２‐４４６６ ０７６‐４４２‐４０１３
（一社）滋賀県歯科医師会 芦田 欣一 ５２０‐００４４ 大津市京町４－３－２８ ０７７‐５２３‐２７８７ ０７７‐５２３‐２７８８
和歌山県学校歯科医会 中谷 讓二 ６４０‐８２８７ 和歌山市築港１－４－７ 県歯科医師会館内 ０７３‐４２８‐３４１１ ０７３‐４３１‐２６６０
（一社）奈良県歯科医師会 森口 浩充 ６３０‐８００２ 奈良市二条町２－９－２ ０７４２‐３３‐０８６１ ０７４２‐３４‐１２７９
（一社）京都府歯科医師会 平塚 靖規 ６０４‐８４１８ 京都市中京区西ノ京栂尾町１ ０７５‐８１２‐８４９２ ０７５‐８１２‐８８１４
（一社）大阪府学校歯科医会 髙橋 達行 ５４３‐００３３ 大阪市天王寺区堂ヶ芝１－３－２７ 府歯科医師会館内 ０６‐６７７２‐８３６７ ０６‐６７７５‐２２５５
（一社）大阪市学校歯科医会 岡本 卓士 ５４３‐００３３ 大阪市天王寺区堂ヶ芝１－３－２７ 府歯科医師会館内 ０６‐６７７２‐８３６２ ０６‐６７７４‐０４８８
（一社）兵庫県歯科医師会 豊川 輝久 ６５０‐０００３ 神戸市中央区山本通５－７－１８ ０７８‐３５１‐４１８１ ０７８‐３５１‐４３３３
（公社）神戸市歯科医師会 住谷 幸雄 ６５０‐０００３ 神戸市中央区山本通５－７－１７ ０７８‐３５１‐００８７ ０７８‐３７１‐７１１８
（一社）岡山県歯科医師会学校歯科医部会 酒井 昭則 ７００‐０８１３ 岡山市北区石関町１－５ ０８６‐２２４‐１２５５ ０８６‐２２４‐８５６１
（一社）鳥取県歯科医師会 樋口壽一郎 ６８０‐０８４１ 鳥取市吉方温泉３－７５１－５ ０８５７‐２３‐２６２１ ０８５７‐２３‐５５８４
（一社）広島県歯科医師会 荒川 信介 ７３０‐００４３ 広島市中区富士見町１１－９ ０８２‐２４１‐５５２５ ０８２‐２４６‐０３８９
（一社）島根県歯科医師会 渡邊 公人 ６９０‐０８８４ 松江市南田町１４１－９ ０８５２‐２４‐２７２５ ０８５２‐３１‐０１９８
（公社）山口県歯科医師会 右田 信行 ７５３‐０８１４ 山口市吉敷下東１－４－１ ０８３‐９２８‐８０２０ ０８３‐９２８‐８０２５
（一社）徳島県歯科医師会 和田 明人 ７７０‐０００３ 徳島市北田宮１－８－６５ ０８８‐６３１‐３９７７ ０８８‐６３１‐４１７９
（公社）香川県歯科医師会 豊嶋 健治 ７６０‐００２０ 高松市錦町２－８－３８ ０８７‐８５１‐４９６５ ０８７‐８２２‐４９４８
（一社）愛媛県歯科医師会 清水 惠太 ７９０‐００１４ 松山市柳井町２－６－２ ０８９‐９３３‐４３７１ ０８９‐９３２‐５０４８
（一社）高知県歯科医師会 織田 英正 ７８０‐０８５０ 高知市丸ノ内１－７－４５ 総合あんしんセンター２F ０８８‐８２４‐３４００ ０８８‐８７２‐８０１１
（一社）福岡県学校歯科医会 杉原 瑛治 ８１０‐００４１ 福岡市中央区大名１－１２－４３ ０９２‐７１４‐４６２７ ０９２‐７１４‐７５９９
福岡市学校歯科医会 上田 克己 ８１０‐００４１ 福岡市中央区大名１－１２－４３ ０９２‐７８１‐６３２１ ０９２‐７８１‐６５１２
佐賀県学校歯科医会 寺尾 隆治 ８４０‐００４５ 佐賀市西田代２－５－２４ ０９５２‐２５‐２２９１ ０９５２‐２２‐７５８６
（一社）長崎県歯科医師会 許斐 義彦 ８５２‐８１０４ 長崎市茂里町３－１９ ０９５‐８４８‐５３１１ ０９５‐８４６‐０１７５
（一社）大分県歯科医師会 長尾 博通 ８７０‐０８１９ 大分市王子新町６－１ ０９７‐５４５‐３１５１ ０９７‐５４５‐３１５５
（一社）熊本県歯科医師会 浦田 健二 ８６０‐０８６３ 熊本市中央区坪井２－４－１５ ０９６‐３４３‐８０２０ ０９６‐３４３‐０６２３
（一社）宮崎県歯科医師会 重城 正敏 ８８０‐００２１ 宮崎市清水１－１２－２ ０９８５‐２９‐００５５ ０９８５‐２２‐６５５１
（公社）鹿児島県歯科医師会 森原 久樹 ８９２‐０８４１ 鹿児島市照国町１３－１５ ０９９‐２２６‐５２９１ ０９９‐２２３‐６０７９
（一社）沖縄県歯科医師会 比嘉 良喬 ９０１‐２１３４ 浦添市港川１－３６－３ ０９８‐８７７‐１８１１ ０９８‐８７７‐７９２５
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名 簿



社団法人日本学校歯科医会 役員名簿（平成２５年７月３１日現在）

（任期：平成２５年６月２６日～平成２７年定時総会終結時）

役 職 氏 名

名 誉 会 長 西連寺 愛 憲

役 職 氏 名 職務分掌 役 職 氏 名 職務分掌

会 長 清 水 惠 太 理 事 金 森 市 造 モデル事業（私立）

副 会 長 齊 藤 愛 夫 学術・渉外
生きる力・生涯研修 理 事 兼 元 妙 子 普及・モデル事業（食育）

副 会 長 由 井 孝 普及・広報
各種表彰・モデル事業 理 事 髙 田 克 重 普及・モデル事業（外傷）

専務理事 川 本 強 総務・会計 理 事 田 幡 純 広報・各種表彰

常務理事 杉 原 瑛 治 総務・全国大会 理 事 柘 植 紳 平 学術・生涯研修

常務理事 齋 藤 秀 子 学 術 理 事 野 坂 百 樹 会計・生きる力

常務理事 土 屋 松 美 総務・各種表彰 理 事 野 村 圭 介 学術・生きる力

常務理事 長 沼 善 美 会 計 理 事 松 崎 弘 明 学術・生きる力

常務理事 今 井 健 二 生きる力 理 事 水 野 泰 弘 総務・生きる力

常務理事 竹 内 純 子 普及・生涯研修 監 事 飯 嶋 理

常務理事 是 澤 恵 三 普及・モデル事業 監 事 岡 伸 二

常務理事 大 薮 武 男 広 報 監 事 添 田 廣

常務理事 向 井 美 惠 普 及

※名誉会長については，任期はありません。
※顧問・参与については，今期は選任しておりません。

92



93日本学校歯科医会会誌 114号

●２０２０年オリンピックが東京に決定，児童・生徒の関心はスポーツへ，体育時のマウスガード
は必須では！学校保健安全法の下，学校歯科保健は，春・秋の歯科健康診断およびうがい・給
食後の歯みがき・食育などの環境整備と保護者・学校・教育委員会・三師会との連携強化等が
必要十分条件と思います。一般社団への移行登記・平成２５年度事業など多忙な会務の今期，清
水新執行部は才知ある実践躬行の先生方が勢揃い，近々には朗報が聞かれそうです。

（草栁英二）

●今年も第７７回全国学校歯科保健研究大会のエントリーの時期が来ました。今年は１０月１７日～
１８日に熊本県で開催されます。大会終了後，学校歯科医生涯研修制度専門研修も開催されま
す。熊本観光に行こうか，専門研修を受講しようか迷っている先生方も多いのではないでしょ
うか？日程的には延泊して，馬刺しを食してくまモンに会って，すべていいとこ取りしような
んて計画もありではないでしょうか？熊本で，また先生方にお会いできることを楽しみにして
おります。 （髙柴重幸）

●歴史と伝統ある日本学校歯科医会の広報委員会に今期より加わることになり，光栄に思うと
同時に大変緊張しています。地元愛知県で長年所属していました広報部で見聞きして得たさま
ざまなノウハウが，どれほどお役に立つかは定かではありませんが，会員の先生方にこれまで
にも増してご愛読いただける会誌となりますよう，できる限りのお手伝いをする所存ですの
で，２年間よろしくお願いします。 （竹内利和）

●お気づきのことかと思いますが，本号より表紙をリニューアルしました。これまでも『歯・
口の健康に関する図画・ポスターコンクール』の受賞作品を表紙に載せてはいましたが，せっ
かくなら作品を前面に押し出した表紙にとのコンセプトで変更しました。いかがでしたでしょ
うか。また今回『会誌・広報紙・ホームページに関するアンケート調査』を同封させていただ
きました。さまざまなご意見を頂戴し，今後の広報活動の参考とさせていただこうと思います
ので，ご協力よろしくお願い申し上げます。 （大薮武男）

●本当に暑い日が続いた８月が過ぎ，９月に入りましたが，日本中で異常気象が続いていま
す。かつて，この国で竜巻が頻繁に発生するというようなことがあったでしょうか。８月３０日
より特別警報が運用されることとなりました。「直ちに命を守る行動をとってください」とい
うことだそうですが，必ず起こる東南海巨大地震を前にして，その警報の意味するところを真
剣に考えなければならないということなのでしょうか。 （田幡 純）

日本学校歯科医会ホームページもご覧下さい。 http : //www.nichigakushi.or.jp/
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